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アジアにおけるムスリム・マイノリティのイスラーム復興 

 

はじめに 

 

四戸潤弥 

 

 

 JISMOR本号特集：「アジアにおけるムスリム・マイノリティのイスラーム復興」

として、中屋昌子先生による「社会主義政権下中国におけるイスラム（イスラー

ム:筆者補記）復興－新疆ウイグル自治区を事例に―」と、西直美先生による「タ

イにおけるイスラーム復興のねじれ現象」の二つの論稿を収録した。同二論稿は、

2020 年 1 月 11 日（土）に開催された『CISMOR リサーチフェロー研究会－サミー

ル・ヌーハ教授追悼記念ワークショップ－「アジアにおけるムスリム・マイノリ

ティのイスラーム復興」』（於：同志社大学烏丸キャンパス志高館 1 階会議室）で

の同じタイトル名の口頭発表を論稿としてまとめたものである。東アジア、及び

東南アジアのムスリム・マイノリティの現状についての関心は高く、当日は入れ

ないほどの満席の来場者があり、活発な質疑応答がなされた。 

 筆者は、中屋先生と西先生の同日の口頭発表にコメントを加えたが、ここで改

めて、お二人の論稿を読み、それに若干の補足修正を加え、紹介する。 

 この二つの論稿は、アジアのムスリム・マイノリティのイスラーム復興という

現象を、中屋論文は、社会主義政権中国共産党の宗教政策のなかで位置づけ、西

論文は、タイの歴史のなかで位置づけたものである。 

前者は、マルクス・レーニン主義の中国共産党イデオロギーと宗教との関係を

改めて想起させ、後者は仏教国タイにおいて、マレーシアとの南部国境地帯 4 県

のムスリム地域の抑圧された歴史、つまり異なる宗教である仏教を信仰するタイ

におけるムスリム・マイノリティ問題の考察を促している。 

 さて、ここで二論稿が前提としている、イスラーム復興という外的現象が何か

についての理解が、二つの論稿を読む際には必要であるように思う。 

 特に 2014 年のカリフ（スンナ派イスラーム共同体指導者称号）宣言による、イ

ラクとシリアの両国に跨る実行支配によって成立した「イスラーム国」の地域で

の民間人に対する、容赦ない殺戮と、日本人を含む外国人の拉致、身代金、およ

び処刑によって、それまでのイスラーム復興という用語の意味は曖昧になり廃れ
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さえもした。その代わりに、80 年代に使われ始めていた「イスラーム復興」と、

ほぼ同じ時期に、いわゆる政権奪取そして樹立を目指す政治的イスラーム運動 

を示す「イスラーム主義」という用語が、イラン革命（1979）、対ソ連アフガン戦

争（アフガニスタン紛争 1979-89）。ソ連邦崩壊（1991）を契機とした民族紛争の

拡大、9.11 米ニューヨーク同時多発テロ（2001）のなかで使われ続け、無差別殺

戮のイスラーム過激派と重なるようになっていった。そこに気づけば、二論稿が、

2014 年のイスラーム国宣言以降の文脈でないことが理解できるのだが、インター

ネットを巧みに利用したイスラーム国の動き（所業というべきなのか）と、それ

に刺激され、呼応したイスラーム過激集団、あるいはグループによるアジアやヨー

ロッパでのテロ事件がメディアを通じて重なるように報道されたために、イス

ラーム復興の意味を直ぐには捉えられないような状況になっていた。 

 そうした事情から、ここで簡単に、そして極めて概略的に「イスラーム復興」

及び「イスラーム復興現象」について説明し、その後で二論文の意義を述べたい。  

 イスラーム復興とは、「第 4 次中東戦争（1973）において、エルサレム奪還とい

う大義に込められたアラブ民族主義とイスラームの融合以後、サウジアラビアな

どのペルシャ湾岸（アラビア湾岸）産油国が、アジアやアフリカのムスリム青少

年層を自国に留学させ、イスラームをその聖典『クルアーン』の言語で学ばせ、

彼らをイスラーム共同体の地域宗教指導者として帰国させ、結果としてイスラー

ムの価値を再認識させたことに端を発した、イスラーム信仰を基礎とした豊かな

生活を目指すものである」と規定できる。 

 そしてイスラーム復興現象とは、「ペルシャ湾産油国へのアラブ諸国やアジア、

アフリカ諸国からの出稼ぎ労働者が一定の稼ぎを懐に帰国し、ムスリムであるこ

とと、生活を豊かにすることとが両立すると信じた時代の雰囲気」と規定できる。  

 従って、イスラーム復興、あるいはイスラーム復興現象は、政治的な運動でも

なく、2014 年以降のイスラーム・グループによるテロ活動でもなかった。確かに

2014 年以降のイスラーム国のインターネットメディアによる宣伝を通じた「ジ

ハード」の呼びかけなどに刺激を受けた現象でないと言い切れない部分を内包し

てはいるが、それはイスラーム復興運動の動きではなく、マイノリティのムスリ

ムが抱える心理的な葛藤として理解できる。 

 中屋論文はイスラーム復興に 2014 年以降のイスラーム国の動きと、ウイグル

族活動家とその家族たちのトルコ亡命及び移住を含めているが、この点の扱いは

微妙である。なぜなら、現象面での結果の一つの反映としては異論がないものの、

それがイスラーム過激派とイスラーム国のメディア報道の影響とも重なること、

そして論稿に記されているように、イスラーム復興がイスラーム的価値観による
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社会問題解決が端緒となったとの記述があるからである。従ってイスラーム復興

と、イスラーム的価値観による社会問題の解決の選択とを結びつけた記述は極め

て正確であり、イスラーム復興が暴力的なものでないという歴史的経緯と合って

いるように思える。 

 イスラーム復興、あるいはイスラーム復興現象と、イスラーム・グループある

いは過激派の動きを時系列（時には重なるが）に捉えれば次のようになる。 

 

1. アラブ民族主義のイスラーム主義への融合 

第三次中東戦争（67 年）敗北から、アラブ民族主義とイスラームの大義（エ

ルサレム奪還）の融合による第四次中東戦争（73 年）と停戦（アラブ側は

実質的勝利と理解）。 

2. アラブ民族主義を内包したイスラーム主義の武装闘争の萌芽 

エジプト・イスラエル平和条約（79 年、キャンプデービット合意に基づく）

締結への失望と怒りによる武装闘争の萌芽時期であるが、イラン革命に刺

激されたムスリム同胞団など穏健派スンナ派は議会選挙を通じて勢力拡

大を目指した。この路線が放棄される、あるいは希望が断たれるのは、ア

ルジェリアの総選挙でのイスラーム勢力の勝利がフランス支援のクーデ

ターで無にされた結果始まったアルジェリア内戦（1991~2002）以後である。 

3. イラン・イスラーム革命（1979）後のイラク・イラン戦争（1990-1988）、対

ソ連アフガン戦争へのアラブ義勇兵の参加（1982 年頃～）、サウジアラビ

アなどアラブ湾岸諸国のイスラーム布教（1970 年代後半～、91 年 12 月の

ソ連邦崩壊でモスク建設支援などが加速される）及び、留学生招聘と教育

支援。 

4. 米ニューヨーク同時多発テロ（2001）、及びアフガニスタン・ターリバーン

政権崩壊（2001）と勢力回復（2003～）、それに続くイラク政権崩壊（2003）

とカーイダ残党派の復活、イスラーム過激派グループの台頭（90 年代～

2003 年頃） 

5. アラブの春とイスラーム主義、あるいはイスラーム過激派グループとイラ

ク・サダム旧政権残存グループの連携（2010～）、アジアでのイスラーム・

テロの頻発（2010～）。 

6. 米軍のイラク撤退を契機とした、イスラーム過激派グループと旧イラク政

権の連合によるイラク国土奪還運動（後のイスラーム国）と、アラブ長期

独裁体制打倒の動き。チュニジア、リビア、中央アジアなどのイスラーム・

グループのアラブ諸国及び欧米への拡散（2010～）、アジア・ムスリムへの



一神教学際研究 16 

4 

インターネットメディアを通じたジハード主義の浸透 

 

 この中で、二つの論稿と直接関係があるのは、３のサウジアラビアなどのアラ

ブ湾岸諸国のイスラーム布教、教育支援である。第 4 次中東戦争（1973）以後、

70 年代後半から 80 年代にかけてサウジアラビアなどのアラブ湾岸諸国の原油輸

出収入（オイル・ダラー）は飛躍的に増大し、アジアのマイノリティ・ムスリム

たちへのアラブ諸国への留学支援（教員及び教育施設、奨学金など）教育体制の

充実化が可能となった。中国の場合は、78 年の鄧小平の改革開放政策以後、産業

エネルギー確保のための対アラブ諸国外交強化の波及効果として、中国人ムスリ

ムのアラブ諸国への留学が促進された。 

 アラブ諸国への留学生たちが『クルアーン』を中心としたイスラーム学を直接

学んだ結果、その教義をハンドリングできる能力を身につけて帰国し、伝統的宗

教的権威に対して自分たちの存在をアピールすることができた。またアラブ・イ

スラーム世界のイスラーム学者と対等に議論できる能力によって、自分たちマイ

ノリティ・ムスリム社会の問題に対して、『クルアーン』や預言者のスンナの根拠

にしてファトワを出し、自らの権威に対して揺るぎない立場を維持できた。それ

までの少数派の生き方の経験を踏襲するのではなく、教義から現実を見据えるこ

とが可能となった。さらに中国のムスリムの場合、ソ連邦の崩壊によって、旧ソ

連のイスラーム諸国と交流が可能となり、その中で、アラビア湾岸諸国のイスラー

ム布教事業の財政支援を得ることも可能となった。中国もまた上海万博（2010 年）

の時期においては、イスラームを含めてキリスト教にも寛容であったため、中国

政府支援のモスク建設（建設地無償提供、建設費支援）も行われた。中国にとっ

て寛容なイスラーム政策は、経済、産業発展に必要不可欠のアラブ産油国の原油

輸入確保外交支援策でもあった。 

 ここでのイスラーム主義は過激派のそれではなく、イスラーム信仰を大事にす

ることがビジネスや就職を有利にし、さらに、生活を豊かにすると共に、イスラー

ム学やアラビア語の習得で、地元ムスリムの人々の尊敬と敬意を勝ち得、彼らの

帰国留学生の宗教的権威形成のつながった理想調和的なイスラーム復興現象でも

あった。 

 今日、マイノリティの問題は欧米への移民問題が視野に入るが、二つの論文が

扱った東アジア、および東南アジア地域では、欧米での問題レベルにはなってい

ないことを指摘したい。 

 

 中屋論文「社会主義政権下中国におけるイスラム（イスラーム:筆者補記）復興
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－新疆ウイグル自治区を事例に－」の意義は、マルクス・レーニン主義の中国共

産党イデオロギーの宗教政策とイスラーム問題の指摘であり、かなりの長い期間、

宗教間対話を耳に慣らされてきた時代を経て、再びマルクス・レーニン主義を基

底とする共産主義イデオロギーと宗教との関係を思い起こさせるものである。  

同論稿は、最初に新疆ウイグル自治区の現状について次のように要約している。 

ウルムチ事件（2009）以降、イスラーム復興が加速度的に進んでいること、そ

の一方で、習近平の中国共産党総書記就任（2012）以後の新疆における宗教統制

の厳格化が進められている。そもそも同地域はカザフスタン、パキスタンなど８

つの国と国境を接し、テュルク系少数民族、イスラム（イスラーム）、社会主義の

３つが交する特殊な地域である。ウルムチ事件以降は、急激な経済成長による社

会の動揺、漢族の大量流入による軋轢、貧富の格差、風紀の乱れなどの問題が生

じている。具体的には、1990 年代以来、新疆ではメッカ巡礼者の増加、モスクの

再建や修復が進みイスラム（イスラーム）復興がみられるようになった。改革開

放後、イスラム（イスラーム）信仰を掲げた最初の大規模な武装蜂起といわれる

バレン郷事件（1990）が発生している。4 年後、新疆では「宗教事務管理条例」が

制定され、2001 年 9.11 米国同時多発テロに鑑み、中国共産党は、新疆の地政学的

リスクを再認識し、宗教に備わる五つの性質（宗教の五性論：イスラム（イスラー

ム）は世界宗教であるという国際性、新疆にはテュルク系民族が集中していると

いう民族性、ムスリムはウンマを形成しているという集団性、ムスリムに脱宗教

化を促すためには時間を要するという長期性、宗教に関わる問題の複雑性）を指

摘した。また新疆の天然資源の利益に現地ムスリムを蚊帳の外に置いた。経済格

差と文化、宗教への敬意の欠如の中で起こったウルムチ事件（2009）が勃発した。

この事件以降、現地ムスリムのイスラム（イスラーム）信仰がさらに高まり、イ

スラム（イスラーム）的価値観によって世の中を正そうとする動きがみられるよ

うになった。 

 法による統制として、「新疆ウイグル自治区宗教事務条例」と「宗教事務条例」

があり、中国憲法は信仰の自由を保障（憲法第 36 条）しているが、それは形式的

である。宗教活動統制の法的根拠である 2014 年改訂「新疆ウイグル自治区宗教事

務条例」36 条で、新疆の未成年者の宗教活動の統制が明文化され、未成年の集団

礼拝（金曜礼拝）参加が禁止されている。また、海外からの公認以外の組織や個

人への喜捨が禁止（新疆ウイグル自治区宗教事務条例第 36 条）されている。金曜

礼拝説教には政治宣伝が混入させられる。つまり『クルアーン』やハディース（預

言者言行録）を引用して共産党が提唱する科学の尊重、民族政策、愛国心、社会

主義政権への忠誠を説かれる。金曜礼拝説教は政府公認の中国イスラム（イスラー



一神教学際研究 16 

6 

ム）教協会の下部組織である中国イスラム（イスラーム）教教務指導委員会によっ

て編纂され、全国のモスクで統一して使用されている。経済の発展、郷里の建設、

相互の団結、宗教を愛し国を愛すること（いわゆる「愛国愛教」）といった中国の

文脈においてイスラーム信仰は「社会主義国家」への忠誠や貢献を意味する。 

また、国レベルの「宗教事務条例」2004 年度版は、宗教団体の章（第二章）か

ら独立させる形で、新たに宗教学校の章（第三章）を設けた。宗教学校に関する

規定では、公認の宗教団体（中国イスラム（イスラーム）教協会）は宗教学校の

設立はできるが、その他のいかなる組織、個人も宗教学校の設立ができないと明

記されている（第 11 条）。教師資格認定、教師の招聘任用、学位授与制度の実行

は、国務院宗教事務部門の別途制定の規定による（第 16 条）。外国籍教師招聘任

用には国務院宗教事務部門の同意を必要とする（第 17 条）。宗教教職の養成（3 カ

月以上）では市級以上の地方政府宗教事務部門に報告し審査批准を必要とする（第

18 条）。非宗教団体、非宗教学校、非宗教活動場所、非指定の臨時活動場所では

宗教教育を行ってはならない（第 41 条、第 44 条）。個人で宗教教育を行った場

合、宗教事務部門から関係部門とともに活動停止を命じられ、2 万元以上 20 万元

以下の罰金に処せられる。違法所得がある場合、その所得は没収され、犯罪を構

成した場合、法に依って刑事責任が追及される（第 70 条）。 

 法によって、宗教実践が制約されるが、そのターゲットは未成年層であること

は、中国共産党の対イスラーム認識（ムスリムに脱宗教化を促すためには時間を

要するという長期性）を反映している。 

 またマイノリティ・ムスリムの宗教活動が地下に潜らざるを得ない状況を指摘

している。そしてその始まりはイスラム（イスラーム）的価値観を通じて解決を

見出そうとするムスリムが現れたことを契機とし、イスラム（イスラーム）的「世

直し運動」の広がりがみられるようになった。 

 中屋論文は直近の中国共産党のイスラームを含めた宗教一般に対する厳しい政

策への変化を前提に論を進めている。筆者は、それ以前の寛容な政策時期である

2010 年から 2015 年頃にかけて北京大学、北京郊外の国家宗教事務局、中国の青

島（1 カ所）、北京（３カ所）、上海（９カ所）、西安（９カ所）のモスク及び北京

イスラーム神学校、西安イスラーム協会及び陝西師範大学などを直接訪問し調査

を行ったが、その時の雰囲気が宗教事務条例の内容を反映していると感じたこと

を覚えている。北京イスラーム神学校の正面玄関ロビーには「愛国愛教」の石碑

が置かれていたものの、文化大革命での宗教活動弾圧と実践禁止の次世代、次々

世代へのインタビューでは時期が経済発展優先政策と、宗教寛容政策時期であっ

たことからか、若いイマームやアホン（中国ムスリムのイスラーム指導者称号）
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たちは外国人の私に警戒することはなかった。そして公的な場での宗教活動の再

開の喜びを隠すことなく、質問に忌憚なく答えてくれた。中屋論文はその後の中

国共産党の宗教に対する厳しい立場を伝えている。 

 

西論文「タイにおけるイスラーム復興のねじれ現象」を国家・民族・宗教との

関係の中での変容を歴史的、社会的文脈の中で検証するが、その出発点はタイに

征服されたマレーシア国境地帯の歴史を前提としている。征服によってマイノリ

ティと規定されたが、その一方で、サトゥーン県を除く南部 3 県はマレー語が話

され、マレーシア・ムスリムたちとムスリム同胞という宗教的絆が存在している。 

タイの立憲革命(1932)による新憲法には、国民の信仰の自由の保障が明記され、

仏教徒である国王がイスラームを含む諸宗教の擁護者と規定されたが、行政の実

際では、サローン（腰巻）（サトゥーン県）禁止、マレーの伝統衣装着用ムスリム

に対する行政サービス停止（パッターニー）、ムスリム女性の被り物やメッカ巡礼

者布嫌がらせなどの服装文化の否定がある。宗教と深く結びついている親族・相

続法の裁判権管轄をイスラーム法廷から県裁判所へ移管（1943）し、タイ民商法

の国内一律の適用が行われている。ムスリム組織をタイ国王諮問機関直属（「仏暦

2488 年イスラームの擁護に関する勅令」（1945）による階級組織構築（チュラー

ラーチャモントリー職（第 3 条）下のタイ国中央イスラーム委員会（第 5 条:ムス

リム対象の内政、教育問題管轄）と末端モスク組織）とした。「パッターニー、ナ

ラーティワート、ヤラー及びサトゥーン県域におけるイスラーム法の適用に関す

る法律」（1946）、「イスラーム・マスジッド法」（1947 年、モスクの登録制、イマー

ム任命承認）、チュラーラーチャモントリー職所属変更（1948 年、国王諮問機関

メンバーから教育省宗教局助言者へ）などの法の制定と政策があった。そして、

そうした伝統的流れに変化が生じたのが、80 年代以降のイスラーム復興以後で、

そこにはサラフィー主義の影響が見られる。それの核となったのは深南部で影響

力を持つサラフィー主義の指導者イスマイル・ルッフィ・チャパキヤ（1951-）に

代表されるアラブ・イスラーム諸国に留学し、学位を取得して帰国した者たちで

あった。このように著者は指摘している。彼らが影響力は持ったのには理由があ

る。第 1 にアラビア語イスラーム文献講読及び議論能力である。イスラームとい

う宗教をアラビア語で議論できれば、アラブ・イスラーム世界で宗教的影響力を

持ち続ける伝統的学者や碩学と対等な立場を維持できる。それは彼らの日常生活

ばかりでなく政治経済レベルでのイスラームの課題について自分たちに相応しい

回答を得ることが可能となることであり、またその回答を現実に実行できること

になることでもある。現地における権威の創造であると言ってよいだろう。ただ、
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それらが戦闘主義ではないことを著者が指摘している。第 2 に、豊かな原油収入

と機関投資資金を持つアラブ産油国との直接的外交、つまりタイという国家機関

を介することなく、中東政府及びビジネスマンたちと直接連結できる。これによっ

て現地のビジネスマンとの連携や、出稼ぎ労働者たちの支援的仲介役を担うこと

が可能となる。イスラーム的であることが現世のビジネスに役立つのである。第

3 に、ハラール・ビジネス（ハラール証書発行）などがある。第 4 にサウジアラ

ビアなどの資金提供による教育事業推進と、同国への留学生派遣などがある。 

 つまり、イスラーム的であることと、現世で豊かであることが両立していたと

いう事実なのである。 

 それが先鋭的になるのが、2010 年以降の中東におけるイスラーム過激派の影響

であろう。これは中屋論文と共通するが、イスラーム過激派が一般ムスリムに影

響を持つのは、彼らが解説するジハードの根拠でなく、ムスリムのあるべき道を

示す『クルアーン』の章句と、預言者の言行（ハディース）にあるのだ。個人的

信仰レベルで見渡す来世の地平に見出そうとする天国にある。 

「自分自身を損っているところを天使に召された人々に（天使は）言う。「あな

たがたはどうしていたのか。」かれらは（答えて）言う。「わたしたちは地上で弱

く、痛めつけられていました。」その時かれら（天使）は言う。「アッラーの国土

は広大ではなかったのか、あなたがたはそこに移り住めたではないか。」これらの

者の住まいは地獄であろう。何と悪い帰り所であることよ。只（本当に）弱かっ

た男女と子供たちは別である。かれらは（自ら避難する）手段を見い出すことも

出来ず、また道へも導かれなかった。」（『クルアーン』4：97-98） 

「私はムシュリクたち（アッラーに同位を置いて崇拝するマッカのイスラーム

否定者たち）の間に住むムスリムの行為の罪からは無実（法的責任がない）であ

る。」（預言者言行録（ハディース）） 

どちらもムスリムは異教徒たちの間で人生を送るべきではないという教えであ

る。 

『クルアーン』と預言者言行録からの引用部分は、マイノリティの状態を強いら

れたタイ南部県のムスリムや、ウイグルのムスリムの一人一人の心に響くと同時

に、恣意的解釈と、マイノリティの置かれた状況が短絡的に結びつけられる。欧

米へのムスリム移民の中にも同様な現象が見いだされる。アラブ・イスラーム世

界のムスリムは 100％に近いほどのムスリム社会であるから、たとえ異教徒支配

にあっても、そこにイスラーム信仰実践の自由が保障されていれば問題ない（現

代イスラーム世界の指導的イスラーム法学者であった故ワフバ・ズヘイリー

(1932-2015、ダマスカス大学シャリーア学部長を務め、アラブ・イスラーム諸国の
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大学でも教えた。クルアーン解釈書『タフスィール・ムニール』や、その他 140

に及ぶ著作は、その翻訳と共にアジアのムスリム学者たちに広く読まれ、多くの

支持者がいる。マレーシア政府から最良のイスラーム人勲章を受章（2008）した。

二度来日し、同志社大学でも講演した。) との言葉や、ブルカの着用禁止の政策

実施の判断はフランス政府の裁量である（エジプト国家法判断者、アズハル大学

総長を務めた故ムハンマド・サイイド・タンターウィー（1928- 2010 年））との言

葉などは余裕の証しであろう。しかし、そうした世界でイスラーム学の学位を取

得して戻った先がマイノリティ・ムスリム社会であれば、前記の『クルアーン』

とハディースは直ぐに解決が必要とされる信仰問題なのである。 

 宗教間の対話とは別の次元の日常生活での切実さが、イスラーム過激派に呼応

する心理状態をつくりだしているのである。 

 中屋及び西論文は、イスラーム復興と政治的なイスラーム（イスラーム主義）

の違いを、東アジア（中国）と東南アジア（タイ）の実例を通じて、学問的に実

証した意義のある論文と言えるだろう。 
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社会主義政権下中国におけるイスラム復興 

－新疆ウイグル自治区を事例に－ 

 

中屋昌子 

 

 

要旨 

中国新疆ウイグル自治区（以下、新疆）では、2009 年 7 月 5 日のウルムチ事件

以降、イスラム復興が加速度的に進んでいる。その一方で、2012 年に習近平が中

国共産党総書記に就任して以降、新疆における宗教統制の厳格化が観察されるよ

うになった。中国の憲法は信仰の自由を形式的には保障しているが、新疆のイス

ラム復興は、厳しい統制の下に置かれ、必ずしも自由な環境の下で進展している

わけではない。宗教活動を統制する法的根拠は何なのか。2014 年に改訂された「新

疆ウイグル自治区宗教事務条例」および 2017 年に改訂された「宗教事務条例」に

焦点を当て、国・地方レベルの宗教に関する法令の検討を行う。特に「新疆ウイ

グル自治区宗教事務条例」によって、新疆の未成年者の宗教活動が統制の対象と

なった背景について、新疆をとりまく内外の情勢をもとに考察する。  

 

キーワード 

イスラム復興、新疆ウイグル自治区、社会主義、宗教統制、宗教教育  
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1. はじめに 

本稿では、ムスリムマイノリティのイスラム復興の事例研究として、新疆にお

けるイスラム復興の実態を、中国共産党（以下、共産党）による宗教統制に焦点

を当て検討する。特に2014年に改訂された「新疆ウイグル自治区宗教事務条例」1

や2017年に改訂された「宗教事務条例」2によって、宗教統制の厳格化が進められ

ている現状について考察する。「新疆ウイグル自治区宗教事務条例」は未成年者の

宗教活動の統制を明文化した。その背景について共産党の宗教政策や習近平指導

部成立後の党幹部の発言のほか、新疆の地政学的特徴を踏まえながら考察する。 

 

 

2. 新疆におけるイスラム復興 

新疆は、中国の西北部に位置し、イスラムを信仰するウイグル族、ウズベク族、

カザフ族などテュルク系の少数民族が集中して居住する地域として知られている。

カザフスタン、パキスタンなど８つの国と国境を接し、中国の社会主義政権の下

に置かれている。新疆は、テュルク系少数民族、イスラム、社会主義の３つが交

差する特殊な地域ともいえる。 

2009 年 7 月 5 日に発生したウルムチ事件3以降、急激な経済成長による社会の

動揺、漢族の大量流入による軋轢、貧富の格差、風紀の乱れなどの問題に対し、

イスラム的価値観を通じて解決を見出そうとするムスリムが現れ、イスラム的「世

直し運動」の広がりがみられるようになった。イスラム的「世直し運動」ととも

にイスラムの勉強会や学校が地下で拡大していった。また世界的なイスラム復興

の潮流を受けて、なかには 2012 年頃より活発化したイスラム国(IS)を目指す者が

現れたりトルコに移住する者が急増するなど、信仰の場を海外に求める動きがみ

られるようになった。こうしてイスラム復興が急速に進むなか、2012 年に習近平

が中国共産党総書記に就任し、新疆の宗教統制はより厳格化されることとなった。

新疆のイスラム復興は、必ずしも自由な環境のもとで進展しているわけではない。

厳しい統制のもとに置かれている。 

 

 

3.「信仰の自由」と宗教統制の実態  

中国は社会主義政権下ではあるが、法的には「信仰の自由」を保障している（憲

法第 36 条4。しかし、「信仰の自由」を保障しつつも厳格な統制のもとに置いてい

る。 

ムスリムは、当然のことながら、自分の信仰を完美なものとさせるために五行
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を遵守し、現世と来世の吉祥を望む。しかし実際には、新疆で五行の遵守は難し

い。海外からの喜捨を受けようにも、公認以外の組織や個人はそれを受けること

ができない（新疆ウイグル自治区宗教事務条例第 36 条）。未成年者は、集団礼拝

に参加しようにもモスクに入ることができない5。それどころか未成年者は宗教活

動そのものに参加できない（新疆ウイグル自治区宗教事務条例第 37 条）。 

金曜礼拝では説教が行われている。しかし、親孝行や他人への慈しみなどの一

般的な説教に政治宣伝が混入する。クルアーンやハディースを引用して共産党が

提唱する科学の尊重、民族政策、愛国心、社会主義政権への忠誠を説いている。

こうした説教内容は、政府公認の中国イスラム教協会の下部組織である中国イス

ラム教教務指導委員会によって編纂され、全国のモスクで統一して使用されてい

る。例えば、次の通りである6。 

忠義とは、おまえたちの顔を東や西に向けることではない。そうでなく忠

義とは、アッラーと最後の日、諸天使、啓典、諸預言者を信じ、その愛着に

もかかわらず財産を近親たち、孤児たち、貧者たち、旅路にある者、求める

者たちに与え、奴隷たち（の解放）に費やし、礼拝を遵守し、浄財を払い、

約定を交わした時にはその約定を果たし、困窮と苦難と危難の時にあって忍

耐する者である。そしてそうした者が真実の者であり、そうした者たち、彼

らこそが畏れ身を守る者である(2：177)。  

（筆者注 このクルアーンのように）一人の敬虔なムスリムであり、一人の

アッラーを畏れる者として、五行を遵守すると同時に老人を敬い幼きものを

愛し、隣近所と仲良くし、善良を慈しみ、貧困救済し、危機を救い困難を助

け、人を助けることを喜びとし、善を勧め悪を戒め、正義を広め、約束を履

行し、売買は公平に、秩序を維持し、社会に幸福を造り、経済を発展させ、

郷里を建設し、相互に団結し、宗教を愛し国を愛さなければならない。ただ

このようにすることが、自分の信仰を完美なものとし、現世来世の吉祥を獲

得することができるのである。 

経済の発展、郷里の建設、相互の団結、宗教を愛し国を愛すること（いわゆる

「愛国愛教」）といった中国の文脈においては「社会主義国家」への忠誠や貢献を

意味する文言が、説教にさりげなく混入されている。未成年者を持つ保護者であ

れば、自分の子どもは自分の信仰を完美なものとすることが叶わないと悟るであ

ろう。 
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4. 宗教統制の法的根拠  

4.1 新疆ウイグル自治区宗教事務条例 

中国の宗教に関連する法令は、国レベルと地方レベルの 2 段構造になっている。 

国と新疆ともに「宗教事務条例」（以下、条例）を制定しており、国の条例は 2017

年が最新版である。新疆の条例は、国より 3 年早く 2014 年に改訂されている。 

新疆の条例で注目すべき箇所は、「未成年者は宗教活動に参加してはならない」

（第 37 条）と規定したところにある。未成年者は宗教活動に参加してはならず、

いかなる組織や個人も未成年者が宗教活動に参加することを組織し、誘惑し、強

迫してはならないとされる（第 37 条）。これに違反すると罰則（第 59 条）が課せ

られる。すなわち、県級以上の人民政府宗教事務部門、教育部門から批判教育を

行い、厳しく命じて違反を改めさせ、治安管理行為に違反した場合、公安機関よ

り法に依って治安管理の処罰を与えられ、犯罪を構成した場合は、司法機関から

法に依って刑事責任を追及される。 

未成年者の宗教活動の統制は、従来から義務教育の妨害の禁止や「不信仰の自

由」の保障を根拠に法の拡大解釈によって行われてきた。改訂により明文化され

たのは、2014 年 5 月に北京で開催された第二次中央新疆工作座談会での習近平総

書記の発言がきっかけであった。 

入念に宗教工作を行い、積極的に宗教と社会主義社会の相適応を導き、宗

教界人士と信徒の大衆が経済社会の発展において積極的な役割をよりよく発

揮させる。宗教問題を処理する基本原則は、すなわち、合法を保護し、不法

を制止し、（筆者注 宗教的な）極端を封じ込め、浸透を防ぎ、犯罪に打撃を

与えるということに他ならない。法に基づいて、信徒大衆の正常な宗教欲求

を保障し、信徒大衆の習慣風俗を尊重し、信徒大衆が正確に宗教常識（筆者

注 わきまえなければならない知識）を把握する合法的な方法を着実に拡げ

なければいけない7。 

この会議で強調されたのは、法によって新疆を治めること、すなわち法による

宗教統制の厳格化であった。習近平総書記のこの発言はそのまま第 4 条に「合法

の保護、非法の制止、極端を封じ込め、浸透を防ぎ、犯罪に打撃を与える」とし

て盛り込まれた。 

結果、未成年者の宗教活動が含められることになった。未成年者が宗教活動に

参加することもできず、未成年者と宗教活動を行った者も罰せられるようになっ

たのである。 
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4.2 国の「宗教事務条例」 

一方、上位法にあたる国の宗教事務条例は、新疆の条例の 3 年後に改訂された。

注目されるのは 2004 年度版の宗教団体の章（第二章）から独立させる形で、新た

に宗教学校の章（第三章）を設けたことである。 

宗教学校に関する規定をみると、公認の宗教団体（筆者注 中国イスラム教協

会）は宗教学校の設立はできるが、その他のいかなる組織、個人も宗教学校の設

立ができないと明記されている（第 11 条）。教師資格認定、教師の招聘任用、学

位授与制度の実行には、国務院宗教事務部門の別途制定によること（第 16 条）、

外国籍の教師の招聘任用には国務院宗教事務部門の同意が必要なこと（第 17 条）、

宗教教職の養成を 3 カ月以上行うには、市級以上の地方政府宗教事務部門に報告

し審査批准が必要なこと（第 18 条）も明記されている。その他第 41 条、第 44 条

でも非宗教団体、非宗教学校、非宗教活動場所、非指定の臨時活動場所は宗教教

育を行ってはならないと念押ししている。個人で宗教教育を行った場合、宗教事

務部門から関係部門とともに活動停止を命じられ、2 万元以上 20 万元以下の罰金

に処せられる。違法所得がある場合、その所得は没収され、犯罪を構成した場合、

法に依って刑事責任が追及される（第 70 条）。国レベルの法令であるから、中国

全土において公的な宗教学校に入学できなければ、宗教教育を受ける機会は望め

ないということになる。 

国の条例が改訂されるきっかけとなった会議は、2016 年 4 月に開催された全国

宗教工作会議であった。この会議で習近平総書記は「宗教工作をよりよくするた

めに党の宗教工作の基本方針を堅持することは必須であり、党の宗教信仰の自由

政策を全面的に貫徹させ、法に依って宗教事務を管理し、独立して自らが主となっ

て自らで行う（自主自辦）ことの原則を堅持し、積極的に宗教と社会主義社会を

相互に適応させるよう導かなければならない」と強調した8。外国からの影響の排

除を意識していたことがわかる。 

 

4.3 国、新疆の宗教事務条例の比較検討 

新疆の条例を国の条例と比較すると宗教教育やその教育を受ける者、すなわち

未成年者を対象として宗教から隔離しようとしていることがわかる。新疆の条例

で明文化された未成年者の宗教活動の統制は、国レベルでは設けられていない。

未成年者の宗教活動の統制の明文化は、新疆独自の統制であることがわかる。  

また、新疆と国の条例の成立年において、地方レベルの方が先に成立している

ことも注目される。新疆の成立が 1994 年、国は 2004 年であり、改訂も同様に新

疆（2014 年）が先で国（2017 年）は後である。下位法の制定から急いだのは、現
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地情勢の緊迫化によるものであろう。 

2014 年に新疆の条例を改訂させる要因となったのは、2009 年に起きたウルム

チ事件、事件後のムスリム社会の動揺、テロの増加、2012 年前後からのイスラム

国(IS)の興隆が関係していると思われる。 

 

 

5. 未成年者の宗教活動の統制 

5.1 法的根拠 

それでは、新疆での未成年者の宗教活動は、何を根拠に統制しているのか。中国

共産党新疆ウイグル自治区委員会常務委員のシェウカット・エミン（肖開提·依明）

は 2016 年 6 月 2 日の国務院の記者会見で大要を次のように説明したという9。 

児童（この記者会見での表現）がモスクに入る問題について、中国の憲法

は、公民は宗教を信仰する自由を有すると同時に教育と宗教を分離すること

を明記している。「中華人民共和国憲法」第 36 条は「国家は正常な宗教活動

を保護し、いかなる人も宗教を利用して社会秩序を破壊し、公民の身体健康

に損害を与え、国家の教育制度の活動を妨害してはならない」と規定し、「中

国人民共和国教育法」第 8 条第 2 項は具体的に「国家は教育と宗教を相互に

分離する。いかなる組織や個人も宗教を利用して、国家の教育制度の活動を

妨害してはならない」と規定し、「中華人民共和国民辦教育促進法」第 4 条 2

項は「私立学校は教育と宗教を相互に分離する原則を貫徹しなければならな

い。いかなる組織と個人も宗教を利用して、国家の教育制度の活動を妨害し

てはならない」と規定し、「中華人民共和国中外合作辦学条例」第 7 条は「外

国の宗教組織、宗教機構、宗教学校、そして宗教教職人員は、中国国内で協

力して学校の運営活動を行ってはならない」、「中国と外国が協力して運営さ

れる学校運営機構は、宗教教育と宗教活動を行ってはならない」と規定して

いる。 

我々は厳格に国家の法律と法規を遵守しており、自治区は婦女と児童が宗

教を信じることを禁止する規定を出したことはないが、憲法の規定によれば、

公民は 18 歳前には義務教育を受けなければならない。  

「中華人民共和国未成年人保護法」は「未成年人の健康的な成長に損害を与

える行為を実施してはならない」と規定し、「新疆ウイグル自治区未成年人保

護法条例」は「いかなる組織や個人も未成年者に宗教活動の参加を誘導し強

迫してはならず、宗教を利用して義務教育を妨害する活動を行ってはならな
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い」と規定している。国家と自治区の法律法規に照らして、未成年学生は宗

教活動に参加してはならない。 

つまり、未成年者の宗教活動を統制する根拠は、義務教育の保障という説明で

ある。宗教的な教育を受けることは国家の教育制度の妨げであり、「健康的な成長」

の損害から未成年者を「保護」するという説明である。宗教を信じること自体は

禁止できないが、宗教活動に参加させないようにして宗教そのものから隔離して

いる。しかし、義務教育は国家事業であるから、この説明であれば国の条例ある

いは他地域の条例にも同様の規定が存在しなければならない。各地の「宗教事務

条例」は、現在制定が進められているが、例えば内蒙古版10にはこのような制定は

みられない。新疆版が特にこの規定を明文化している理由が義務教育以外にある

はずである。 

 

5.2 新疆の地域的特殊性 

新疆の特殊性はその地政学的リスクであろう。1990 年代以来、新疆ではメッカ

巡礼者の増加、モスクの再建や修復が進みイスラム復興がみられるようになった。

改革開放後、イスラム信仰を掲げた最初の大規模な武装蜂起といわれるバレン郷

事件11が 1990 年に発生している。その 4 年後、早くも新疆では「宗教事務管理条

例」が制定されている。そして、2001 年の 9.11 アメリカ同時多発テロによって共

産党は、新疆の地政学的リスクを更に認識するようになった。宗教に備わる五つ

の性質（宗教の五性論）すなわち、イスラムは世界宗教であるという国際性、新

疆にはテュルク系民族が集中しているという民族性、ムスリムはウンマを形成し

ているという集団性、ムスリムに脱宗教化を促すためには時間を要するという長

期性、そして、宗教に関わる問題の複雑性を再認識した。ちょうどこの頃より新

疆では漢族が大量に流入し民族間の摩擦が多くみられ不満が高まった。また新疆

の天然資源の利益の獲得では、現地ムスリムは蚊帳の外に置かれた。こうした状

況のなかで 2009 年 7 月 5 日ウルムチ事件が勃発した。この事件以降、現地ムス

リムのイスラム信仰がさらに高まり、イスラム的価値観によって世の中を正そう

とする動きがみられるようになった。 

国務院が提示した『新疆の若干の歴史問題』には、中国政府の新疆のイスラム

信仰についての認識が次のように示されている。  

中国は、統一された多民族国家であり、新疆の各民族は中華民族の血がつ

ながっている家庭のメンバーである。長い歴史の発展が進展する中で、新疆
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の命運は終始偉大な祖国と中華民族の命運と緊密に相互に連なっている。し

かしながら、ある時期以来、国内外の敵対勢力、特に民族分裂勢力、宗教の

極端勢力、テロリスト勢力が、中国を分裂解体する目的で故意に歴史を歪め、

是非を混乱させている。（中略）新疆の各民族と中華民族の大家庭、新疆各民

族文化と多元一体的な中華文化を分裂させようとしている。  

新疆は多文化多宗教が併存する地区であり、新疆における各民族の文化は

中華文化の中で育まれ発展してきたものである。イスラム教はウイグル族の

生まれ持っての信仰でもなく唯一の信仰する宗教でもなく、中華文化と融合

しているイスラム教は中華の肥沃な土地に根を下ろし、健康に発展してきた

のである12。 

20 世紀 70 年代末から 80 年代初頭以来、特に冷戦崩壊後、国際的な宗教極

端主義の思想の影響を受けて、宗教極端主義が新疆に現れ蔓延し、テロ事件

が頻発するようになって、新疆社会の安定と人民の生命および財産の安全に

極めて大きな危害を加えている。（中略）宗教極端主義は、イスラム教などの

宗教が唱導する愛国、平和、団結、中道、寛容、善行等の教義に背くもので

あって、その本質は反人類、反社会、反文明、反宗教である13。 

要するに、新疆は中国の一部であり、イスラム教は中華文化と融合し、「健康」

に発展してきたにもかかわらず、冷戦崩壊以降、「宗教極端勢力」が社会の安定や

人民の安全に危害を加えるようになったという認識である。「国際的な宗教極端

主義の思想を受けて」という記述からも明らかなように、新疆には宗教極端主義

の思想が存在し、それに「汚染」された極端なイスラムが中国を解体させかねな

いとの認識である。中華文化と融合し「健康に発展」しているイスラムのみを「信

仰の自由」の枠組みの下で容認し、宗教教育を公的な宗教学校に限定して行わせ

ているとみてよい。そして、未成年者に宗教活動を参加させず、宗教的な教育を

受けさせないことによって、世代間の宗教の継承を遮断し、宗教の消滅を促して

いるのであろう。 

 

 

6. 現地ムスリムのとまどい 

こうした新疆の未成年者の宗教活動の統制について、陳琪(2015)は、未成年者

の宗教活動をどこで線引きすべきなのか、少数民族の祭日を過ごす期間に、未成
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年者が父母に従って宗教活動を行うことは含まれるのか、処罰の対象は誰になる

のか、などの疑問点を列挙している14。新疆の条例では、未成年者とともに宗教活

動に参加すると未成年者を宗教活動に参加するように「誘導」・「強迫」したと捉

えられる。いかなる組織や個人であってもである。厳密にいえば、たとえ親であっ

ても子どもと宗教的儀礼をともに行うことができない。トルコなど他のムスリム

諸国のように新疆においても保護者は、子どもの年齢の低いうちからアラビア語

を学ばせクルアーンを朗誦できるようにしたり、宗教的倫理観を説こうとする。

保護者が子どもに、最寄りの宗教的学識者のもとを訪ねて宗教的な教えを請うよ

うに勧めると、その保護者は、子どもを「誘導」・「強迫」した、さらには義務教

育を「妨害」したととらえられかねない。また、宗教的な学識者も私的な宗教学

校を開いたとして処罰の対象となる。家庭内であっても保護者が子どもに宗教的

な知識や倫理観を継承することは困難なのである。  

 

 

7. おわりに 

このようにモスクで五行の遵守が説かれていても、すべては法令によって制限

されているから、なかなか自由な実践が叶わない。理論的に宗教が否定的に捉え

られているうえに、新疆の地政学的リスクが重なっているため、とりわけ未成年

者の宗教活動の統制が厳格化されている。家庭内での教育でさえも、義務教育期

間であることを理由に保護者を監視し、未成年者を宗教から隔離している。国家

宗教事務局党組書記、局長である王作安（2016 年当時）は、宗教工作においては、

法律による管理強化による「導き」が必要だと強調している15。この導きの具体的

な実践とは、宗教的教育や活動の排除による未成年者の世俗化である。しかし逆

に言えば、未成年者への宗教教育を徹底的に排除することは、宗教的な知識が「無

菌状態」になることになり、それゆえ「極端な」宗教的な思考が浸透しやすい状

況へと導いている可能性もある。さらには、未成年者の宗教教育を地下に潜らせ

ることとなる。結果、法令の強化によって宗教の影響力を封じ込めることは、中

国政府にとって却ってリスクを増大させることになるともいえよう。 

 

＊本研究は JSPS 科研費 19H01464 の助成を受けたものです。 
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タイにおけるイスラーム復興のねじれ現象 

 

西直美 

 

 

要旨 

イスラーム復興は国家・民族・宗教のあいだの関係をどのように変容させたの

か、それぞれの社会の文脈はイスラーム復興の現れ方をどのように規定している

のか。本稿では今後のより広い国や地域との比較検討を視野に入れつつ、ムスリ

ム・マイノリティのイスラーム復興の事例として、タイについて検討を行う。 

 

キーワード 

イスラーム復興、マイノリティ、ムスリム、ナショナリズム、タイ 
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1. はじめに 

イスラーム復興のもとで、女性のスカーフ着用のようにイスラーム的とみなさ

れる象徴、行為が日常レベルにおいて顕在化することから、イスラーム主義を掲

げる政党の台頭やイスラーム銀行の増加、さらにジハード主義を掲げる武装組織

の活動に至るまで、幅広いテーマが扱われてきた1。タイにおいてマイノリティで

あるマレームスリムにとって、イスラームがどのような意味をもつのかという点

を考えるにあたり、本稿ではまず、タイの近代国民国家形成の過程でイスラーム

がどのように扱われてきたのか、続いてナショナリズムとイスラームに関する研

究の潮流、最後にイスラーム復興のさまざまな側面について検討を行っていきた

い。 

ムスリムは、タイの人口の 4.3 パーセントを占めるマイノリティである（タイ

国家統計局 2015 年）。タイのムスリムは、マレー系のみならず、アラブ・ペルシ

ア系、ジャワ系、チャム・クメール系、南アジア系、中国系などから構成されて

おり、北部、中部にも古くからのコミュニティがある2。しかし、近代以降のイス

ラームに関わる行政は、マレームスリムが集住するタイ南部国境地域の統治をめ

ぐる問題として位置づけることができる。タイ南部国境地域には 15 世紀から、マ

レー系のスルタン王国パタニが存在した。パタニは 19 世紀末から 20 世紀初頭に

かけてタイの行政制度に組み込まれ、1909 年にタイとイギリスとのあいだで締結

された領土確定条約によってタイの一部となった。パタニ王国があったとされる

現在のパッターニー県、ヤラー県、ナラーティワート県、ソンクラー県の一部（以

下深南部）は、タイからの分離独立運動が続いてきた地域でもある。 

 

 

2. タイのイスラーム行政 

タイでは 1932 年の立憲革命によって絶対王政が打倒されてから、クーデター

による政変が生じる度に新しい憲法が制定されてきた。その数は 19 に及ぶが、宗

教の位置づけは大きくは変わっていない。タイは国教を定めず、憲法上の権利と

して国民の信教の自由が守られている。タイに特有なのは、仏教徒である国王が

イスラームを含む諸宗教の至高の擁護者であることが憲法上で定められている点

である。タイにおいて国民の大多数が信仰する上座部仏教が持つ影響力は大きく、

国家の統治や国民教育も、イスラームやムスリムに対する適切な理解に基づいて

行われてきたとはいえない3。 

ピブーン・ソンクラーム政権下（在任 1938-1944）で試みられた「新たな文化」

の創造では、マレー系のムスリムが多数を占める南部 4 県（パッターニー、ヤラー、
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ナラーティワート、サトゥーン）における伝統文化も改革の対象となった。ラッ

タニヨムと呼ばれる文化政策のもとで、仏教とタイの文化が国家アイデンティ

ティとして強調され、人々は西洋の衣服を着用することが強制された。南部では、

ムスリム女性の被り物や男性のターバンがはぎとられるなど、公権力によるハラ

スメントが多発していた4。1941 年、政府はマレームスリムに対して、クルアーン

とアラビア語の学習を禁止した5。1943 年には、相続・家族法関連事案を扱うイス

ラーム法裁判官の廃止とタイの民商法典の適用が公示されるなど、第二次世界大

戦の混乱に乗じてイスラーム組織の破壊が試みられた6。 

深南部情勢の悪化を受けて、1945 年に「イスラームの擁護に関する勅令」が制

定され、チュラーラーチャモントリーを頂点とし、末端に村落部のモスクを位置

付ける階層組織の構築が目指された。チュラーラーチャモントリーは、14 世紀か

ら 18 世紀のアユタヤ時代に交易と国内のムスリムに関わる事項を監督した官職

である。1945 年の勅令に基づきタイ王国のイスラームの代表であり国王のイス

ラームに関する諮問機関として、チュラーラーチャモントリー職を設置するとと

もに、内務省及び教育省の助言機関としてイスラーム中央委員会と、一定数のム

スリム人口を擁する県に県イスラーム委員会が設置されることが定められた。 

1946 年には、「パッターニー、ナラーティワート、ヤラー及びサトゥーン県域

におけるイスラーム法の適用に関する法律」が制定された7。イスラーム法に関す

る家族・相続事件については各県の県裁判所において扱われ、裁判官のほかにイ

スラーム法の専門家であるダト・ユティタムが審理および裁判に参加する。1947

年の「イスラーム・マスジッド法」では、モスクの登録制度や、イマーム（指導

者）、コーテップ（説教師）、ビラル（アザーンを行う人物）の三役の任命に関し

て、県イスラーム委員会の承認を必要とすることなどが定められた。1948 年に

クーデターが生じた後、イスラームの擁護に関する勅令は改正され、チュラーラー

チャモントリーの役割は国王の諮問機関から、教育省に対する助言者に格下げさ

れている。 

冷戦期、タイ政府が脅威とみなしたのは共産主義であった。恩赦を中心とする

政治的解決を軍事に対して優先させることを定めた 1980 年の首相命令第 65/2523

号をきっかけに、国内におけるゲリラの投降が相次ぎ、しだいに共産主義の脅威

が薄れていった。民主化が進展した 1990 年代には、マレームスリムの政治、社会

参加が進んだ。1940 年代以降顧みられることのなかったイスラーム・マスジッド

法とイスラームの擁護に関する勅令に代わる新たな法として、「イスラーム組織

運営法」が制定されたのは 1997 年のことである。2002 年に「イスラーム銀行法」

が制定され、イスラーム関連の法制度が整備されてきた。 



一神教学際研究 16 

24 

イスラーム組織運営法によって、タイのイスラーム行政はチュラーラーチャモ

ントリーを頂点に、イスラーム中央委員会、県イスラーム委員会からなる組織に

よって担われることが明示された。モスクが三か所以上ある県は県イスラーム委

員会の設置が可能であり、モスクごとにイマーム、コーテップ、ビラルを中心に

モスク委員会が設置される。モスクやイスラーム行政組織には法人格が付与され、

法的地位が格上げされた。チュラーラーチャモントリーは国家機関に対する助言、

専門委員の任命、イスラーム関連行事とくにラマダンの開始と終了の公示、教義

回答書であるファトワの作成を行うといった任務を担っている。 

イスラーム組織運営法の制定以降、県イスラーム委員会の任期は 6 年に限定さ

れ、イマームによる委員の選出が導入された。県イスラーム委員会がさらに、中

央委員会に送る代表を選出する。しかし選挙の導入は、組織内での派閥争いをも

たらした。とくに、ハラール認証をめぐる利権は、有力政党のイスラーム行政に

対する介入を招いた8。さらに、2004 年にタイ政府とイスラーム系武装組織のあい

だで紛争が激化すると、安全保障の側面からも宗教指導者の役割が注目されるよ

うになった。2004 年のクルセ・モスク事件やタークバイ事件では、タイ政府の強

権的な対応によって一般市民を含む数多くのマレームスリムが犠牲となった。紛

争の激化に際して、チュラーラーチャモントリーやイスラーム委員会は存在感を

示すことができなかった。イスラームが政治化したことは、結果的にイスラーム

行政組織の正統性を揺るがす事態をもたらしている9。 

 

 

3. ナショナリズムとイスラーム 

ASEAN 事務局長を務め、自身もムスリムであった故スリン・ピスワンは、ムス

リム・マイノリティのあいだでは、他のどの集団よりも統治の正統性（legitimacy）

が重要な意味をもつことに言及している。ピスワンによると、マレームスリムに

とって、仏教的宇宙観に基づくタイ国家の政治過程にいかにして参加するかが問

題であった。タイ国家による国民統合のプロセスは、マレームスリムにとって文

化的な非統合（disintegration）と同義だったのである10。 

2004 年以降に増加した深南部紛争に関する研究では、闘争がマレー・ナショナ

リズムに基づくという点と、タクシン・チンナワット政権（2001-2006）下での強

権的対応が紛争激化の契機となったという点が指摘されている。ナショナリズム

の観点からは、タイ政府による同化・統合政策が、マレームスリムのマイノリティ

としての帰属意識を強化したことが強調される11。また、マレーとイスラームは、

東南アジアの歴史のなかで深く結びついてきた。とくにポーノ（伝統的な寄宿型
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イスラーム宗教塾）やターディーカー（モスク付属の初等教育機関）でマレー語

とジャウィ（マレー語のアラビア文字表記）を媒介として提供されるイスラーム

教育が、マレームスリムとしての帰属意識の形成に大きな役割を果たしてきた12。

1960 年代以降に本格化した、タイ政府によるポーノの管理統制と学校制度の普及

が、分離独立運動が興隆した背景として挙げられる所以でもある13。 

タイにおけるイスラーム復興運動に関する研究は、深南部の紛争に関するもの

とは異なる研究潮流を形成している。1970 年代から世界中のムスリム社会で観察

され、タイでは 1980 年代以降に顕著になったイスラーム復興の流れのうち、大き

く分けて二つの動きが注目されている。まず、北インドを起源とし、自己改革と

宣教を軸とする集団であるタブリーギー・ジャマアトである14。いまひとつが、

1980 年代後半に主に中東諸国での留学を終えて帰国した学者によって率いられ

てきたサラフィー主義である15。イスラーム復興のなかで際立つこととなった、

とくにサラフィー主義の動きは、深南部の伝統的なムスリム・コミュニティとの

間で摩擦を引き起こした。クルアーンとハディースというイスラームの原典への

回帰を志向する改革派（タイ語で新しい集団や派を意味するカナ・マイやサーイ・

マイと呼ばれる）と、伝統的イスラーム解釈や伝統的な指導者を重視する伝統派

（タイ語で古い集団や派を意味するカナ・カオやサーイ・カオと呼ばれる）の対

立として表現されるものである。 

2001 年の米国同時多発テロ事件以降、イスラーム主義、とくにジハード主義に

対する関心が高まった。東南アジアのイスラーム主義研究を行ってきたジョセフ・

リョウは、深南部ではイスラームよりナショナリズムの言説が紛争の背景として

存在することや、サラフィー主義者はタイ政府と良好な関係を築いており、深南

部で生じている紛争と関わりがないことを指摘している16。シャヒード（イスラー

ムにおける殉死）に関する研究を行う原新太郎は、分離独立運動に関与する人物

に対する丹念なインタビューを軸に、ジハードや暴力行為の目的・理由について

ニュアンスがあることを指摘しつつ、深南部における闘争がパタニ・マレーとし

ての帰属意識と深く結びついている様子を描き出している17。 

深南部におけるイスラームをめぐる価値観の温度差と政府との関係を簡略化す

るならば、伝統派はマレー・ナショナリズムに親和的であり、イスラーム復興の

なかで表面化した新たな動きはマレー・ナショナリズムから距離を取ると同時に

タイ政府とのあいだで安全保障上の問題を抱えていない、という構図がみえてく

る18。 
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4. イスラーム復興の諸相 

イスラームの教えは、神と人間の関係のみならず、人間が社会で生きていくに

あたって、何が善であり何が悪となるのかの判断基準を与えるものでもある。来

世における賞罰とも関係するため、社会生活におけるあらゆる行為に影響を与え

ている。400 年以上の歴史をもつといわれるポーノでは、生徒はバーボーと呼ば

れる指導者の住まいの周辺に小屋を建て、自給自足に近い暮らしをしながらクル

アーンやクルアーンの注釈書を学ぶ。クラスや進級制度、年齢制限はなく、十歳

前後の若者から老人までが学んでいる。タイ政府は、ポーノをマレームスリムの

タイ国家への統合を阻むものとみなした。タイ政府は、1960 年代からポーノをタ

イ語での普通教育を併せて実施する近代的な私立イスラーム学校に改編するとと

もに、1970 年代後半からは深南部の公立学校でも漸進的にイスラーム教育を導入

してきた。深南部の社会に深く根付き、教育機関以上の意味合いをもつポーノの

数は減るどころか、2004 年に登録が強化されてからもその数は増えている19。 

1980 年代以降のイスラーム復興、とくにサラフィー主義の影響は、高等教育機

関でみられる。深南部で影響力を持つサラフィー主義の指導者は、イスマイル・

ルッフィ・チャパキヤ（1951-、以下ルッフィ）である。ポーノを経営する一族に

生まれたルッフィは、メディナ・イスラーム大学で学士号、イブン・サウード・

イスラーム大学で比較法の修士・博士号を取得して 1988 年にタイに帰国した。湾

岸諸国からの支援を得て、1998 年にタイで初めての私立イスラーム大学であるヤ

ラー・イスラーム大学（現ファートーニー大学）を設立したことで知られる。1980

年代以降、ソンクラーナカリン大学パッターニー校を皮切りに国立大学でもイス

ラーム教育が整備され、イスラーム学の学位が取得できるようになっていった20。

イスラーム高等教育の拡充は、中東諸国や南アジア、東南アジアのイスラーム諸

国に留学し、学位を取得した人材の増加によって支えられている。 

現地でサラフィー主義者か否かを区別する指標となっているのが、ルッフィを

代表とするサラフィー主義の学者に対する支持、サラフィー主義者によって組織

されている活動への参加、土地の伝統的実践をビドア（イスラームからの逸脱）

であるとして糾弾する、といった点である。サラフィー主義者は、ラマダン明け

のハリラヤに墓地で行う会食、断食を 6 日延長し 1 週間後を同様に祝うハリラヤ・

エナム、預言者生誕祭マウリド、伝統的な割礼、婚姻、葬送儀礼、呪術的要素を

含む治療などをビドアだとする。また、伝統派と比べて、イスラームを学ぶ言語

としてマレー語やジャウィを絶対視しない。アラビア語は欠かすことができない

が、タイ語を含む何語でもイスラームについて学ぶことができるとの認識がみら

れる21。サラフィー主義者は、マレー・ナショナリズムから距離を取ることでタイ



西直美：タイにおけるイスラーム復興のねじれ現象 

27 

政府との対立を回避してきた。しかし政府とサラフィー主義の協調関係は、コミュ

ニティ内で亀裂を引き起こしている。伝統派はサラフィー主義者のことをしばし

ばワッハービーと呼び、土地の指導者や伝統を軽視しているとして否定的に捉え

ている場合も多い。 

マレー・ナショナリズムを掲げる人々の間でも、イスラームの枠組みは多用さ

れている。深南部で展開する戦闘員のほぼすべてを掌握しているとされる分離独

立派組織 BRN のイマームは、深南部をタイによって侵略されたダール・アル＝ハ

ルブ（戦争の家）であるとみなし、パタニの独立のためのタイ政府とのジハード

を呼びかけるファトワを出したといわれる22。とくに 2004 年以降、深南部の大部

分が戒厳令と首相緊急令を根拠に治安部隊の影響下に置かれ、警察や軍による逮

捕状なしの拘留、拷問といった人権侵害が頻発した。こうした状況が、タイ政府

とのジハードという言葉に説得力を与えてきた。 

2004 年のクルセ・モスク事件では、死亡した戦闘員から『ベルジハード・ディ・

パタニ』（パタニにおけるジハード）という冊子が見つかった。この冊子では、カー

フィル（非ムスリム）であるタイ政府とタイ政府に協力する裏切り者のムナフィー

ク（偽信徒）に対する戦闘的なジハードが個人の義務であるとの理解が示されて

いたことから、イスラーム過激主義の影響を指摘する論者もいる23。しかし深南

部におけるジハード主義には地域性があり、アルカイダやダーイッシュにみられ

るような過激主義とは異なる性質をもつことが強調されている24。 

伝統的なイスラーム指導者が必ずしも、現地の伝統や慣習がイスラームの教え

に適っていると主張している訳でも、マレー・ナショナリズムを称揚している訳

でもない。しかしサラフィー主義の台頭によって、伝統的な権威が相対化される

とともに、実践のレベルで「何がイスラーム的なのか」をめぐる競合が生じたこ

とは事実である。さらに、伝統派が抱くサラフィー主義への否定的感情は、サラ

フィー主義者がタイ政府と安全保障上の問題を回避しているという点にも関わっ

ており、イスラームの解釈は深南部の政治情勢に大きく影響を受けている25。 

 

 

5. おわりに 

タイでは、イスラームの信仰実践が抑圧されている訳ではない。しかしタイと

は異なる歴史的、文化的背景をもつ深南部のマレームスリムにとって、タイ政府

の統治の正統性が常に問われてきた。タイ政府による同化・統合政策の過程では、

マレー・ナショナリズムを掲げる分離独立運動の観点からすると、伝統を守るこ

とがイスラームを守ることでもあった。イスラーム復興のなかで顕在化した、と
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くにサラフィー主義の流れは政治から距離を取り、タイの教育制度の枠組みのな

かで影響力の拡大を模索してきた。地域の文脈を踏まえたうえで 1980 年代以降

のイスラーム復興を眺めてみると、マレー・ナショナリズムはこれまで以上にイ

スラームの枠組みで理解され語られるようになり、サラフィー主義は現地化する

ことで適応を遂げてきたと捉えることができる。 
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人間の問題に影響される神 

－古代イスラエルの清めの献げ物を通しての贖い－ 

 

ロイ・Ｅ・ゲイン 

 

 

要旨 

古代イスラエルの清めの献げ物は罪と身体に関する祭儀的な不浄を奉献者から

取り去り、これらの罪悪からの残った穢れを神の聖所へともたらした。一年を通

して聖所に蓄積された穢れは毎年の贖いの日に特別な清めの献げ物により祭儀的

に取り去られた。祭儀的な贖いについてのこの二段階の過程は、古代近東でも独

自のもので、人間が引き起こした問題から人々を清めることに神が含まれていた

ときに、神に対する効果を認められ、強調された。 
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はじめに 

 古代近東の人々は「罪」、すなわち、道徳的な不浄と見做される「道徳上の過ち」

や身体に関する祭儀上の不浄や悪霊にかられた不浄のような、他のさまざまな種

類の「不浄」だと考えられたカテゴリーを注意深く意識していた。罪は穢すもの

として見做されたので、一般的に「不浄」という全体的なカテゴリーが罪を含ん

でいた。罪と不浄の他の諸形態の両者は、古代近東の人々と彼らの安寧のために

その好意が不可欠であった神々との関係性に強い否定的な影響を及ぼしたので、

可能であれば避けるべきであったし、必要であれば除去されるべきであった。 

「罪」が神の規範への違反として定義されることは全く容易であった。古代近東

の文化的文脈内で適用される他の「不浄」の一般的な定義はより捉えどころがな

く、今なお議論される問題である1。しかし、われわれはそのような「不浄」が基

本的に、人間を超えた源（例えば、悪魔）のような一もしくはそれ以上の異常な

要素、人間と超人間的な存在の関係性での有害な影響、あるいは、通常の人間の

能力を超えて取り除く必要性2を含んだある種の無秩序だったと仮に提案するこ

とはできる。 

 本稿は初めに、全般的な見通しと、イスラエルの外の古代近東での罪や他の種

類の不浄と見做される概念を確認することで、比較のための基準を確認する。そ

の後、本稿の後半部分では、イスラエルの神ヤハウェがそれらを取り除く過程で

人間の弱さに影響を受けやすく自らがなるという方法で示した清めの献げ物を含

む、古代イスラエルの祭儀制度がこれらの害悪を扱った方法と比較との対照をす

る。 

 

 

古代近東の人々の罪を含む不浄 

 この部分ではまず罪を扱い、その後、他の不浄に関して検討する。 

 

古代近東の人々の罪 

 いくつかの古代近東のテクストは人間が責任を負うべきで、その違反が罪深い

ものだと見做される振舞いについての神による規範を定めてきた。たとえば、ウ

ル第三王朝期（前 2100―2000 年頃）の「ナンシェ賛歌」と呼ばれるシュメール語

のテクストによれば、女神ナンシェの神殿から生計の手段や他の経済的恩恵を獲

得した人は、女神の祭儀的・倫理的規則を遵守する責任があった3。祭儀的規則に

は練り粉のすり鉢を掃除することや夜間に火を保つことといった神殿での相当の

義務の履行を含んでいた（114－115 行）。倫理的規則は威張り散らすこと、境界線
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を変えること、はかりや物差しを使う際の不正行為4、母親による子どもたちへの

不当な扱いが禁じられた（136、139、142－143、212、223 行）。 

 新年に毎年の反省と審判があり、ナンシェの規則を遵守した人々は来る年のた

め更新された雇用や経済的援助のための契約があったが、規則を違反した人々の

契約は終わった。契約が終わりになった人々は「ナンシェの家にある試練の川」

によって非難を免れ、復帰することができた（130 行）5。この川の試練は人が有

罪か潔白かどうかを試すものであったが、有罪について贖うことはできなかった

ようである。 

 神による規範を明らかにするテクストの他の例はエジプトの「死者の書」の呪

文 125 があり、そこにはあの世での 52 の神々の法廷で、死者によって否認される

二つの告白を含んでいた6。これらの潔白の表現は大部分は莫大な倫理的な振舞い

だが、いくつかの祭儀的なものを含む、神々に受け入れられるものか否かという

理解を反映する。否認する告白の第一の連続の終りに死者は「私は潔白だ、私は

潔白だ、私は潔白だ、私は潔白だ！」と主張する7。これは道徳的な清さの主張を

指す。同じテクストの後半部分でその人が行なった善行が列挙され、道徳的な清

さが「私は口の清さ、手の清さ……である」と繰り返される8。しかし、神々によ

る審判に関する「死者の書」のこの章では道徳的過ちを贖う機会は与えられない。  

 いくつかの古代近東のテクストは罪を贖おうとする個人による手段を示す。注

目すべき例は、「ムルシリ二世の疫病での祈り」であり、そこでは数年に及んだ

ハッティの地で数えきれない人々の命を奪った恐ろしい伝染病を取り去るように、

ヒッタイトの神々にヒッタイトの皇帝が嘆願している9。ムルシリが言うには彼は

託宣を通じて神に尋ね、疫病の原因が以前、トゥドハハリヤという名の支配者を

不当に殺し、それにより彼への誓いを破ったことで、彼の父シュッピルリウマ 1

世によって招かれた罪であったことを知った。ここでは神による規範への二つの

違反がある。つまり、殺人と誓いを破ったことである。 

 殺人の後、シュッピルリウマ自身は流血を贖う祭儀を行ない、ハットゥサの首

都の人々はしなかったが、後にムルシリが同じことをした。誰もその地の代表と

して贖いの祭儀を実施しなかった。しかし、ムルシリは祈りの中で誓った 

 

彼らはあなた、〔神々〕、私の主人たちの前で、あなた、〔神々〕、私の主

人たちと、疫病に関してあなたの神殿で確かめた誓いに（違反した）祭

儀を行うだろう。彼らは〔……あなたの前で〕清めるだろう。そして私

は、その地の代表として贖いと宥めの贈り物で、あなた、神々、私の主

人たちに元の状態に戻すだろう10。 



ロイ・Ｅ・ゲイン：人間の問題に影響される神 

33 

 ムルシリはまた、献げ物のパンとブドウ酒、祭礼の期間すべての神々を礼拝し、

祈りの中で告白と嘆願をすることにより神々の好意を回復しようと努めたが、何

の利益もなかった。明らかに、ムルシリは試みたいくつかもしくはすべての方策

が、大地が負い、彼が相続した彼の父の罪を贖うことができたという可能性を信

じたが、それらの有効性はそれらを受け入れるか拒絶するかという神々の意志に

依存していた。 

 部分的に破損したメソポタミアの「正しい苦しむ人の詩」は、多くの仕方で被っ

た個人の恐ろしい経験を物語るが、それは彼が犯してきた罪の結果だと彼は信じ

たが、彼はそのことについて無知であった11。彼は自らの神マルドゥクと女神サ

ルパニトゥム（マルドゥクの配偶神）に祈りの中で懇願し、彼が犯してきた過ち

の中身を知ろうとし、占い師、夢解き、祭儀を行う悪魔祓い師の助けを得て問題

を解決しようとした。彼は定期的にぶどう酒を造り、食料の献げ物をささげ、供

犠を含む祭儀を行ない、参拝し、祈り、神聖な日々や祝祭を祝った敬虔な男だっ

たので、神々の不興が理解できなかった。最後に、敬虔な苦しむ人は軽減と回復

を得たが、それは慈悲深く彼の罪を許した神との和解に帰された。 

 さて我々は「罪」に関する古代近東の考えのいくつかのカギとなる側面を要約

することができる。第一に、神による規範に対する罪深い違反は祭儀的・倫理的

なものであった。第二に、罪に対する処罰は個人やグループに影響を与え、国全

体に影響を及ぼす処罰は大地によって負わされた罪の結果だと言及された。第三

に、いくつかの神による審判は贖って許されることはなかった。第四に、試みた

贖いの成功は神々の意志に依存していた。第五に、贖いのためのさまざまな方策

が試みられたが、そこには特定の知られた違反を取り除くための宥めや贖いに関

する祭儀や献げ物および／または、一般的に神々の好意を回復するための献げ物

や礼拝の他形態を含んでいた。第六に、人々は間違いを犯した事柄を知らずに、

神からの罰に耐えることがあった。 

 

古代近東の人々の他の不浄 

 古代近東の人々は幅広い不浄に関心があった。メソポタミア人とヒッタイト人

は一般的に不浄はあの世からやって来るもので、可能であればそこに返されるも

のだと考えた12。メソポタミア人はそのような不浄を悪魔のようなものだと見做

した。例えば、バビロニアの春の新年祭の五日目に、「主人」を意味するベールの

称号をもつマルドゥクの大エサギラ神殿に位置したナブー神のエジダ神殿の祭儀

的な清めが二つの段階であった13。マルドゥクはバビロンの都市神であり、ナブー

の父であった。この清めは祝祭に参加するため故郷の地ボルシッパから神像に
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よって表現されたナブーの到来を準備するものであった。エジダは一年を通して

空いており、そこは一あるいはそれ以上の悪魔がそこに住みついていると信じら

れた14。それゆえこの神像安置所の清めは悪魔祓いを含んでいた。 

 清めの第一の段階は清めるための水、レバノン杉の油、香、松明の明かりを含

む媒介物の使用を伴い、不浄を吸収するためにエジダの壁を首を切った羊の死体

でぬぐい、その後悪魔祓い師がその不浄を帯びた羊をユーフラテス川に投げ入れ

ることで処分することになっていた。重要なことに、「ぬぐう」という意味のアッ

カド語の言葉はクップル
．．．．

で、贖いの日のイスラエルの聖所の清め（レビ 16：16、

18）を指すヘブライ語のキップル
．．．．

と同語源であった。 

 人間の悪魔祓い師によってなされた第一の段階は下位の悪魔を取り去ることに

成功したと見做されたが、より上位でより力を持つ悪魔はとどまることができ、

その追放には神の力を必要とした。それゆえ、清めの第二の段階ではある種の黄

金の天蓋がエジダを覆うように伸ばされ、大祭司や他の神殿の職員が神殿を清め

るために神々を招く大声の嘆願を朗誦した。その繰り返される言葉には「この神

殿にいるいかなる害悪も、出ていけ！ 大いなる邪悪な悪魔よ、ベールがあなたを

殺すように！ あなたがいるところはどこでも鎮められる！」という言葉を含ん

でいた15。 

 メソポタミア人とは異なり、ヒッタイト人は大部分の不浄を悪魔ではなく、非

人格的なものだと見做した16。ヒッタイト人は一見、古代近東の他の集団以上に

不浄の不在としての清さを維持し、再び獲得することに取り憑かれていた。不浄

は深刻で致命的な病気を含む、幅広い範囲の苦悩を引き起こした。いくつかの不

浄は避けることができたが、いくつかは知らず知らずに招いており、他のものは

防ぐことが困難であった17。 

 ヒッタイト人にとって、不浄には多くの源や形態があり18、伝染したり、人や動

物、物体、建物、場所に付着することができた。大部分のヒッタイトの不浄は三

種類に分類できる。第一に、血、性交渉、出産、死を含む、人間の身体からの排

泄物、身体的活動、健康状態に由来するものである。第二に、不浄は、ゴシップ、

中傷、盗み、殺人、獣姦を含む社会的な害悪からの抽象的な穢れであった19。第三

に、不浄は魔術や呪術を通しての超常的な源や呪いの結果として神々から、およ

び／または、神による怒りのような超人的な起源であり得た。 

 清めの手順は対象とした不浄の性質に基づいて、多くの形態をとった。清めは

性交渉の後の入浴のような簡単なものもあったが、より複雑なものもあった 20。

祭儀はもの、動物、人間（おそらく捕虜）を離れた場所へ追い払うことや、それ

らと関連付けられたものを焼いたり、埋めたり、密封することにより、悪を取り
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除くことができた21。 

 ヒッタイトの諸神殿とその聖物は清さの維持とそれらに影響した不浄からの清

めを要求された。例えば、ヒッタイト語の「神殿職員への指示」（CTH 264）には

首都ハットゥシャの王の神殿での規則が記録された22。神々に仕える神殿の職員

は洗い清められ、刈り上げられなければならず、神々のためのパンを焼く調理場

は掃き、水をまかねばならなかった。これらは神殿の外での通常の日常的な活動

であっただろうが、これは聖域であったゆえに、神々の好意を維持するために清

潔を保ち続けることは卓越した重要性を有した23。古代近東の人々は「自然」と

「超自然」の区別がなく、ただ一つの本質的な宇宙的な共同体の相互に関係する

構成要素として神々と人間の領分を見做していたので、身体的な清潔さとこのよ

うな文脈での祭儀的な清さをはっきりと区別していなかったようだ24。 

 神々に食事や飲み物を提供する前に洗うよう神殿の職員たちに要求された行動

の一つが性交渉であった。このことで家で不浄を負うことは許されていたが、聖

なる物や場所を汚すのを避けるために、聖域に近づく前に清めが必要とされた。

不浄そのものは罪ではないが、規則への違反が「彼への罪である」（§14。番人に

ついて§10 参照）。 

 豚もしくは犬が神殿に闖入し、調理場の木製や陶器製の器に触れた場合、神殿

に属する聖なる物は不浄になり得た。おそらく穴が多く、不浄を吸収するので、

器は清められることはできなかった。それゆえ、それらは捨られることになって

いた（§14）。 

「神殿職員への指示」で、アダ・ダガー・コヘンが指摘するように、神殿の職員

は物理的な祭儀的な清さのみならず、彼らの精神上の道徳的清さすら求められた
25。「指示」は神々に属するものを盗む（§§5－8、16－19）といった職務上のさま

ざまな罪や、祝祭を礼儀正しく祝うことを怠る（§12）といった手抜かりの罪を戒

めている。テクストはこのような罪に対する贖いの可能性については言及してい

ない。祭儀上や道徳上の清さの両方への関心を含んでいるので、「指示」はこれら

の領域の間に密接な関連を強化する。 

 祭儀場の清めに関連する他のヒッタイト語のテクストは神テリピヌの 9 年目の

祭儀を規定する26。この祝祭の四日目に、祭儀上の役員はテリピヌ、その配偶神、

他の神々の神像や祭儀の台座をテリピヌの神殿から川へ行列で運ぶために、荷馬

車を用いることになっていた。そこでは川でこれらの聖なる物を祭儀的に洗い、

動物供犠を献げることになっており、その後、彼らは聖なる物を神殿へ戻るため

に輸送した。テクストは取り去るべき不浄の性質を特定しないが、それは明らか

に期間を越えて神像と台座に蓄積した。これらの物体は不浄から保護されていな
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かったが、それらが定期的な清めを受ければ、それらの聖性が無効にされること

はなかった。不浄は神殿で綺麗にすることができるような通常の汚れではなく、

むしろ、川で祭儀的に取り除くべきものであった。 

 アナトリアの神殿の清めは血の使用を含んでいた。「夜の女神」というあの世の

ための新しい神殿が初めて清められた際には次のような祭儀上の行動が含まれて

いた。「彼らは神へ一匹の羊を献げ……そしてそれを穴へ屠り落とす……。彼らは

神の金の（像）、壁、新しい〔神〕の道具すべてを血で染める。そのとき、〔新し

い〕神と神殿は清くなる」（§32）27。 

 古代近東の諸文化は不浄についてのそれぞれの視点でいくらか異なることを心

に留めつつ、罪ではない「不浄」の古代近東の諸概念や扱いに関して、我々はい

くつかの点を要約できる。第一に、不浄は起源や本質において、身体的、社会的、

超自然的であり得た。第二に、表面上日常のものである身体的な不浄は、それら

が神々への関係に影響を及ぼし得たので、祭儀的文脈でさらなる重要性を帯びた。

第三に、不浄は一般的に可能であれば避けるべきものであったが、それらを負っ

てしまえば、適切な清めの祭儀の手段で取り去るべきものであった。第四に、不

浄そのものは罪ではなく不浄を負うことも許されたが、不浄に関する規則への違

反は罪深いものであった。第五に、不浄は聖性と反対のものであり、それゆえ、

可能であれば神殿や聖なる物から遠ざけなければならなかったが、もし穢れると、

それらは祭儀的に清められなければならず、あるいは、いくつかの場合には、そ

れらの聖性は失われ、捨て去らなければならなかった。 

 

古代イスラエル人の、罪を含む、不浄 

 ヘブライ語聖書に従えば、古代イスラエル人に影響を及ぼした罪と他の不浄の

諸概念や扱いは、いくつかの差異があるにしても、古代近東の他の場所でのこれ

らの害悪の諸概念や扱いと多くの点で類似していた。この部分では、古代近東の

残りの文脈でより初期に観察されたイスラエルの罪と不浄に注目し、それにより、

比較と対照を示すことで、同じ種類の点を手短く述べる。 

 

古代イスラエル人の罪 

 第一に、罪は、屠られ神に献げられた後三日目に和解の献げ物の肉を食べるこ

とへの禁止（レビ 7：18）というような、祭儀規定の違反であり得た。他方、罪

は、十戒（出 20 章）やそれらに関連する法（例、出 21－23 章）への違反のよう

に、倫理的原則に対する違反でもあり得た28。 

 第二に、罪に対する罰は個人、もしくは、イスラエル全国民（レビ 26 章）を含
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む集団の責任となり得た。さらに、性的違反（レビ 18：6－20、22－23）、偶像崇

拝（レビ 18：21）や殺人（民 35：33－34）は道徳的に大地を穢し、道徳的不浄が

ある限度に達すると、結果として人々の追放を招くことになった（レビ 18：28）。

他の種類の道徳的不浄は、イスラエル人あるいはその地に住んでいる外国人居住

者がその子どもたちの少しでも神モレクに献げた場合（20：3）、あるいは、ある

者が死体から受けた不浄を清めるのに失敗するという罪を故意に犯した場合（民

19：13、20）、無意識に遠くから聖所を汚すことであった。これらの罪に対する罰

は人々から「絶たれる」（語根 k-r-t からなる動詞）、すなわち、その人のその後の

生を手放すという神によって管理された罰であった29。 

 第三に、ヤハウェによるいくつかの神による審判は、神は供犠がなくても慈悲

深く許し得たが（出 34：7、サム下 12：13、詩 51：2、代下 33 章；後述を見よ）、

贖いの供犠を通してイスラエル人に贖いを受けることを許さなかった。その罪が

「横暴な」罪、すなわち、ヤハウェを故意に冒涜すること（民 15：30－31）を犯

した人々を含む、「絶たれる」（例えば、レビ 7：20－21、25、27）という致命的な

罰を受ける人々にとって、供犠による贖いはなかった。贖いの日には、断食など

を通して禁欲することにより、そして、すべての仕事を控えることによって、ヤ

ハウェへの忠誠を示したとき、すべてのイスラエル人と非イスラエル人である居

住する外国人は聖所の清めの結果として道徳的な清めを得ることになっていた

（レビ 16：29－31）。しかし、このことに失敗した人々は「絶たれる」すなわち

「破壊される」ことになっていた（レビ 23：29－30）。したがって、贖いの日はイ

スラエルの審判の日であった。 

 第四に、古代近東の他のいずれの地域でもそうであるように、イスラエル人が

贖いを得るのに成功するかは神の意思に依存していた。贖いはある種の魔術のよ

うな、贖いの祭儀の実行を実行したことへの自動的な結果ではなかった。供犠を

神が受け入れることは贖いにとって必要であった（レビ 1：4）。和解の手順を完

了するための赦し、あるいは、贖いは、たとえば、「したがって、祭司は彼のため

に彼の罪から贖いをし、彼は許されるだろう」（拙訳〔訳註：聖書翻訳は原著者が

引用するものを和訳した〕）というレビ 4：26 のように、祭司によって執り行われ

た贖いの供犠の結果として生じるもので、ヤハウェ自身によって保証されるもの

であった。祭司は贖いをする、すなわち罪人から罪の結果を取り去るが、彼は罪

人を赦す権限を与えられていなかった。「彼は赦されるだろう」という受け身の表

現で含意された主体はヤハウェ自身であり30、違反されたものが彼の法であった

ので、ヤハウェのみが赦すことができた。このような赦しは自動的なものではな

いのだが、神は供犠が適切に実行されたのならばそれを認めることを約束した。
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しかし、このことは罪人が誠実であり、改悛していることを前提とする。聖書の

他の箇所では、ヤハウェは偽善的な個人によって献げられた供犠や他の形式の礼

拝、祈りさえ拒否する（例えば、イザ 1：11－15）。 

 第五に、イスラエル人はさまざまな方法での贖いを探し求めており、特に贖い

の供犠を含み（例えば、レビ 1：4、4：20、26、31、35）、そのいくつかは告白に

続くもので（5：5、民 5：7）、そのいくつかは不正をした部分への贖いの支払いに

続いていた（レビ 5：16、23－24[英訳 6：4－5]、民 5：7）。他の古代近東の人々

とは異なり、違反した種類によりヤハウェの祭儀法によって指定された供犠のタ

イプを献げて改悛したイスラエル人は贖いが保証された。いかなる動物供犠でも

贖うことができないような、死であろうと「絶たれる」であろうと、罰が致命的

であるような、余りにも大きな過ちを犯した罪人は、それでも神との関係の修復

のために、罪を告白し嘆願することで、神に祈ることができた。ダビデとマナセ

はこの方法で神の慈悲を得た（詩 51 編[サム下 12：13 参照]、代下 33：12－13）。

誤ったことをしたことについて無自覚であるが、その経験によって自らが罪を犯

したに違いないと信じた個人は贖いの供犠を通して贖いを受けることができた

（レビ 5：17－19；後述を見よ）。 

 第六に、人は自らの違反の性質を知らずに神の不興の成り行きを経験した。し

かし、他の古代近東の神々とは異なりヤハウェは国民―この場合はイスラエル―

と唯一の契約／条約を結び、契約の規定がヤハウェが彼の民にしてほしいこと、

そうでないことを詳細に規定した法（特に出 20－23 章、レビ 17－27 章、申 12－

26 章の集成）の一部をなしていたので、これは珍しいことであったはずだ31。 

 他の古代近東の人々も、ハムラビ法典やヒッタイト法のような法を有していた

ことは正しい。そのような規定はさまざまな振舞いを管理し、その違反は犯罪、

あるいは、人間の支配者により管理された社会秩序の意味で罪と見做されるもの

であったが、神々の全般的な支配を受けるものと見做された32。しかし、聖書の法

と一つの神ヤハウェの間の関係は他の古代近東の法集といかなる特定の神々との

間よりももっと直接的であった。イスラエルの宗教が一神教であるという事実が

自らが犯した超人間的なことを解くために占い師を雇う必要がないので、罪を犯

したと信じた人々にとっての問題を大いに単純化した。 

 解釈に影響ないものと考えれば、無意識のうちに神の戒めに違反したイスラエ

ル人は、間違ったことをしたと知るようになったときのみに贖いの清めや贖いの

献げ物を献げることが要求された（レビ 4：13－14、22－23、27－28、5：14－16）。

誤ったことをしたことを知らずに罪による否定的な結果を経験していると気づい

た人々は問題を取り除くために特定の供犠―贖いの献げ物―を献げることができ
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た（レビ 5：17－19）33。 

 

古代イスラエルの他の不浄 

 第一に、イスラエル人にとって、非道徳的不浄は死後の世界から来るものでは

なかったし、それらの起源として悪魔的なものでもなかった。むしろ、あるもの

は死んだある不浄な種の動物と接触したことに由来する（レビ 11：22－24、5：2

参照）のだが、大部分が人間の身体的状態と諸活動に由来するものであった（レ

ビ 12 章、13－15 章、民 19 章）。人間の不浄は人間の生から死への循環に明確に

表れるものであり、そこには、死体（民 19 章）、男女の生殖上の漏出（レビ 15 章）、

あるいは、一般に「レプラ」と呼ばれる表面的な病気（レビ 13－14 章）で、カビ

や衣類・家屋への他の真菌の発生と同じく、人間の魚鱗癬を含んでいた34。 

 聖書物語において、ヤハウェはときどき、人々を皮膚病で悩ますことで罰した

（民 12：10、王下 5：27、15：5、代下 26：19－20）が、不浄の起源は超人間的な

ものだが、不浄そのものは物理的な状態であった35。非道徳的なイスラエルの不

浄はそれらが分類に含まれるという意味において、通常の物質的な汚れというよ

りむしろ概念上のものであった。例えば、死体を洗うことではそれを清めること

はできなかった。しかし不浄はそれらがイスラエルの人、物、場所に付着すると

いう意味では物質的なものであった。中傷のような（レビ 19：16）、社会的害悪

は他の種類の不浄よりむしろ罪として取り扱われた。 

 第二に、他の古代近東の国々においてと同じく、表面上日常的であったある身

体的な不浄はイスラエルの祭儀的な文脈ではさらなる重要性を帯びていた。イス

ラエルの祭司は聖なる幕屋に入る前にあるいは外の祭壇で祭儀を行う前には死ぬ

ことのないように、聖所の中庭にある聖なる洗盤から取った水で手と足を洗うこ

とが求められた（出 30：17－21）。彼らが取り去る不浄には通常の汚れを含んで

いただろうが、この清めの重要性は非祭儀的な文脈で求められるだろうものをは

るかに越えたものであった。 

 第三に、古代近東の他のあらゆる地域のように、不浄は一般的に可能であれば

避けるべきものであったが、もしそれらを受ければ適切な清めの祭儀により取り

去るべきものであった。生殖上の漏出を有する人に触れることによる二次的な穢

れ、あるいは、人が不浄にしてしまった物に触れることによる三次的な穢れ（例

えば、レビ 15：4－12）というような、イスラエルの身体的ないくつかの不浄を

受けることは、可能であれば避けるべきであった。しかし、健康なあるいは不健

康な生殖上の漏出（レビ 12 章、15 章）、あるいは、魚鱗癬（レビ 13－14 章）の

ような、意図しない身体上の機能から生じるので、いくつかの不浄は避けること
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ができなかった。国の維持と発展のために必要とされた性交渉による不浄（レビ

15：18）や、死んだ親族を埋葬するために死者の不浄を負うこと（民 19 章）のよ

うに、他のものは許され、必要とさえされた。ある不浄は、少なくともイスラエ

ル人のある区分には、禁じられた。例えば、全イスラエル人は不浄とされた小さ

い群がる動物を食べることは禁じられた（レビ 11：43－44）し、通常祭司は特に

近しい家族の一員のための場合（21：1－4）を除いて、死体から不浄になるべき

でなかった。 

 男性の夢精（レビ 15：16－17）、性交渉（18 節）、生殖上の漏出を有した者と物

理的接触による二次的な穢れ（例えば、7 節、11 節。8 節も参照―あるいは彼の

唾）、生殖上の漏出の結果深刻な不浄になった人によって不浄にされた物と触れ

たことによる三次的な穢れ（5－6 節、9－10 節）によって引き起こされたものの

ように、軽微な一日の不浄からの清めのための祭儀は単純であった。すなわち、

必要とされるすべてのことは、その人の衣類を洗い、水浴びをし、夕方まで待つ

ことになっていた。しかし、より厳格な不浄、すなわち、延長された期間継続す

る不浄の直接的な源からの不浄への清めは清めを行っている個人からの供犠もま

た求められた（例えば、14－15 節、29－30 節、レビ 14：10－20）。 

 死体は二次的な穢れであったが、死と密接に関連するので、深刻であり、七日

間続いた（民 19：11）し、直接の接触で移ったのみならず、同じ屋根の下の人に

も移った（14 節）。それゆえ、清めには赤毛の雌牛の清めの献げ物が要求された

が、これは共同体全体のために献げられた（1－10 節）もので、個人は三日目と

七日目に、水と混ぜて、その灰の少量を振りまくだけでよかった（民 19：17－19）。 

 第四に、身体的な不浄そのものは、それらの身体的な不浄を取り去るために供

犠を献げたイスラエル人が赦しではなく必要とされた清めを受けたという事実に

よって示されるように、罪ではなかった（例えば、レビ 12：7－8）。しかし、たと

えば、禁止された不浄を負うこと（上述を見よ）やふさわしいときに清めること

を失敗する（5：2－3）ことのような、不浄に関する規則を違反することは罪であっ

た。 

 第五に、イスラエルの物理的不浄は神の聖域と衝突した。このことはこのよう

な不浄がヤハウェへの礼儀作法と尊敬を欠いたものと見られたゆえのみならず、

ヤハウェが命の神、創造主（創 1－2 章）であり、死から来る不浄や罪の結果であ

る生から死への人間の循環（創 3 章。ロマ 6：23 参照）へと結び付けられるべき

でなかったからだ36。それゆえ、イスラエル人は不浄を聖なる場所や物から離れ

た状態を保っていた。例えば、出産の結果起きる出血の漏出がある女性は聖域に

入ることが許されなかった（レビ 12：4）。イスラエル人にとって、身体的に不浄
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の状態であるにもかかわらず、神聖な平和の献げ物を食べることは断固として禁

じられており、この規則への違反の罪に対する罰は「絶たれる」であった（レビ

7：20－21）。死体の不浄を清めるのに失敗すれば遠くからでも聖所を汚し、その

罰は「絶たれる」であった。 

 

 

罪と他の不浄を取り除く方法によって影響されるイスラエルの祭儀 

 今まで、イスラエル人と古代近東の人々にはいくつかの違いがあるにしても、

罪と他の不浄に関する鍵となる概念を共有していることを見てきた。古代近東の

人々は、贖いの供犠を献げ、清めを行なえば罪を犯し不浄を負うことができたし、

定期的な清めをすれば、彼らの聖所や物は一時的に不浄になることができた。し

かし、個人的な罪や不浄への彼らの取り去る方法
．．．．．．

が彼らの神殿や聖なるものをい

かなる点でも不浄にするようなこれらの害悪の原因になることは決してなかった

し、聖なる空間、および／または、それらの内容物の清めが贖いや罪の清め、個

人の不浄のいかなる結果を取り去るという証拠もない。 

 対照的に、イスラエルの祭儀形態の一つの重要な特徴は全く独自のものであっ

た。重要でない罪の残った穢れ（レビ 4：1－5：13）や、深刻な身体的な不浄であ

るもの（12：6－8、14：19、15：15、30）を献げる人から取り去るための清めの

献げ物（ハッタト
．．．．

の供犠；いわゆる「贖罪の献げ物」）は、それらの穢れをヤハウェ

の聖なる住居やその祭司に残した（6：20－21[英訳 27－28 節]、10：17）。それゆ

え、この穢れは年に一度、贖いの日に聖なる調度品とともに聖所から清められな

ければならなかった（レビ 16 章）。したがって、個人の贖いと清めは聖なる空間

と物の浄化と関連していた。注目すべきことに、神によって規定された個人の問

題に対して祭儀的に取り除く方法（4：1、6：17[英訳 24 節]）は贖いの日に至るま

で一年を通して聖なる住居にいる神に否定的な影響を及ぼしていた。この論文の

以下の部分では祭儀の詳細とそれらの含意について分析する。 

 

一年を通して聖所への罪と不浄の転移 

 レビ記 4：1－5：13 は清めの献げ物の実施についての主たる指示を提示してお

り、それは主として怠慢に帰すべき、不注意の罪や手抜かりの重大でない罪を取

り去るものであった。祭儀の手順は奉献者が犠牲獣の頭に手を置き、その後、お

そらく喉を切り裂くことで（王下 10：7 参照）37、動物を殺す。祭司は容器に血を

集め（代下 29：22 参照）、それを聖所の部分に塗り、その後、中庭にある外の祭

壇の基台にそれを注ぐことで、血の残りを片付ける。その後、奉献者はスウェト、
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すなわち、固い脂肪の特定の部分を取り、スウェトを外の祭壇で焼いた。 

 基本的な清めの献げ物には 2 種類があった。第一の種類は、ヤハウェの前で共

同体を代表した（例えば、28：29－30、38）高位の祭司によって、もしくは共同

体全体によって負われたもので、共同体全体を巻き込んだ罪を供犠が取り去る場

合に用いられた。大祭司は聖なる幕屋へ血を持って行き、垂れ幕の内側で外側の

聖域に向かって、七回それを振りまき、香の祭壇の四つの角にその一部を塗った

（5－7 節、16－18 節）。大祭司は祭壇の上でスウェトを燃やした後、動物の死体

の残りを宿営地の外の、例えば人間の埋葬地など（民 19：16 参照）を除いた、清

い場所で燃やすことでそれを片付けた（11－12 節、21 節）。 

 首長や一般のイスラエル人により犯された罪を贖うための清めの献げ物は一般

の祭司により執り行われたが、外の祭壇の角に血を塗るだけであった（レビ 4：

25、30、34）。一般の祭司によって執り行われるこの手順は清めの献げ物が身体的

な不浄を取り去る際も同じであった（12：6－8、14：19 における一般の祭司参照）。

レビ記 4 章は動物の残りの部分についてどのように扱うべきなのかについては何

も述べない。しかし、レビ記 6 章は特に祭司に関する追加の指示の文脈でこの疑

問に答える。「清めの献げ物としてそれをささげる祭司はそれを食べる。それは聖

所、会見の幕屋の中庭で食さねばならない」（19[英訳 26]節、CEB）。 

 清めの献げ物は焼き尽くす献げ物により補完されることができ、その結果、こ

の組み合わせはより大きな清めの献げ物となった。したがって、例えば、清めの

献げ物として羊や山羊を差し出すことができない貧しい人（5：6）は代わりに二

匹の鳥を献げることができ、一匹は清めの献げ物として、もう一匹は焼き尽くす

献げ物とした（5：7－10）。この一対の機能は清めの献げ物だけの機能と等しかっ

た。 

 一年を通じて、罪を取り去るための清めの献げ物の機能は、奉献者、この場合

は罪人の代理として、彼らの罪より（欠性を表す前置詞ミン
．．

）贖う、すなわち、

除去をもたらす（キッペル
．．．．

、k-p-r のピエル語幹）ことであった（4：26、5：6、

10）。つまり、罪は奉献者から取り去られた。問題が、罪よりもむしろ身体的な不

浄の場合には、清めの献げ物は奉献者にとって個人の不浄の（ここも欠性を表す

前置詞ミン
．．

）除去をもたらした（12：7、14：19、15：15、30）、つまり、奉献者

から不浄を取り去る効果があった38。 

 ジェイコブ・ミルグロムは、罪は改悛により罪人から取り去られ、身体的な不

浄は清めの献げ物を献げる前に水で洗うことで不浄な人から取り去られるのだろ

うと主張している。したがって、清めの献げ物はそれらの奉献者から害悪を取る

去るものではないだろう39。ジェイムズ・Ａ・グリーンバーグは不浄な人が供犠を
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献げるために聖所に来ることは許されさえしなかっただろうことから同意してい

る40。しかし、ミルグロムと同様に、彼は深刻な不浄からの清めが斬新的に減らす

諸段階で行われ、とその後不浄が取り去られるということを適切に認識していな

い。 

 例えば、男の子を産んだ女性の場合では、最初の七日間彼女は、月経期間とし

て（レビ 12：2）、接触感染する不浄を有しているので、彼女は接触を通して人や

物に不浄を移す（15：19－24 参照）。次の 33 日間、彼女の不浄はこのような仕方

で接触感染するものではないが、「彼女の清めの期間が完了するまで」（12：4 CEB）、

聖なるものに触れることも聖域に入ることもまだ許されていない。その後、彼女

の「清めの期間が完了すると、息子か娘かに関わらず、母親は一歳の小羊を焼き

尽くす献げ物として、家鳩あるいは山鳩を清めの献げ物として、会見の幕屋の入

り口の祭司のところへ持って来なければならない」（6 節 CEB 意味を明確にする

ために「母」を補った―原著者）。今まで彼女の不浄は、焼き尽くす献げ物により

補完される清めの献げ物が最後の残った不浄を取り除く場所である聖所に到達で

きるまで十分に弱められていた。「そのとき彼女は出血の穢れから清くなる」（7 節

CEB）41。 

 レビ記 6：20b－21[英訳 27b－28 節]にある追加の指示で、清めの献げ物に関し

て次のような規定が加えられている。「衣類にその血の一部がかかった場合、あな

たは聖所で血のついた部分を洗わなければならない。清めの献げ物を調理した土

器の容器は壊さなければならないが、青銅製の容器の場合は、磨き、水洗いしな

ければならない。」 

 清めの献げ物は最も神聖なもので、祭司はそれを聖所で食べることを求められ

ていたので、その肉に触れるものは神聖になるので（18、20a、22[英訳 25、27a、

29 節]）42、多くの研究者がこれらの節を衣類の血のついた部分を洗い、祭司のた

めに肉を調理した器を壊したり、器を磨いたり、水洗いをしたりしなければなら

ないことが、伝染した聖性を取り除くことを意味すると解釈してきた43。しかし、

ジェイコブ・ミルグロムやデヴィド・Ｐ・ライトにより指摘されるように、血の

ついた衣類や料理をする器に関する規則は清めの献げ物のみに適用されるので、

この解釈は成り立たない。もしこの規則が聖性の伝染を扱ったのならば、それら

は贖いの献げ物へと必然的に適用されるのであるが、それはまた最も神聖なもの

であり（7：1、6）、直接の接触によりものを神聖にした（6：10－11[英訳 17－18

節]44。しかし、贖いの献げ物がこれらの規則の対象であったという証拠はなく、

それゆえそれらは清めの独特なダイナミクスにより要求された45。 

 したがって、衣類の血の付いた部分の水洗いや器を壊したり磨き洗うことによ
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り取り去られるものは聖性ではなく、彼／彼女の犠牲獣によって奉献者から取り

去られた罪もしくは不浄の穢れであった46。聖性を祭儀的に取り去ることについ

てイスラエルの祭儀制度に確実な証拠はどこにもないが47、衣類から不浄を洗い

去ることが十分な証拠である（例えば、11：25、28、40、15：5－8、10－11）48。 

不浄になったとき土器の器を壊すこともまた証拠である（11：33、35、15：12）49。 

 

聖なる伝染はレビ記 6：20－21 ではうまく意味をなさない。すでに言及

した点を除けば、清めの献げ物の血が祭司の衣類にはねることや彼が容

器で肉を煮るならば、なぜ聖なる伝染が問題となるのだろうか？  祭司

の衣類はすでに神聖なもので聖所に属しており、そこでそのような肉を

煮る器もおそらくそうだろう。20 節の関心が俗人の衣類のみに限定され、

そこから聖性を取り除くことができないならば、それを没収することが

できただろうし、また 20 節の規定が祭司の衣類に適用されないのであ

れば、なぜテクストはそのように言わないのであろうか？ 他方、奉献者

からの不浄は俗人と祭司の両者の衣類にとって問題となるので意味を

なす50。 

 

 それらの血を含む清めの献げ物の動物がそれらの奉献者から除去される穢れを

帯びたならば、なぜそのような血が奉献者へ身体的に適用されないのかを理解す

ることができる。祭儀的目的が彼らから害悪を取り去ることになっていたとき、

罪や不浄が奉献者のもとへ戻すのはなぜだろうか？51 

 今この点を考慮すべきである。もし清めの献げ物の血が、たとえば衣類のよう

な、血と接触することで移る物へ伝染する穢れを帯びているのなら、外側の聖域

や香の祭壇の角（レビ 4：6－7、17－18）に、あるいは外の祭壇の角（25、30、34

節）にであれ、祭司がそのような血を聖所に塗るとき、何が起きたのだろうか？ 

祭儀的な活動は聖所から穢れを移すことであっただろう。このことは、いかにハッ
．．

タト
．．

の罪や身体的な不浄が聖所へ移っており、それらがいかにして毎年の贖いの

日（レビ 16 章）に聖所から取り除かれるかを説明する。 

 

聖所に影響を与える穢れの弱さ 

 レビ記 6：20－21 が不浄に関連するという解釈への反対理由は、清めの献げ物

が最も神聖であり聖所で食べなればならないという事実である。どうやってその

ような供犠が奉献者からやってくる罪や身体的な不浄からの穢れを帯びることが

できたのか？52 われわれは他の場所で、イスラエルの祭儀制度では聖性と不浄が
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相反するもので、互いに離しておかねばならない（例えば、レビ 7：20－21）こと

を見てきた。レビ記 15 章にある生殖上の漏出からの不浄への扱いに関する続く

指示では、31 節で次のように戒める。「あなたは、イスラエル人の真ん中にある

私の住まいを汚し、清めの献げ物が理由で死なないように、イスラエル人を不浄

から離さなければならない」（CEB）。 

 しかし、われわれは聖書の証拠から逃れられない。逆説的に、レビ記 6 章でも

穢れを帯びた清めの献げ物が最も神聖であることが繰り返し断言される。この穢

れを帯びることが清めの献げ物の目的ではなかった。清めの献げ物の機能は奉献

者から罪もしくは身体的な不浄を取り去ることにあった。清めの献げ物が帯びて

いる不浄は必然的な副作用であった。贖いの日に聖所から取り去られるとレビ 16

章に書かれている（特に 16、19 節）ので、聖所から穢れを帯びていることに疑問

はない。 

 清めの献げ物によって聖所に持ち込まれた穢れの問題を小さくすることはこの

穢れがそれほど重大でないという事実である。これらの供犠は深刻な物理的不浄

とされているものを取り除くのであるが、個人が清めを行う前には、供犠を献げ

るために聖所に来るのが許されるほど不浄が弱められていたことを思い出させる

（上述を見よ）。もし彼らが聖所の聖性を乱すことなく、不浄の残ったものを帯び

つつ聖域に入ることができたら、それが人から動物へ、その後に祭司によって聖

所へ移されたので、三次的な穢れの痕跡が十分に弱くなっていたとすれば、聖所

にとってそれほど重大ではなかっただろう53。イスラエルでの不浄の体系におい

て、源の不浄よりも不浄の第一の源と接触した結果の二次的・三次的な不浄は弱

められていたということを覚えておく必要がある（上述を見よ）。 

 ハッタト
．．．．

の罪からの聖所の穢れに関して、これは清めの献げ物が重大でない罪

を取り去るのみであったという事実により和らげられた。これらは不注意の罪（レ

ビ 4 章）、時宜にかなった身体の清めを受け（5：2－3）、あるいは、誓願／誓約を

実現する（4 節）のを一時的に忘れた罪、あるいは他人が犯した罪に関して一時

的に証言をしないでおくこと（1 節）を含んでいた。罪人の改悛は贖いを受ける

ために聖所へ清めの献げ物を持って来たことにより指示されるように、ある場合

には告白の後に求められ（5：5）、おそらくより一層穢れを小さくしていた。その

後、残されている穢れの微量が奉献者から犠牲獣へ移され、その後、祭司から再

び聖所へと三次的な穢れのみが移されたのである。 

 次の点について注目するべきである。第一に、清めの献げ物によって贖われる

罪が聖所、聖なる空間の物理的構造を汚す穢れの原因であるという事実が、罪が

不浄の形式であるという事実を典型的に示している。他の例は贖いの日のアザゼ
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ルの山羊の祭儀である。山羊は罪のみを、つまり、道徳的な誤りを帯びたが（レ

ビ 16：21－22）、荒れ野へとそれを導く男はその後、衣服を洗い、入浴すること

で、身体の清めを行なった（26 節）。第二に、清めの献げ物は一年を通して微量

のみ聖所へ穢れを移したが、穢れは蓄積したものの限度を超えないように年に一

度取り去られた。第三に、これらの穢れのすべてが象徴的で観念的であった。そ

れらは物質的な形態で存在しなかった。 

 

贖いの日の聖所からの罪と不浄の除去 

 贖いの日に、大祭司は一年を通して聖所に蓄積された罪と不浄を特別な清めの

献げ物によって取り去るが、それは聖所のさまざまな部分に血を塗ることであっ

た。つまり、内側の聖域、外側の聖域、外の祭壇である（14－19 節。20、33 節参

照）。動物の肉は、穢れを吸収したので、宿営地の外で灰にされた（27 節）。 

 レビ記 16：16 では大祭司がここで「聖所」と呼ばれる内側の聖域と、「会見の

幕屋」（の残りの部分）である外側の聖域から一掃する（キッペル
．．．．

……ミン
．．

）害悪

を列挙する。これらは物体的な穢れ、ペシャア
．．．．

の罪とハッタト
．．．．

の罪である。大祭

司はまた、（本来ならば並ぶものを、第一の項目である穢れに言及することで他を

省略している）これらの不浄と道徳的誤りを外の祭壇から取り去り、再び聖別す

るために（18－19 節）祭壇に血を塗る。 

 一年を通して清めの献げ物は身体的な不浄の事例では外の祭壇に、罪の事例で

は大部分がその祭壇へ血を塗ることを含んでいたのだが、不浄と罪は内側の聖域

と外側の聖域に影響を及ぼしたことに注目すべきである。祭壇は聖所の不可分の

部分であり、そのため、そこに起きたこと「すべてのための部分」のように、聖

所全体に影響を与えた。人間の問題の結果は、内側の聖域、契約の箱―その上と

両側にヤハウェが座している（出 25：22、民 7：89、サム上 4：4 参照）ケルビム

がその上に置かれる―を含む、ヤハウェの住まい全体に影響を与えた。 

 贖いの日に聖所から取り去られたハッタト
．．．．

の罪は一年を通して清めの献げ物に

よって贖われるものだが（例えば、レビ 4：3、14、23、26、28）、ペシャア
．．．．

の罪は

五書の祭儀法全体の中で、レビ 16：16、21 の贖いの日の文脈にのみ言及されるも

のである。この罪への供犠はなかったので、不浄やハッタト
．．．．

の罪のように清めの

献げ物を通して聖所に入ることはなかった。したがって、ペシャア
．．．．

の罪―これは

「背きの罪」と訳されることができるが―は、モレク礼拝（20：3）や死体の不浄

からの清めを執り行うことに意図して失敗すること（民 19：13、20）のような、

甚だしい罪によって自動的に生じた穢れにより聖所にもたらされた。 

 そのような遠くからの聖所の穢れはこれらの事例において証言だけがされる。
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これらの罪が聖所から一掃されるべきだが、これは罪を犯した者、「絶たれた」者

には利益にならなかった。罰は致命的であり、それゆえ罪人は動物供犠を通して

贖いを得る機会がなかった。ジェイコブ・ミルグロムはハッタト
．．．．

の罪が、清めの

献げ物により贖うことができ、また遠くから自動的に聖所を汚したと主張した 54

が、これについては明らかな証拠はない55。 

 

祭司に移る有責性 

 衣類に飛び散った清めの献げ物の血がそれを汚し、外の祭壇あるいは外側の聖

域の内部で祭司が塗る血が聖所に不浄を移すのであれば、祭司が清めの献げ物を

食べる際に（レビ 6：19、22[英訳 26、29 節]）、何が祭司に起きたのか？ そのよ

うな肉を調理され入れられた器は不浄になったので、それらは壊されるか、もし

くは、綺麗にしなければならなかった（21 節[英訳 28 節]）。このことは肉が、血

と同様に、穢れを帯びており、肉を食べる祭司が穢れを受けただろうことを指示

している。 

 モーセが、祭司たちが聖域で共同体の代表として（9：15 参照）開始の清めの

献げ物を食べない理由をレビ 10：17 で彼らに尋ねたとき、モーセはこのことを

はっきりさせた。モーセは供犠が最も神聖なもので、食べるため、つまり、ヤハ

ウェの前で贖うことで共同体の有責性（アウォン
．．．．

）を負うために、祭司たちに割

り当てられていることを彼らに思い出させた56。 

 有責性とは、罪を犯した結果、結果として生じる責任、つまり、処罰の対象と

なることであった。例えば、レビ記 5：1 では、もし人がある仕方で罪を犯せば、

罪を告白し（5 節）、清めの献げ物を献げなければ（6 節）、有責性を負った。祭司

が清めの献げ物を食べたとき、有責性を負った。この方法で、民のために調停す

る祭司は、神がしたように（出 34：7）、有責性を負うことに参与する。有責性は

物理的な聖所の構造や空間によってではなく、祭司によって負わねばならなかっ

たが、それは人のみが罰への責を負うべきであったからである。しかし、他の人

に移された際に有責性が弱くなったからか、あるいは、祭司が有責性を免除され

ていたからか、あるいは、有責性は祭司からアザゼルの山羊へと取り去られ、そ

れがその有責性を荒野へと持ち去ったのか、祭司が実際に最後まで罰を受けるこ

とはなかった。 

 

 

結論 

 われわれは聖所へ弱くなった穢れを移した結果、重大でないハッタト
．．．．

の罪と身
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体的不浄を取り去るための清めの献げ物と、身体的な不浄ではなく、重大でない

罪のための清めの献げ物が罪人から移された有責性を祭司に負わせることになる

ことを見てきた。これらのダイナミクスは清めの献げ物に限定されたが、それは

弱い穢れのみを含んでおり、ヤハウェが去るとヤハウェの住まいとしての機能を

失う（エゼ 8－11 章参照）ので聖所を冒涜するのを避けるためであったのだろう。  

 五書の物語によれば、ヤハウェは祭儀的指示の源泉であるが、なぜ意図した祭

儀進行上の必要な副作用として、清めの献げ物によって取り去ることで彼の聖所

を汚すように指示したのであろうか？ 57  イスラエルの神は自らの聖所の住まい

の一時の穢れや、その奉仕者である祭司により有責性を負わせることで自ら害を

被りやすくし、罪の結果死ぬべき運命の病として表わされる罪や身体的不浄につ

いてのイスラエル人の問題に祭儀による解決法を提供した58。これは、神に関す

る点では供犠を含めても、自分たちの問題を解決することもできない（詩 49：8[英

訳 7 節]）人間たちを救うためにできることは何でもする（イザ 5：4a 参照）とい

う彼のユニークな意志を示している。 

 罪の諸事例では、清めの献げ物は神の赦しに前もって必要な贖い（例えば、レ

ビ 4：20、26、31）を提供した。赦しを認めた人のように、ヤハウェはイスラエル

の至高の裁判官の役割を果たした。裁判官の役割は無実の人々の正しさを証明す

ることであり、有罪の人々を非難することである（申 25：1、王上 8：32）。裁判

官は有罪を赦すことを想定されていないが、それは適切な正義なしに慈悲を拡張

することである。しかし、神がするのはまさにこのことである。それゆえ、彼の

母テコアの女性が罪を負うことを申し出なければ殺人者を赦すことへの責任を

負ったであろうダビデ王のように、神は罪人を赦すという司法上の責任を負って

いる（サム下 14：9―司法上のたとえ話の文脈で）。 

 神の聖所が浄化されるときに、神が正しい人々のために赦してきたことを擁護

し、そのような人々が改悛し神に忠実を保ったことを示しており、イスラエルの

審判の日である贖いの日まで、神の住まい・中枢部の穢れや祭司が有責性を負っ

ていることに示されるように、神は司法上の責任を負っている。神もまたこの日

に自らに忠実を示さなかった人を非難することで擁護された。したがって、ハッ
．．

タト
．．

の罪の扱いの二段階は、第一に罪人からそれらを取り去り、その後、聖所か

らそれらを一掃することで、その両者が清めの献げ物により実行されるが、罪を

扱う点で、神の特性の正当化という神義論の祭儀上の制定を構成している。神が

赦すという事実は神の慈悲を示す。贖いの供犠が赦しに前もって必要となり、そ

れが聖所を汚し、その結果それが清められなければならないことは、神による弁

護を表すように、神の公平さを示す。神は詩編 85:11 に示されるように、まさに
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拡大された慈悲に満ちている。「誠実と真実が出会う；公平と平和が口づけをする」

（NJPS；他の英訳では 10 節）。公平と慈悲は神の愛の二側面である（出 34：6－7）。

したがって、「神は愛である」59。 

 

訳者：岩嵜大悟（古代オリエント博物館共同研究員） 
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影響がある。したがって、奉献者は、身体的な不浄の状態にも関わらず平和の献げ物を

食べるというような、不浄を神聖なものとも直接の接触を通してもたらすことは決し

てなく、レビ 7：20－21（祭司に関する 22：1－7 も参照）に例示された規則への違反

はなかった。」(Gane, “Purification Offerings,” 118). 
54   Milgrom, Leviticus 1-16, 257-8. 
55   Gane, Cult and Character, 151-7. 
56  まさに起きたことのゆえに、この機会に清めの献げ物をアロンとその子らが食べな

かったことを大祭司アロンがモーセへ説明したものである（10：19）が、これは通常の

規則であった：許可されていない火で香を献げたので、アロンの他の子であるナダビ

とアビフを死で襲った（1－2 節）。それゆえ、どうやらアロンと生き残った息子たちは

最も神聖な供犠を食べるのにふさわしくないと感じたようだ。 
57  ペシャア

．．．．
の罪もまた聖所を汚したが、供犠なしで、それらは直接そのようにし、神の意

思に反するものでった。 
58  神が「あなたの罪をすべて赦し、あなたの病気をすべて癒す方」と讃えられる詩 103：

3 を参照。 
59  I ヨハ 4：8、16 を参照。 
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都市的宗教 

－歴史的視座から見る宗教と都市－ 

 

イェルク・リュプケ 

 

 

要旨 

本稿はまず、歴史上の宗教実践と都市生活は互いに支え合いながら形成されて

きた、という主張にはじまる。宗教と都市的生活様式は互恵的に形成されてきた

が、この両者は、a)都市における小規模な共同体での生活を発展させるとともに

影響を与える（「都市化する」）要因と、b)都市における要素（「都市化された宗教」）

として作用する要因、という宗教の二重の語義に沿って発展する。本稿の議論は、

場所を獲得して実践される宗教をめぐる基礎的省察に始まる。我々にとっておお

むね「都市的宗教」とみなすことのできる現象は、歴史上の都市どうしの複雑な

関係や漠然とした「都市的共同体」を観察する「レンズ」の役割を担う。それは

つまり、特定の場所に規定された宗教の性質であって、いかなる都市的共同体の

発生よりも早くから存在した現象として理解され、理論に沿って類型化される必

要があった。それでは、宗教は他の文化実践以上に、すぐれて空間に規定された

多様性を備えているのだろうか。研究史において「聖地」は、聖なるものの顕現

という性質をもつ場所としてひときわ目立つ役割を、特に宗教への現象学的アプ

ローチに限らず、聖性の中心となる場や巡礼の研究において担ってきた。ほかの

さまざまな視角からは、宗教の時間的側面（日課、危機儀礼、通過儀礼、回心、

暦）は前景化されてきたが、宗教における場所については、たんなる舞台として

の役割に限定する議論が行われてきた。本稿では「都市的宗教」を扱うために、

共同体の性質に鋭く反応しながら、宗教的行動という、共同体の性質を形作る場

を拠点とする実践の再構成に関するいくつかの試論を提示する。 

 

キーワード 

都市化(urbanization)、生きられた宗教(lived religion)、宗教の変化、場所に依拠す

る実践、都市性(urbanity) 
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はじめに 

「宗教と都市性1の互恵的形成」を問うにあたって、この問いの理論的経験的対

象を的確に定義する概念が必要である。私の基本的な関心対象は明らかに宗教と

宗教史である。「宗教」はなんら所与のものではないが、本稿で研究考察するよう

な経験と観察にもとづく個々の歴史研究の背景にある理論の対象としても、この

研究を遂行可能にすると考えられる概念の対象としても解釈される2。宗教と都市

性の関係を関心の対象とする近年の研究からは、「都市的宗教」の概念からまず取

り組むべきだという示唆が得られる。「可視的宗教」「物質宗教」あるいは「イコ

ン的宗教」3のように、名辞は宗教に特定の角度から近づいてゆく。しかし、「都

市的宗教」は美的な側面や、むしろ実践の見地から見て、宗教において媒介とな

る性質を備えた部分に焦点を当てるのではなく、特定の空間的立地、すなわち都

市における宗教を対象とするとともに、以下に論じるように、現代のグローバル

化した都市におけるポスト世俗化の宗教を対象とする。本稿で扱いたいのはまさ

にこの問題である。 

 本稿の目的は、歴史研究を援用した視点から都市的宗教について精査すること

である。筆者の題材が古代地中海世界に拠るものだとしても、ここではさらに包

括的な方法に拠る概念を提案したい。すぐに明らかになることではあるが、「都市

的宗教」は緩やかに事象を覆う傘となる名辞であり、ほぼ独占的に、現在を中心

として、長い過程を通観する一連の調査を結ぶのに役立つ(1)。しかし、理論化さ

れた宗教概念（都市的宗教に見える宗教）よりも偶発的な配列（都市的宗教とし

て生じる宗教）を叙述する者の見地に立てば、現在の「都市的宗教」の用法はさ

らに、空間的実践としての宗教に関する根本的な省察によって補完される必要が

ある(2)。このような分析基盤においてのみ、宗教と「都市」に関するもっとも実

り豊かな視座に立つ問いへと戻ることができる。ここでは、「都市」あるいは都市

的空間よりもむしろ、宗教と都市化のもつれた関係を探究したい(3)。分析的に解

読を試みるならば、このもつれは二つの方向からの考察を要求する。まず、都市

化の過程、すなわち都市の発生における宗教の実践と理念の役割を (4)、ついで、

ここでのもっとも重要な課題である宗教の都市化の効果を概観する(5)。どちらの

節も、それぞれの組織のたどった相異なる道の複数性を要約するだけの試みとい

うよりは、都市的宗教の研究における歴史的転回の重要性を信頼にたるものとす

る試みである。このようにしてどちらの節も、今後の問いに資する鋭くも含蓄あ

る名辞の提案で終わる。つまり、「都市化」と「都市化された宗教」である。両者

の限界を示唆して、本稿では筆を措く(6)。 
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1. 都市のなかの宗教に注目する 

歴史学者や、古代地中海宗教史研究者の視点からは、宗教（恐らく非常に古く

からある行動の方法）と都市（それよりは新しい形態の人間の共同生活の場）は

二つの非常に異なる研究の系譜によって主題化されてきた。また、宗教は都市を

安定させ、統治を容易にする重要要素として観察されてきた。古代地中海世界の

研究においては、「ポリス宗教」あるいは「都市的宗教」はこの現象を把握するた

めの名辞であった。他方で、現代の都市に対する新鮮な見地は、新たな形態の宗

教を見いだし、近代化理論を援用し、「都市的宗教」を同定することで幅広い宗教

現象を解釈してきた。まず第一節で簡潔にこれらの相異なる立場と語法を概観し

て接合させたのち、より簡素な説明に資するモデルに置き換える方法を準備する。

ここではさらに権力の正当化あるいは多様性に注目し、さらに複雑な観点から、

相異なる歴史上の時代や地理的空間において逸脱したり対立したりすることもあ

る都市的宗教の確立の過程を認識する。 

 

1.1 宗教と古代都市 

宗教は都市の歴史において、たとえば都市の定礎と定礎儀礼、移民の波、変容、

ゲットー化と破壊といった劇的な発展の原因であった、とする観察は新しいもの

ではない。宗教は大規模な集団の反抗と同様に市民権という概念を形成する決定

的な要素でありつづけてきたし、中心の記念碑化に貢献し、中心から外れた場所

を重要な場所に変えた。近年の「アメリカ合衆国における宗教と場所」への序説

が「歴史宗教はおおむね都市的現象である。すなわち、宗教と都市は人類史を通

して分かちがたい関わりを培ってきたのであり、それぞれの発展において互いに

依存しあっている」という定義を提示するほどである。この序論の著者、ロバー

ト・N・ベラーは歴史志向の社会学に立つ貴重な見解を提示した上で、この定義は

むしろ文面以上に限定された意味をもつ、と直ちに示唆する。「宗教、権力、そし

て権力の場所は、都市という共生関係において互いに複雑に関わりあっている。こ

の宗教と都市生活の再生産というパターンは歴史の大半を通して存続してきた」4。

この定義はしばしばメソポタミアの神殿の山々、すなわちジッグラトのイメージ

をもって詳述されてきた。しかし、ヨーロッパにおける研究の伝統においては、

その関係を精査することが許されてきた時代がほかに存在した。つまり、地中海

沿岸における前古典期ギリシアからローマ帝政期に至る時代という、刷新され、

拡大された都市化の波の時代であった。 

実際、歴史的視点における宗教と都市化の関係の研究は古典学者ヌマ・フュス

テル・ド・クーランジュの『古代都市』によって開拓されてきた5。フュステル・
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ド・クーランジュはフランスの社会学者エミール・デュルケムにとっての重要な

師である。都市研究においては、フュステルは開拓者として知られている6。私が

別稿で論じたように、宗教学においても彼の複雑なアプローチからは多くの示唆

が得られた7。しかし、宗教史においては、彼の発想の一部が健在であるはずの古

代宗教研究のなかですら彼の名は驚くほどに無視されることが多かった。 

彼の発想は問題があると言わざるをえないほどに狭いが、たとえばフランソワ・

ポリニャックがギリシアの政治的に独立した都市
ポ リ ス

を観察して提示した「中心と

周縁
コ ー ラ

」という複雑な模式図のような、より広い可能性をもたらしそうな考え方に

従って表現の意義を発展させる系譜のなかで受容されてきた8。通常は中心地に立

地する神殿の立地や、公的儀礼のための公的空間といった決定的な意味を持つ場

所が創られる場面を把握するために「ポリス宗教」という名辞は広く用いられて

きた9。ここから政治コミュニケーションや古代都市の誕生にかんする多くの豊か

な研究が導き出されたが、空間的な政治
．．

の実践ではないかぎりは、空間的実践よ

りも都市のアイデンティティが注目されてきた10。 

「生きられた宗教」というアプローチを展開させる基礎となったオルシの「都市

の神々」の鏡像は興味深いが11、古代の「都会の宗教」の研究において、生きられ

た宗教の概念は援用され、「生きられた古代宗教」へと拡張された12。葬送儀礼と

家庭の宗教、任意の社会的集団による社会と儀礼での実践（「祭祀集団」と「宗教」）

や、公職者や政治エリートによる宗教の政治的利用は、宗教的実践を構成するそ

れぞれ別の要素でもなければ、「市民宗教」に対抗する図式の再現でもないという

ことが立証できるかもしれない。後者は、常に不安定な宗教的権威が生じるさま

ざまな場所とともにある実践の地平においてもっとも適切に概念化される。 

「生きられた古代宗教」の方法は、政治的エリートや著作家、実践家や一般大衆

の宗教実践をその多様性に注目して分析するための道具を発達させてきた13。コ

ミュニケーションとしての宗教実践と宗教にかんする行動に注目することで14、

この方法は公と私に単純化された二分法に疑義を呈するとともに15、宗教におけ

る媒介性
エージェンシー

や、実践と媒体にみられる宗教の実例による裏付けや、このような事実

に裏付けられた宗教が行動と経験にもたらす効果や、宗教の語り（と再話）、さら

には究極的には語られた宗教の役割という概念を発展させた。宗教とは、ここで

は「生成しつつある宗教」を意味する16。この概念は南欧と西欧、西アジアと北ア

フリカの宗教における前近代の研究に由来し、移動と関係と宗教実践の上で重要

な特定の社会的空間的組織を結節点とし、宗教に変化をもたらす原動力として扱

う必要があった。ほかの文化圏、つまり、中国やインドのような地域や古代末期

の東地中海や中世の中央ヨーロッパや初期近代の北ヨーロッパのような相異なる
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文化をもつ場所では、宗教実践と信仰は都市形成の過程においてどのように形成

され、また都市形成の過程はどのように宗教によって形を与えられたのだろうか。

当然、地球規模で明快に整理された「都市的宗教」に眼を向けなければならない。 

 

1.2 近代のグローバル都市における宗教 

都市研究の領域は全体を見れば多彩ではあるが、都市の基本要素としての宗教

を研究対象とすることはめったになかった。それどころか、都市研究は 1980 年代

以来発展してきた「宗教地理学」を無視してきた17。しかし、「宗教地理学」とい

う都市研究の下位領域が理論の発展にごくつつましい貢献しかできなかったこと

は認めなければならない。もっとも最近の形態ですら、ある程度の経験と観察に

もとづく研究と発展的課題の探求に留まっている18。しかし、近代化とグローバ

リゼーション、とりわけ「都市へのあこがれ」を理由とする移住じたいが、都市

と都市での生活に寄せられるイメージとイメジャリによって生み出され19、また、

それに伴って、新しい形態の宗教実践が発展し、非エリートが都市空間を占有20

したことが、宗教学と人類学において現代の都市の宗教に対する新たな関心を喚

起してきたのである。 

この方法論は現在、ミシェル・フーコー、アンリ・ルフェーヴル、そしてエド

ワード・ソジャが（対抗文化の空間にとくに注目して探求した方法で）分節化し

た空間性と空間の性質に対して充分に意識的であり21、空間と「場所の形成」に適

用される、空間と階級に依拠した差異の社会学に引き継がれた22。この「空間的転

回」はキム・ノットによって継承され、ただちに彼女の「空間的分析」と「宗教

の立地」は宗教学のプログラムに刺激を与えた23。一方、人類学者シュテファン・

ランツは、「都市的宗教」の定義を「都市化と都市における日常生活の特定の要素

であり……都市における生活様式と想像力、インフラストラクチャーと物質生活、

文化、政治と経済、生活と労働の様式、共同体の編成、祝祭と祝典と……結びあ

わされる」事象として提示した24。それはさらに「都市と宗教が互恵的に関わり、

互いに絡み合い、互いを作り上げ、変容させ、定義する継続的なプロセス」とし

て詳述される25。 

前述の「市民宗教」批判の並行現象として、媒介者
エージェント

が「下位の都市性」を喚起

し、宗教実践を「規範的体制」として特徴づけるとき、ランツは媒介者
エージェント

の領域の

拡大に注目する(Marshall 2009:11)。そこでは政治性が実践されるとき、権力のテ

クノロジーと個人のテクノロジーが結合される26。都市的なものと宗教的なもの

の調停の実践に対する関心は、仏教やキリスト教のような伝統にあって広く親し

まれている宗教的な都市観、すなわち都市は根本的に世俗的な性質をもつものだ
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という考え方とは対立する。 

ランツの定義は叙述的というよりも指示対象を明確にするものであり、徹底し

た相互関係を認識させる。「都市的宗教」として定義される対象は過程であり、そ

こでは宗教と都市的なものは、「宗教」（あるいは「都市的なもの」）の部分集合と

して認識されるよりもむしろ宗教の状態に参与する現象である。精査対象の境界

はむしろランツが提唱する研究課題「グローバルな祈りの諸相」の枠組みによっ

て暗示される。デイヴィッド・ガルビンとアンナ・ストランは都市的宗教にかん

する 2017 年の著作で、この領域を再検討して詳述した27。この二つの過程はたと

えば、富と正義に資する宗教の役割という古い問いからは袂を分かって、必ずし

も収斂はしないが互いに関わりながら姿を明らかにする。これは他方で、ポスト

世俗化のはじまりでもある。世俗と宗教の分断とそれらが生じる相異なる体制の

なかの新たな発展をめぐる見解には関わりなく28、宗教を「超多様性」あるいは

「ハイパー多様性」の核心におく状況に至るまで、「代案の多元化」は誰もが症候

として認識してきたことである29。「超多様性」「ハイパー多様性」とは、たくさん

の異なる部分と、何らかのかたちで状況に応じて突出した状況を呈する複雑な過

程を横断することである（近年のヨーロッパの言説において、「ムスリム」という

名辞によって誇示される宗教的カテゴリーが覇権的な意味を帯びるようなもので

ある）30。宗教における媒介者
エージェント 

を定義するさいに、古風な学問実践ならばそれら

に相異なる「複数の宗教」を割り当てるが、日本であろうと、中国であろうと、

ヨーロッパであろうと、その他遠く離れた過去や現在の場合でも、この試みははっ

きりいってうまくはゆかないものだ、と私は付け加えたい31。他方で、グローバリ

ゼーションはさまざまな移住の形態を経て進んでゆく都市化と多元化にとっての

主な原動力であると同時に32、都市を巻き込み、場所を横断する流れのあらわれ

でもある。宗教にかんして言えば、「普遍」宗教が増大し、場所を横断して接触し

また出現する現象は地域の宗教を都市と同様に地域性の重要さを否定することな

く形成する。ここでは多層的な「グローカリゼーション」は、まったく相異なる、

ときには正反対の効果を提示しながら、地域の宗教的な権力や都市の権力に疑問

をなげかけ、ときに補強する役割に応えてゆかなければならないのである33。 

本研究における「都市的宗教」の主な用法は三つの重要な含意と意義をもつ。

筆者は改めてこの語に取り組むとともに、さらなる展開を試みている。まず、一

般的な意味合いをもつその語の対象は（ジョナサン・ツィッテル・スミスの語法

において）宗教ではなく、グローバリゼーションに向けられている。「宗教」はグ

ローバリゼーションを観察する「レンズ」の役割を担っている。グローバリゼー

ションと都市と宗教の絡み合いは、歴史研究の空間を開拓しない。宗教史家がグ
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ローバリゼーションの概念を前近代の地域越境的現象や、普遍化、地方主義化や

局所化、そしてそれらの相互関係に適用しようとするときでさえもそうである34。

近代性の基底にある理論が欧州中心的ではないとしても、それをさらに援用する

ことはここでは終わりにしなければならない。第二の含意は、分析の方向のうち

にみられる。宗教はもはや空間的な資材との関係を詳しく定義する事象ではない。

宗教はまさに、空間に向き合い、空間を扱う手段を用いなければならなくなった

ときに生じる。つまり、ここには「イコン的宗教」の言説のみがある。それによっ

て、この問題にさらに迫ることができる35。ポスト世俗化の宗教の多元性におけ

る変化の可能性については、論点を真実だと仮定して議論を進めてもよいように

思われる。結論としては、驚くべきことに「都市」や「都市的なもの」とは、少

なくとも 800 万人から 1,000 万人の住民をもつ都市かどうかで定義される、まさ

に所与のグローバル時代の大都市の相貌の性質である、として疑われることがな

い36。都市的か都市的ではないか、宗教的か世俗的か、といった差異を作り出し、

文化の所産として秩序をもたらす場所、すなわち「差異の形成される場所」とし

ては認識されることがない37。この欠損については次の節で論じられなければな

らない。 

 

 

2. 空間的実践としての宗教 

私が広く関心をもっている対象は、人間の活動と経験の様式である。それらは

人間という行為者
ア ク タ ー

によって特別な38媒介者
エージェント

として認識されるコミュニケーション

を構成するとともに建設する文化様式からは分離されている。この（行為の対象

を含むこともある）特別な媒介者
エージェント

は、日常に生きる人間とは異なる性質を備えて

いる。それらは死者（先祖）や生まれざるもの（天使）であり、正義（ダイモー

ン）であったり、完全に人間を越える存在（神々）であったりする。 しかし、こ

れは名辞を与えられる存在の備える性質ではなく、いかに彼らが名辞を与えられ

るかを示す方法であり、この方法がこのコミュニケーションを異質なものにする。

実際にはそれらは媒介者
エージェント

として調和している。すなわち、それらが「この状況」

で発揮する能力と、「その状況」におけるふるまいの妥当性は、疑いなく真正であ

る。この名辞の賦与が行われる状況は、ふるまいの妥当性と同様、名辞を与えら

れる存在が備えているものとされる性質と関わっている。宗教的コミュニケー

ションはつまり、リスクを伴うコミュニケーションの形式である。私が、宗教に

おける行為者
ア ク タ ー

の視座から把握しようと試みている事象はまた、系譜を発見する視

座に立って統合することもできる。そこでは、「いかにして人は《日常の経験に
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よっては表象できない超越を内在的な方法によって描くかという問題、つまりい

かにして人は手にふれられないものを手にふれられるものに変えるか、という問

題と宗教がかかわっている》」39。 

行為者
ア ク タ ー

の観点からすれば、このような宗教におけるコミュニケーションの形態

は結果として生じたものである。このような「神的な」媒介者
エージェント

とコミュニケーショ

ンをとること、あるいはそれらと（方便として用いるために）関わることは、人

間の媒介性
エージェンシー

を強めたり弱めたり、社会的関係を創出したり形成したりすることも

あれば、権力関係を変化させたりするかもしれない40。宗教における媒介性
エージェンシー

は貨

幣の両面である。つまり、a)人間ではない存在や、人間を越える存在という媒介者
エージェント

に帰される媒介性
エージェンシー

と、b)このコミュニケーションに参与して名辞を与えられる存

在によって簒奪されたり、そのような存在のものとされたりする媒介性
エージェンシー

である。

このような語り手は「神的存在」に媒介性
エージェンシー

を帰することができるだけでなく（こ

の語り手はその場で、また底流にある伝統に依拠して解釈するのだが、）、媒介性
エージェンシー

を簒奪し、それを彼女あるいは彼自身の媒介性
エージェンシー

とする。たいていの場合はほかの

共同体の成員に対して、この媒介性
エージェンシー

は神的存在に名を与える者に帰されるものだ

と主張されるが、神的存在がまさにそこに存在しているか存在していないかは問

題とならない。すでに定義したように、宗教は、権力の技術としても、個人の技

術としても利用することができる。このいずれの場合にも、実践者であるか、そ

の他大勢の観察者であるかによって行動の状態は変わってくる。 

ほかの文化実践と同様に、宗教的コミュニケーションは場所と時間に結びつけ

られた実践であって、時間と空間のなかに位置づけられ、時間と空間とかかわり

をもつ。「 適 用
アプロプリエーション 

」はこのかかわりを叙述するひとつの方法である。しかし、

ミシェル・ド・セルトーが主張したように、それは単に受動的な意味を込めて用

いられる術語ではない41。特定の空間は、選択に従って用いられる。それは以前か

らある、共通の、またはすでに定式化された用法に従って定義された空間の性質

を認識し、受容することだが、一方で 行 為
パフォーマンス

によってこの空間を変える営為でも

あるから、この空間の未来の記憶をも変える営為であるともいえる。宗教的「伝

統」ですら、単純に与えられたものではなく、営々と再生される必要があり、利

用者が微細な（しかも革新的なこともある）変更を加えることで形作られてゆく。

これこそが、いかなる場合でも、宗教の動態観察の核心である。 

このような 適 用
アプロプリエーション 

は空間にも時間にも関わる。空間においても、時間にお

いても、その用法は柔軟であるかもしれない。それは（世俗の比喩を用いれば）

はかないものかもしれない。その用法はまた、周期的に採用されたり、永続性を

備えたりさえもするかもしれない。なぜなしに与えられたものに名辞を与え、手



イェルク・リュプケ：都市的宗教 

61 

に触れられない超越を触れられるものとするために、この問題を提起することで、

宗教におけるコミュニケーションは大いにメディア化され、「物質的宗教」になる

傾向がある。コミュニケーションのために、コミュニケーションにおいて用いら

れる手段はメディアであり、それらは多かれ少なかれ、一時的あるいは永続的に

宗教におけるコミュニケーションを伴い、結果として「聖化」される。このよう

にして空間は宗教的あるいは非宗教的な媒介者
エージェント

によって試され、眼には見えない

状態か、あるいは不法な状態で占有される。誰にでも開かれた、手に届く空間（必

ずしもつねに中央集権化されているとも、「公的な」所有権のもとにあるとも限ら

ない）は奪い合いの対象になり、場合によっては譲渡されることもあっただろう。  

「場所を作ること」はこの過程をめぐってまた異なる視座を提示する。ちょうど

「暦の作成」といった現象が比喩として使えるだろう。つまり、秩序を作って、

相異なる方法で時間に正当な性格を与えることでもある。現在では、メンタル

マップと、自宅にいるかのようにくつろいだ気分と、ある雰囲気と場所に対する

感情的な関係の経験とを結びつけることが可能な実際の用法のパターンに加え、

とりわけ何にもまして場所への愛着が強調される。特定の関係や、明らかな指標、

あるいは所有権ですら中心となる。宗教実践と象徴はその道具として用いること

ができるが、グルーピングの過程や、ネットワークの形成や親密な組織はより直

接に関連する。小さな神殿や袋小路、近所の、あるいは広く知られた聖域はこの

ような場所の形成の結果かもしれない。時にそれは聖化され、ときに聖化されな

いこともある。ここで、我々はいっそう「宗教」とみなされる実践の詳細に踏み

込もうとしている。それでもそのような場所もまた他者によって濫用されたかも

しれないし、1980 年代以来の大潮流42、あるいは、ほかの誰かや（ネイションの

ような）もっと大規模な集団が、あるいは単純にここ数十年の京都で目撃された

殺到する観光客の群れのような集団が43「伝統」を主張することで専有物の座を

奪われたかもしれないのである。 

最初の定義から示唆されるのは、ここには宗教をめぐるコミュニケーション、

すなわちほかの文化実践には適用不可能な関係をめぐる理念は、特定の空間的性

質を備えているということである。場所をつくることは「住まう」ことと同じ行

為とみなすことができるかもしれないし、それはしばしば宗教実践によって達成

され、宗教をめぐるコミュニケーションはトマス・ツイードの指摘に括弧をつけ

て強調して引用するならば、本来「横断（crossing）」の実践であるともいえる44。

「宗教」はここでは、いま、ここ、に生じる改めて問うまでもない状況を（まぎ

れもなく単純な意味で）越えてゆく行為として定義
．．

されている。此方 hic と彼方 

illic の関係の調和をはかることは、以前から困難であった。ジョナサン・Z・スミ
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スが定式化したような、家庭や公的空間といった多様な祭場の性質によって規定

された祭儀において、ここ here とむこう there の調和をはかる事例である。宗教

にかんするコミュニケーションの根本にある媒介性
エージェンシー

を用いた場所の横断に言及

するときは、礎を提供する事象として位置づけられた「軸の時代」において出現

する超越や、それに先立つ物質的象徴
イ コ ン

や表象と現存、神人同形説に拠る形象、あ

るいは神人同形説に拠らない形象、イメージあるいはイメージの欠如をめぐる討

論を待つ必要はないといえる45。 

都市化が空間を稠密にすると同時に区分を設け、より大規模な包摂（あるいは

罠の設置とすらいえるだろう）と排除をもたらし、さらには「宗教」として定義

されて「都市的」共同体が認識されるよりもはるか以前から発展をとげてきた行

動の種類に関わるものであるならば、それは都市化を助けながらも衝突する独自

の現象であり、少なくとも実効性のある遠隔コミュニケーションの登場以前から

存在するだろう。この視座に立てば、宗教のための場所は同時に a)どこにもない

場所、すなわちマルク・オージェのいうアイデンティティをもたないトランジッ

ト・ゾーンというよりも、ミシェル・フーコーのいう経験を越える意味でのヘテ

ロトピアである46と同時に、b)特定の都市的アイデンティティの指標となり、そこ

に注意を喚起し、しかも強化する場所である47。儀礼はミニアチュア化され、ある

いはヴァーチャル化されるが、祈りは心のなかでどこででも
．．．．．

行うことができる。

都市における表象による統制の技術は、宗教の実践が知的な討論や聖典や儀礼の

実践よりも儀礼への注釈を主な関心とするようになると、逃避の場として用いら

れがちになった。宗教と都市化のもつれという複雑な観念を扱うためにも、この

様相は検討を要する。 

 

 

3. 宗教と都市化 

宗教は単なる所与のものではないことは、宗教研究者にとっては自明のことと

なりつつある。宗教とは、その限界と有用性をめぐる開かれた議論が受け容れら

れるようになるために解明されるべき学問上の構成概念である。ほかの場所でも

論じたことであるし、ここでも簡潔に素描したが、行為者
ア ク タ ー

中心型の場合、キリス

ト教的偏見あるいは西洋的思考に依拠している、というありふれた批判とともに

出現する陥穽の多くを回避し、空間のなかの実践としての宗教モデルを構築する

余地を与える。「都市的」そして「諸都市」という表現すらも概念の位置づけは

そう大差ない。自己言及に先立つ圧倒的な証拠があるとはいえ、この種の用語に

はさらに詳しい説明が必要だ。現在の都市の成長に直面していると、このような
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細部は検討しなくてもよいように思われるが、近年の「都市的成長」は、我々が

知らなかっただけである程度は共同体が都市共同体の各部分に再分類された結果

であり48、それらは共同体の変化のパターンというよりも行政上のさまざまなア

プローチと都市の理念の反映でもあるということを我々は知っておくべきである。

（グレーター・）ロンドンのような都市からは、このような概念化がいかにして

数十年のうちに変化をとげたりとげなかったりするかが示唆される。「都市的」

とはなにか。それは分類と宣言の問題であって、統計的事実の問題ではない。  

私は「都市」を、「田舎」「原野」「文明化されていない」あるいは（少なく

とも時々は）より侮蔑的ではない「村」や「郊外」といった表現で描写される「都

市ではないもの」との相違をおのずから明らかにする対象言語として扱う。つま

り、「都市」とはまさに人々が差異を作るために、そしてしばしば（遊牧のよう

な定住しない形態や移牧も含む）共同体の形態に序列を与えるために用いる分類

操作の探求へと招く概念である。 

以下、私は「都市的」を、（全員がひとりひとり顔を合わせることが可能な 150

人をはるかに越える規模での49）大人数が稠密な共同体を形成するパターンを含

意するメタ言語的表現として用いる。その特徴は、それぞれが相互に濃密な関係

を結んでいることにある。しかし先に述べたように、そこには文化上も歴史上も

さまざまな意味で同じように「都市」としてみなされるほかの共同体という外部

とのつながりも存在する50。第二の要素として、重要な因果関係をふたつ挙げる

ことができる。都市共同体はきわめて遠い地点にしかコミュニケーションの結節

点が存在しないかもしれない場合であっても、ばらばらに独立して現れるのでは

なく、ネットワークの形態で出現する。また、都市的環境における多様性は地域

による差異と距離の制約があったしたとしても、数がもたらす単純な効果を凌駕

し、文化間の接触と移住によって強化される。 

その議論を前提に、私はエルフルト大学の歴史学者ズザンネ・ラウの見解に同意

する。ラウの見解は次のようである。「都市化」と、あるいはより端的にいえば、

さまざまな都市化現象と「都市性」を区別するとき、「都市化」を「都市共同体」

の成長とその伝播という相異なる性質をもつ両面を備えた道（つまり「都市空間

の定礎と受容と適用の歴史」）に見立てる。また「都市性」を、住民自身が（「都

市」を定義していることはここでも改めて言及しておくが）「都市」に住んでい

るという実感を得ている、という事実によって定義される、さまざまな都市にみ

られる特定の生活のやりかたとして理解する51。それは、ここに生じる宗教の変

化を観察するための「レンズ」を提供するより広い意味での歴史の過程としての

各種の都市化現象である。このことは、たとえばクリスティアン・シュミットが
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「地球規模の都市化」と診断したような現象が成就しつつあるという主張に抗っ

て眼をつぶるものではない52。それは都市的な生活の方法の諸要素として認識さ

れ、遠く離れた場所でも模倣された、とりわけその結果として都市への移住をも

たらす、不均衡で覇権主義的な都市性の一部である。それでも「都市的なもの」

は、都市の外部における修道院の建設であれ、庭園都市や離島で展開される「自

然に帰れ」であれ、移住からオルタナティヴな生活と共同体の様式までをも包含

する、暴力的な、あるいは心からの、ともいうべき拒否反応を導く。媒介者
エージェント

がそ

の場から後退する「都市的なもの」か、あるいはそこに吸収されることを拒む「非

都市的なもの」であるかどうかは重要である。少なくとも宗教史においてはそう

である。今日の「グローバル都市」は気候変動や人口問題や持続可能性への解答

である、という都市科学研究者の主張は正しいかもしれないが、イデオロギーに

対する懐疑、つまり、基本的にはそのような主張は都市という覇権的なイデオロ

ギーの一部なのではないかという疑念の吟味に耐えるものでなければならない。

宗教に関する主張と同様、都市的なものにたいする主張を注視しながら、自己言

及性を我々のこの企てでも保つことが必要である。  

 

 

4. 都市化のファクターとしての宗教 

宗教と都市化の議論において、宗教が破壊的な効果を及ぼす可能性が言及され

るようになってきたのはごく最近のことである。排他主義者の集団が醸成しがち

な緊張と、彼らが原因となって生じるかもしれない分断と、宗教がそれとは相異

なる差異の次元で強化するかもしれない緊張と分断は非常によく似ている、とい

う観察がこのとき指摘される53。たとえば本稿でも簡潔に素描したフュステル・

ド・クーランジュが行ったような複雑な現象の再構成から始めようとしてもうま

くゆかず、むしろ権力を正当化したり、人々の連帯を増大させたりする方法とし

ての宗教が注目されてきたのである54。対抗勢力や周縁化された媒介者
エージェント

にとって

だけではなく、権力を持つ側にとっても媒介性
エージェンシー

の拡大の道具となって、 宗教に

かかわるコミュニケーションは、罠に掛け、支配し、単一化するかと思えば多様

性を固定化してほかの独立した空間を調琢する、という特徴を備えて、都市に緊

張をもたらすいずれの側にも見いだされてきた。宗教と都市化の関係の分析は、

都市化以前、そして都市化の初期の定住時代にまで遡って、複雑で矛盾をはらん

だ系譜をたどって行われねばならない。 

さまざまな叙述のなかで、宗教は現実に都市を定礎する道具として用いられる。

媒介者
エージェント

にはより幅広いことができるものだ、とする視点からすれば、 適 用
アプロプリエーション
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の戦略にかかわり、場所を聖なるものとし、聖化さえもするという宗教実践のそ

のほかの属性はいっそう重要に見える。都市的共同体における多様性と稠密性に

注目すると、宗教に関わるコミュニケーションとその場所と人とのつながりは、

不適切に定義された空間の外側に「場所」を築くのに役立つ55。古代ローマでごく

早い時期から強制された共同体の空間と墓域の分離は、祖先や葬儀の実施と祖先

祭祀を往々にして諸都市の壁の外側のあいだに広がる空間に結びつける戦略の原

動力となった。おそらくかまどと家屋に見いだされて神名を与えられた神格ラレ

スの概念が分離されたことで、居住空間と死者に強い関わりをもちえなくなった

場所の適用を可能にしたのかもしれない56。 

ここで提起された議論をまとめるにあたって、宗教実践はすべての、あるいは

ほとんどの都市化の過程においてもっとも重要な要因だった、とは私は主張しな

い。しかし宗教実践は、ごく初期の段階から重要な要因だった。そのようにして、

それは都市共同体において、徹底的に多様性と権力の複数性をともにつくりあげ

てきた要素ではないにしても、それらを作る力を与える要素ではあった 57。都市

に留まることも、他者とは違う存在でありつづけることもできたのである。これ

らのすべては都市共同体の歴史において宗教実践が都市の地誌や建築を形成する

だけにとどまらず、このような共同体の記憶と「伝統」に立脚した「ブランディ

ング」をも行ってきたということを否定するものではない58。はるかに根本的な

のは、宗教は支配と統治には可能な限り、都市における憧憬と場所の構築をもっ

て応えてきたということである。奈良からテノチティトランに至る事例を媒介に

検証するに値する仮説である。 

 

 

5. 都市化された宗教 

宗教とは、都市共同体のなかに偶発的に生じた巡礼地の発展、または他の理由

や後の歴史叙述の潤色のために案出された都市の定礎のために行われる定礎儀礼

の適用をはるかに越える要因である。そうだとしても、私はこれらの配列は重要

ではないと示唆するつもりはない。しかし、このような制度化された宗教の実践

や、思想や、社会的形態はまた、変化という語で表現するにはあまりに大きい変

容を蒙った。すなわち、それらは都市の状況に応じて形成されるのだ。都市の状

況とは、都市の空間や、都市共同体におけるほかのさまざまな特徴のことである。

私にとって、この領域は回顧と集大成の対象というよりも、今後数年の研究の中

心にある。したがって、私はここでは因果関係について論じるよりも、豊かな結
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実の可能性を示唆しながら、最初の暫定的な観察を提供することしかできない。

ここでは六項目を具体的に列挙する。 

1) 宗教は何千年にもわたって、もっとも内在的な形態からもっとも超越的な形態

までもが、祭司王59からシャーマン60へ、そしてローマ帝政初期から 21 世紀の為

政者に至るまで、権力の固定化と権威の付与に寄与してきた。稠密に構築された

都市の環境において、宗教がこの機能を継承しようとするならば可視化されなけ

ればならない。しかも印象深く、永続性のあるかたちで。宗教の「記念碑化」は

現在ならモスクワにも、バンコクにも、イスタンブルにも、マッカにも見られる

が、その他多くの土地でも過去と現在にわたって同じように広く見られる現象だ。

記念碑的な意義をもつ聖なる場所は、祖先たちと同じくモノのなかにも見いださ

れるあいまいともいえる神々の姿や混淆の進んだ神性の概念といった背景と対置

されるが、場所を永続的に宗教のために用いるだけにとどまらない。それらは神

格の性質を定義し、特定の場所と結びつけられるとともに物語によって細部まで

練り上げられた神々や聖人として体系化し、イメージ、つまりますます安定した

物質的象徴
イ コ ン

と名辞と叙述のネットワークを作り上げる。このような（神々または

聖人にもとづく）複雑な多–神教の安定形態は、都市化以前の共同体には想像しが

たいし、さらに細部まで練り上げられた超越的な神性の観念を無視して作用する

こともある。 

2) 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての爆発的な都市の成長の時代を生きたヨー

ロッパの思想家たちは、都市に住む人々のために新しい環境が必要だ、と強調し

た。都市の生活は主体化の新たな形式を求め、また創出した。個人はメンバーと

して加入した（個人をさして「彼が」と表現するのは、書き手たちが男性だった

からだ）さまざまな社交サークルによって人格を形成され、社交のなかで出会う

ときには互いの距離を模索しなければならなかったが61、新たなタイプの「個人

化」は環境の流動性も、つねに遭遇の機会がいかに重要であるかを念頭におく状

況にも適応可能だった62。宗教にかんしていえば、その主題は祖先とその人（やそ

の人たち）自身の住む場所とのつながりを失った63。祈り、瞑想、修徳修行のよう

な宗教実践は都市に住む人の自己鍛錬の新たなかたちをもたらした。この過程は

すでに世界中の前近代の諸文化と同じく、古代の環地中海圏の諸都市にもみられ

たことである64。 

3) 都市化が宗教上のコミュニケーションの軸の両端をたゆまず変貌させつづけ

たのであれば、それらをメディアが仲介するようになるという結果がさまざまな

場面で生じたことになる。群衆が集う複雑な都市を統治するための課題、たとえ

ば生活必需品の集積と貯蔵と分配の実現における課題が生じた結果、記録や広義
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の識字のシステムが早くから形成された。宗教に関わるさまざまな行動に採用さ

れた関係や資産の譲渡は、その影響を受けて発展した。奉納物の奉献のさいには

奉献者と被奉献者の名が耐久性ある方法で可視化され、記録されることが可能に

なった。複雑な祈りは召喚されるもろもろの力には解読できるように、しかし人

の目には、とりわけ呪術の対象となった人物には解読できないように、呪文の形

で発展させることが可能になった。しかし、宗教における聖典化は進んでいった。

テクストが作成されると、より簡潔でくり返し唱えられる祈りや讃歌の制作ばか

りか、儀礼実践の体系化や、このような実践にそれぞれに意義を付することも、

究極的には神学として結実する聖典と、呼びかけられる対象にかんする体系的な

省察が容認されるようになっていった。系譜と歴史叙述は輪郭の明確な（そして

しばしば論争的な）アイデンティティと主張とを創出した。中世から初期近代に

かけての秘儀文献は、現代のインターネット宗教の先駆ともいうべき宗教実践の

ヴァーチャル化のために著された。暦と地図は同様のプロセスの結果である。宗

教は、都市の行政によってさまざまな挑戦を強いられていた空間よりも時間の体

系化において若干ではあるがより重要な役割を担うようになったのである。 

4) このような活動はどれも専門家を大いに必要とした。同じ場所に非常に多くの

人々が住み、非常に多様性に富む交易が営まれ、中心地における専門分化が要請

された（あるいは要請される可能性があった）結果、宗教的伝統においては、反

動を伴う職業の細分化がもたらされた。前述の過程に支えられ、またその価値に

寄与しながら、専門分化は宗教の文脈だけでなく、とりわけ都市のなかで進んで

いった。奉納や祭式 pūjā のための菓子を製造したり、占い師としてサーヴィスの

前売りをしたり、魂のケアを行ったり、聖域の管理を行ったりする者たち、すな

わち宗教に関わる専門職と祭司たちは、ジェンダーや社会的地位や教育や富の度

合い、という壁の向こうへと簡単に輸出されてゆく事象に沿った宗教に関わる行

動の一部であった。 

5) このような専門家は、一見、複数の組織化された宗教の定礎にみえるが、いま

は代替となりうるものを越えてゆくと思われる一貫性のある発展をしばしば支持

した。原初から、そして今日ではさらに、都市という場所は強い緊張のもとにあ

る。権力者のみならず、対抗する可視的な勢力や、まだ見えざるものを図像化し

た史料も不可視の力が支柱になりうるのだと主張した。宗教に関わる行動は同じ

ように、小家族でも拡大家族でも、近郊においても都市間のネットワークにおい

ても、数多く生みだされる小規模な集団の形成に寄与することができた。共有さ

れた宗教実践と宗教の場所は、このような集団の形成と定義に大いに寄与し65、

関わりのなかった人々がまさに団結する場としてのエスニシティすら作り上げた66。
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このような集団は、想像の共同体であれ、実在の共同体であれ、個人化の過程に

おいて発達した宗教の選択肢を安定させた67。宗教に関わる行動と思想は都市住

民のあいだの差異の固定化とならんで、住民の均一化にも利用されたようだ。 

6)「宗教」が都市の宗教史の遺産として広く浸透した伝統であるならば、「世界

宗教」という形態での宗教のグローバリゼーションあるいは宗教の普遍化は、互

いに少なくとも同じ程度には広く浸透した伝統である。都市がたんなる人々の集

積地ではなく、内外への流出の結節点であるならば68、都市的であること、すなわ

ち自己言及的な都市性の言説は、常にほかの諸都市への言及と比較を含んでいる。

このような言説と都市間のネットワークにおいては、内在的あるいは超越的な「彼

方」を焦点とする実践としての宗教の空間的次元が展開される。他の諸都市や土

地への言及はあらゆる局地性を越える言及、すなわち天界や冥界のようなどこで

もない場所への言及と同じく、宗教における媒介者
エージェント

の独立性を支えている。それ

らは確かに都市に生じる悪意や迫害すらからも回復する力を作り上げる助けとな

る。このような観点において、都市は所与の前提であるだけでなく、宗教的言説

の主題でもある。しかしここでさえ、宗教は知的言説を越えてゆく。宗教と都市

は「成就しつつある」なにかである。 

 

 

6. 結論 

現在を中心におく偏見を乗り越えようとするとき、必ずしもすべての場面にお

いて「都市的宗教」の概念を援用することはないが、筆者の議論は以下のように

要約される。(1) 我々は宗教実践の空間的性質をいっそう親しく理解しなければ

ならない。(2)「都市のなかの宗教」や「宗教と都市」といった時間を超越した組

み合わせを、宗教の変容と都市化の連関に注目して乗り越えなければならない。

このような歴史的な企てを論じるさいに、以下の論点は有益だ、と結論づけるこ

とができる。(3)宗教を（能動的な）媒介者
エージェント

として (4)（受動的な）犠牲者である

と同時に都市化の過程に備えてそこに関わってゆく媒介者
エージェント

として、(5)都市の状況

に反応して適応した結果、都市性の一部となり、また集団を形成する媒介者
エージェント

とし

て分析すること。筆者は「都市化」と「都市化された宗教」を対になる名辞とし

て提示し、同じ現象の複合体において相異なるが、互いに関連する視座として示

した。 

 本稿の主題となる議論は、宗教と都市化のあいだに生じる歴史上の偶発的な関

係というよりも、両者の概念上の関係についてでもあったから、宗教と都市性が

互いを形づくる状況は宗教的コミュニケーション特有の空間的特徴であり、祈り
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のように単純な行動においても、方法と多層的な意味において、状況を越えたも

のごとに、物理的に離れた場所とヘテロトピアを参照させるが、同時に特定の場

所を状況に応じて適切なものとするための基本的な道具でもある。このように、

宗教実践はローカライゼーションと同様、グローバリゼーションとも両立可能で

ある。しかし、それらは第三項、すなわち距離上の遠さと近さとも両立可能であ

る。宗教実践はまた空間の性質の重要性を、つまり場所の空間的制約を無視して

「どこにもない場所」を利用するにとどまらず、それを作り上げるものとして奉

仕することができる69。これはジョナサン・Z・スミスのいう「どこにもない場所」

として翻訳可能であり、あるいは超越の名をもって、宗教史研究における古典の

多くが宗教に帰してきた独自の性質へのアプローチを可能にする。それでも、こ

の誘惑に対抗せよと筆者は勧めたい。空間的な視座のもとによってのみ、どこで

もない場所を見ることができるからである。  

 

訳者：中西恭子（東京大学大学院人文社会系研究科研究員  

／津田塾大学ほか非常勤講師） 
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イラン・アメリカ関係がイランの女性運動に与える影響 

－アフマディーネジャード政権期から現在まで－ 

 

中西久枝 

 

 

要旨 

1979 年のイラン革命来、イランはアメリカと外交関係を断絶し、イラン・アメリ

カ関係は今日まで対立的であり、緊張に満ちている。両国関係は、アフマディー

ネジャード政権以降特に先鋭化する傾向にあったが、それはイランの女性運動の

動向にも影響を及ぼした。本稿では、イランの国家アイデンティティでもある「殉

教者精神」がフェミニズムやジェンダー平等という世俗主義的な思想を背景とす

る女性運動にどのように作用したか、それに対する女性活動家たちの応答はいか

なるものであったのかを分析する。そして、イランで唯一存続している女性雑誌

『ザナーネ・エムルーズ』（Zanān-i Imrūz,今日の女性たち）の言説を読み解くこと

で、女性の権利に関する言説がイスラームの枠組みを超克していることを指摘す

る。そこには、イランのイスラーム体制のイデオロギーと市民社会の希求する人

権との乖離が見られる。 

  

キーワード 

イラン、女性運動、ジェンダー平等、シーア派アイデンティティ、フェミニズム 
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1. 序論 

イランとアメリカの関係は、2002 年に核開発疑惑問題が浮上して以来緊張して

いる。2015 年の核合意の前後は、緊張がやや緩まった。しかし、2017 年のトラン

プ政権発足後、アメリカによる一方的な経済制裁が強化され、イラン経済は大打

撃を受けている。本稿は、アフマディーネジャード前政権から今日までのイラン

における女性の権利拡大運動に焦点を合わせ、その動向がアメリカとイラン関係

の緊張関係と無関係でないことを描く。 

従来、イランの女性運動についての研究は、イラン国内の政治社会状況の文脈

で描かれる傾向があった。1これまでの研究では、1979 年のイラン革命後、女性の

法的権利がイランの体制のイスラーム・イデオロギーによって影響を受けた点、

また女性の家族関連分野での法改正の動向が改革・穏健派対保守・強硬派という

対立関係によって推移したことなどが明らかにされてきた。2しかしながら、たと

えば保守的な前政権期に女性の権利は縮小したのは事実であるとしても、その後

現政権が穏健派路線に変化しても、女性運動は必ずしも活性化しなかったのは明

らかである。言いかえれば、単に保革の差のみで女性運動が変化するわけではな

い。 

イランの女性運動をアメリカ・イラン関係の視点で分析した例外的な研究とし

て、ナヤレ・トヒーディーの研究がある。トヒーディーは、イランの女性運動が

中東及びアメリカでのトランスナショナルな運動の影響を受けていると指摘した。

また、トヒーディーは、2006 年以降のインターネット上を舞台にした、女性の権

利拡大を要求する署名活動などがいかにアメリカのイラン人コミュニティとの連

携で支えられていたかを論じている。3 

他方、筆者は、イランにおける女性運動の道程は、イラン・アメリカ関係の変

化と女性運動の推移の連関性に着目して分析する必要があると捉えている。それ

は、イランの人々が、アメリカの一方的経済制裁下で日々刻々と厳しくなる生活

環境の中で生きているからである。言いかえれば、過去 40 年間、アメリカとの外

交関係の断絶によってイランの政治環境が大きく作用され、その結果女性活動家

を含むイランの人々の生活のあらゆる面にアメリカとの関係が影を落としている

のである。最近数か月のリアル通貨の大幅な下落で失業率が急上昇しているのは、

その一例に過ぎない。 

イランとアメリカ関係の背後にあるのは、一つにはイランの国家アイデンティ

ティである。アメリカという大国と対峙しているイランの政治指導者たちが国民

に向かって語るときは、世界政治における独占的な権力、世界的パワーの圧力や

陰謀と言った表現が頻繁に使用されるが、これらはアメリカあるいはイスラエル
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を言及し、イランはこれに対抗していると言う。こうした言説は、イランが「サ

バルタン国家」の特徴をもっているがゆえだと言う主張がある。4サバルタンとは

端的に言えば,権力構造から疎外され、覇権を掌握することができない人々を指す。

「イランの国家体制は、国家内でも国際的にも究極的には覇権を掌握できなかっ

たため、カージャール朝以来体制変換が起こり、その性格は現体制でも続いてい

る」と、サーフィーは指摘している。5他方、革命後のイランで女性の諸権利が多

く剥奪されたと捉える研究者たちは、イランの女性活動家たちが学生運動や労働

運動の担い手と同様、サバルタン的存在であると評価しがちである。6 

これらの研究では、国家としてのイランもイラン国家内の女性たち、とくに女

性活動家たちもともにサバルタン的存在として捉えている。確かに制裁下のイラ

ンはアメリカの多大な影響下にある。また、イランの女性活動家たちは出版活動

停止に追い込まれることがあり、政府の言論統制の下にあると言える。政府の国

家権力をスピヴァックの言うところの「支配」と捉えるのであれば、女性活動家

たちは「社会的な従属集団」だという見方は可能であろう。 

しかしながら、現実には、国家としてのイランは完全にアメリカの覇権に屈し

ているわけではなく、現にいまだに核問題が解決していない事実はイランのアメ

リカの覇権への挑戦が継続していることを示している。また、イランの女性たち

は、現にイランの国内外で出版活動を今日まで継続している。その意味では、国

家としてのイランもイランの女性活動家たちのいずれもそうした術語で語ること

は、支配と周縁あるいは従属といった二元論的な鋳型にはめて分析することにな

る。つまり、こうした見方では、国家と市民社会のあいだのダイナミックな関係

が単純化されてしまうのである。「サバルタンは語ることができるのか」という

テーゼに対して、「サバルタンは語る」のであると、女性活動家たちの語りを変化

の担い手（エージェンシー）として捉える研究もある。だが、そもそも「サバル

タン」という用語を活用すること自体が、女性たちを社会的な従属集団だとレッ

テルを貼ることになるのではないだろうか。7 

本稿は、こうした研究動向を踏まえ、イラン・アメリカ関係の悪化の背後にあ

る国家のアイデンティティとその顕現がイランの女性運動にどのように影響を与

えたか、まず検討する。そして、女性運動活動家たちはそれらの影響に対しどの

ように応答したのか、イラン・アメリカ関係が軍事的衝突の可能性まで指摘され

るほど悪化したアフマディーネジャード政権から現在までの期間に焦点を合わせ

て分析する。 

そのため、本論文では、イラン・アメリカ関係の悪化のプロセスを最初にレ

ビューし、その中でさらに強化された「殉教者精神」と女性運動の特色との関連
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性について述べる。第 3 節では、イランのフェミニズムについて、イランにおけ

る国家と市民社会の相互作用を論じ、第 4 節では、ジェンダー平等を主張しつつ

イランのフェミニズムの潮流とは一線を画す新たな思想として、現在イランで唯

一存在する政治論評誌としての女性雑誌『ザナーネ・エムルーズ』（Zanān-i Imrūz,

今日の女性たち）の思想潮流を分析し、イランの国家と社会関係について光を当

てる。 

 

 

2. イラン・アメリカ関係の悪化とイランの女性運動  

2.1. アフマディーネジャード政権期のイラン・アメリカ関係の悪化 

 イランとアメリカの関係は、1979 年のイラン革命後におきたアメリカ大使館人

質事件が大転換点であった。その後のイラン・イラク戦争（1980～88 年）を経て、

戦後復興を遂げたイランは、1997 年のハータミー政権下でイランとアメリカの外

交対話が模索され、アメリカ・イラン関係は改善するかに見えた。しかしながら

2001 年の 9.11 事件以降、イランはブッシュ大統領によって「悪の枢軸」国と称さ

れた。その後の米英主導の対タリバーン戦争と対サッダーム戦争により、イラン

とアメリカの関係は緊張に満ちたものとなり、イランは、その東西両隣国に米軍

が駐留する状況の中で、自国の安全保障政策を構築することとなった。 

2005 年 6 月の大統領選挙で成立したアフマディーネジャード政権は、まさにこ

うした状況下で成立した。いわゆるイランの核開発疑惑問題は、ハータミー政権

下の 2002 年、イランの反体制派勢力による宣伝活動により始まっていた。しか

し、2004 年 11 月から 2005 年 8 月までの約 9 カ月間、イランはウラン濃縮活動を

停止し、欧米とイスラエルによるイラン脅威論は、ハータミー政権下では本格化

することはなかった。8イランの核開発問題が国際的な平和への脅威と捉えられた

のは、まさに 2005 年以降である。国連の安全保障理事会決議で、イランのウラン

濃縮活動に対する停止を求める最初の決議が採択されたのは、2006 年である。 

アフマディーネジャード前大統領は、反米、反イスラエルを意味する多くの問

題発言を行ったことで有名である。彼は、ホロコーストの有無に関する発言によ

りイスラエルとの関係を悪化させ、核開発疑惑によって欧米及びアメリカ、イス

ラエルがイランに対する脅威の念を高める結果となる言説を繰り返した。その結

果、アメリカ主導の対イラン経済制裁が一方的に課されていくのと同時に、イス

ラエルとアメリカからは軍事攻撃の可能性が示唆された。当時イランは、大統領

の過激な戦闘的な発言とそれに対するイランの脅威論の高まりがスパイラル的に

発展していき、いわゆるアメリカとの関係悪化の負の連鎖の中に置かれる状況下
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にあった。 

大統領のこうした攻撃的な言説の背景には、ハイマンがすでに示唆しているよ

うに、内なる「連帯」を目指す「我々イラン人」と外部の敵対勢力であるアメリ

カという二項対立的な世界観がある。革命以来ホメイニー師が掲げてきた「被抑

圧者の解放」という政治スローガンは、革命防衛隊がイラン・イラク戦争期に前

線で戦う際に強調されていた。アメリカ、イスラエル、イラクのサッダーム元大

統領は言うまでもなく抑圧者であり、イラン・イラク戦争で戦死した革命防衛隊

員は殉教者として位置付けられた。9 

イランのこの殉教者精神ともいうべきものは、シーア派のアイデンティティと

して極めて重要なものである。この精神は、外敵がイランに圧力をかけるほど高

揚し、抑圧者と果敢に戦うイランの連帯意識は強化される傾向がある。イランが

欧米から核問題で圧力をかけられ、アメリカからの軍事攻撃の可能性が高まれば

高まるほど、イランの独立と抑圧者であるアメリカへのレジスタンスは、イラン

の国家アイデンティティとして重要性が高まる。10 

アフマディーネジャード政権は、ハータミー政権の対話型外交を一転させた。

その一つが、原子力政策である。同政権は、「原子力」国家となる野望を国家戦略

の一つに掲げた。インド、パキスタンなど核保有国として自ら宣言した国家もイ

スラエルのように保有を宣言しない国家のいずれの場合も、核保有していること

を国際社会が許していることに対する不満がイランにはあったと言われている。11 

イランにとっての核開発は、核抑止などの軍事戦略的な重要性とは別に、国家

威信にかかわる問題でもある。優れた科学技術の成果としての原子力エネルギー

開発は、イランにとって欧米の圧力に屈しない技術大国としての自尊心を持つ上

で高い意義を有していた。また、イランの国家威信については、アフマディーネ

ジャード前大統領は、2006 年 9 月 19 日の国連総会で以下のように述べた。 

 

「アジア、アフリカ、欧州、アメリカのすべての市民はみな平等である。しか

し、国際法が認めた権利の行使において国家は対等の関係になく、権利の行

使は大国に翻弄されている。」 

 

そして、大統領は、アメリカと対等の関係にあるべきイランは、アメリカの抑圧

と攻撃的行動には屈しないことを強調した。12こうしたイランの国家威信は、一

般大衆のあいだで共有されることで、統治の正当化が担保されると考えられた。

アフマディーネジャード政権は、革命後肥大化した経済格差をいかに埋めるかと

いう課題に直面した。革命後層が厚くなったと言われる中産階級に対しては補助



一神教学際研究 16 

80 

金制度によって、その下に位置する革命防衛隊及びバスィージと言われる治安組

織とその家族に対しては、様々な優遇措置を講じることによって、権力基盤の強

化を図った。その心情は、殉教者の崇拝ともいうべきシーア派特有の性格を帯び

ていた。13革命防衛隊と義勇軍として活躍したバスィージの兵士たちは、イラン・

イラク戦争で犠牲となった。彼らはシーア派の年中行事であるアーシュラーの際

には、殉教者として崇められ、犠牲者の遺族は殉死した家族の写真を持って市中

を行進するのである。では、こうしたアフマディーネジャード政権期の殉教者精

神は、女性運動への動きにはどのように働いたのだろうか。次節ではこの点につ

いて分析する。 

 

2.2．イランの女性運動 

 イランでは、革命後の「法学者の統治」（ヴィラーヤテ・ファギーフ）制度が採

用され、宗教指導者（ウラマー）が国権の中枢で国家を統治する体制となった。

革命前のパフレヴィー朝（1919～1979 年）時代には、家族保護法が 1967 年に制

定され、1975 年に更なる改正が進み、女性の結婚年齢の引き上げ、女性の側から

離婚を申し立てる権利などの面で、家族法上の女性の権利が拡大した。パフレ

ヴィー朝時代から、イランの民法典は完全に世俗化はせず、シャリーアを法源と

する法律は 1928 年の民法典以来温存されていた。他方、革命後は、家族に関する

条項を規定している民法典は、「イスラーム的原則に従えば」という条件が付随し、

シャリーアの解釈権を持つ宗教指導者の権限は統治体制の変化とともに強化され

た。 

革命後 1975 年の家族保護法はイスラーム的でないと言う理由で廃止された。

女性の最低結婚年齢は 15 歳から、革命直後は 9 歳まで下がり、ハータミー政権期

には女性は 13 歳になった。子どもの親権や遺産相続など、結婚、離婚など家族に

関わる女性の権利が革命前より後退した。一夫多妻婚も革命前より制度上より緩

和された。 

端的に言えば、女性の権利は、「神の前では男女は平等であるが、生物学的な性

差ゆえに男女の権利は異なり、相互補完関係にある」という革命の思想的中核を

担ったアーヤットラー・モタッハリーの打ち出した考え方が、革命後は優勢になっ

た。14 

革命後女性の知識人たちは、こうした動きに反発し、新聞、雑誌などの出版活

動を通じて、民法改正を訴えた。いわゆる女性が編集者でありかつ記者でもある

女性雑誌は、1980 年代から 20 年間相次いで出版された。15シーア派の神学校が集

中するゴムで出版された保守的な雑誌から、フェミニズムを標榜する進歩的な雑
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誌まで多様な出版物が勢ぞろいした。ハータミー政権期がイランにおける女性雑

誌の出版活動が量的、質的ともに最も拡大した時期であった。革命後、女性活動

家たちは、あるときは国会の場で国会議員として、他方では女性雑誌の出版を通

じて、女性の権利拡大を求めて運動した。その担い手は、イスラーム主義者から

世俗的フェミニストまで幅広い層であった。こうした絶え間ない女性運動の活動

家たちの活動が功を奏し、女性の家族関係における権利は、1990 年代の終わりま

でには一定の改善があった。女性の側から離婚を申し立てる権利は 90 年代の終

わりまでには２桁まで条件が増えた。16 

こうした潮流に逆行したのが、アフマディーネジャード政権下の 2007 年に国

会に提出された家族保護法であった。2007 年家族保護法は、正規婚は登録を義務

化する一方、一時婚はその限りではなくなった。一時婚の登録は法務省の規定の

解釈いかんであるとし、登録の必要性を曖昧にし（第 22 条）、一夫多妻制を以前

より容易な手続きで済ませることが可能になった（第 23 条）。また、男性から女

性に支払われる婚資金に対する課税措置が採られた（第 25 条）。こうした点で同

法は革命直後のイラン・イラク戦争当時の状況に逆行するものであったと指摘さ

れている。17革命直後から戦争期には、一夫多妻制や一時婚制度は、「男女の補完

的役割」というイスラーム的価値観に根ざしたものだという言説がモタッハリー

師などのウラマーによって強調されていたからである。18 

アフマディーネジャード政権期の殉教者精神は、女性のヘジャブ着用に対する

厳格化に影響した。2005 年から 2007 年にかけて、イランでは女性がきちんとヘ

ジャブを着用しているかをチェックするいわゆる風俗警察のパトロールが再開し

た。革命後 1980 年代から 1990 年代にかけては、コミテという組織が風俗警察の

役割を果たしていた。この組織はハータミー政権期には影を潜めていたが、同政

権期以降復活したのである。 

ヘジャブの着用については、体制側からは革命後から「正しいヘジャブ」と「悪

いヘジャブ」という差異化が存在し、「正しいヘジャブ」を守る女性が貞操のある

イスラーム共和国の理想的なムスリム女性だとされた。19また、革命防衛隊と並

び治安組織として広い意味での国防に関わってきたバスィージという組織には、

女性バスィージの部隊がイランには存在し、イラン・イラク戦争期には軍事訓練

を受けていた。女性バスィージは、イスラームの革命精神に依拠し、国家の要請

があれば「聖戦」にも積極的に志願する女性としてイラン体制によって位置づけ

られていた。このように、前項で説明したアメリカとの関係が悪化すればするほ

ど、内政面では、イランの殉教者精神は鼓舞され、ムスリム女性の「貞操」の概

念が強調されたのである。理想のムスリム女性像は、アフマディーネジャード政
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権期に、1980 年代の戦争期の焼きなおしがおこり、正しいヘジャブの着用強化と、

家族法における女性の権利の保守化という結果を招いたのである。 

 

 

3．イランのフェミニズム 

3.1. 体制のフェミニズム観―帝国主義支配に与する「フェミニズム」 

 革命後のイランでは、上述のヘジャブをめぐる議論が特にハータミー政権期に

おいてさかんになった。ヘジャブの義務化は 1982 年に実施されたが、公の場でそ

の是非を議論することははばかれる政治的風土があった。それは、ヘジャブが単

に服装に関わる問題ではなく、女性が主体的に服装を選択する権利であり、ヘジャ

ブの義務化は家父長制の象徴など、女性の自己決定権に関わる問題であるためで

ある。 

 特に 2001年以降はアフガニスタン、2003年以降はイラクという 2つの隣国に、

大国アメリカの軍隊が駐留する事態が起こり、イランは軍事的に包囲された。そ

の包囲網の中でイランは国家の安全保障政策を組み立てる必要に迫られた。アフ

マディーネジャード前大統領は、さまざまな場面でアメリカ及びイスラエルを帝

国主義勢力と呼び、イランは帝国主義勢力には抵抗（レジスタンス）し続けると

いう言説を発した。2011 年 9 月の国連スピーチでも、西洋は「偽善と欺瞞」に満

ち、「麻薬の売買や罪のない人々の殺害を容認し」、「帝国主義的目的を追求してい

る」と語っている。20 

 このような情勢下、イランの体制にとって、フェミニズムは、イスラーム主義

のイデオロギーとは反するものだと捉えられてきた。それはイランが、フェミニ

ズムがそのルーツにあるとする西洋へのレジスタンスを国家安全保障の根幹に据

える政策を採ったからである。イスラーム社会における家族の重要性を訴え、家

族に関する規範や既定をより保守的に改定することが、イランの体制側の思想の

中では基軸とされたのである。 

 では、こうした動きに対し、女性活動家たちはどのように応答したのだろうか。

次節でこの問題を取り上げる。 

 

3.2. イランのフェミニズムージェンダー平等への希求  

先述の 2007 年家族保護法が国会に提出されたあと、この法案が女性の権利を

これまで以上に侵害するものであるという声を上げたのは、イランの国内外の女

性活動家たちであった。ただし、イランではこの家族法案以前から、「女子に対す

るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に批准していないことを問題視する
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声が女性たちの側から上がっていた。ハータミー政権期に本条約に署名すること

は国会で承認されたが、護憲評議会が否決し、批准には至っていなかったからで

ある。21 

本条約への批准がない実態に対する異議申し立てと 2007 年家族法案反対運動

は、2005 年の「ジェンダー平等」を求めるテヘラン大学前でのデモに端を発し、

男女合わせて約 600 名が参加したと言われている。222006 年 8 月 27 日にはハフ

テ・ティール広場で「女性の生活への法的影響」と題するパンフレットが配布さ

れ、54 人の女性活動家が女性への差別的立法の撤回を求める、「百万人署名運動」

が始まった。そのパンフレットには、離婚権の男女平等、一夫多妻制と一時婚制

度の廃止、青少年の犯罪年を男女ともに 18 歳とすること、女性の国籍を自分の子

どもに継承させる権利（その後同年、法案可決で実現）、傷害事件及び死亡事件

に対する補償を男女平等にすること、遺産相続における男女平等、名誉の殺人の

場合犯罪者への刑罰を重くすること、証人としての価値を男女平等にすること、

など 8 項目の要求が掲げられていた。23 

 テヘランなど大都市の新興住宅街に住む中間層出身の女性が活動の担い手と

なっていた点、20 代から 60 代までの女性の幅広い支持層を集め、イデオロギー

と社会階層を超えた運動して展開した点などが、実際に活動にコミットした女性

活動家の回想録で明らかにされている。この署名活動は、イランの女性運動史の

中では、最初に「ジェンダー平等」をスローガンにした点で注目される。また、

この署名活動は、2009 年の大統領選挙時に起こった投票数の数え直し事件を契機

に始まったいわゆる「緑の運動」にも合流したと言われている。 

緑の運動に対する評価はいまだに研究者のあいだで確立していない面がある。

活動の当事者であった女性活動家やイラン人研究者の言説は、政府の女性政策が

いかに女性差別的であったか、また女性活動家たちへの圧力がいかに大きかった

かという点に集中し、緑の運動はそれに対して敢然と挑戦したことを強調する。

しかしながら、女性の権利拡大の要求という課題が、緑の運動の中でどの程度の

重みをもっていたのか、客観的に測るのはいまだにむずかしい。活動家たちの語

りはあくまでインサイドストーリーであり、それを文字通り捉えることは学術的

な観点からはむずかしいからである。24 

 すなわち、本論文で重要だと考えるのは、署名活動や緑の運動における女性の

活動の実態や主張する権利の中身ではない。問題はなぜ国家体制と対峙せざるを

得なかったのかという点である。 

 イランにおける女性運動の活動家たちへの軋轢は、程度の差こそあれ、改革派

政権で市民社会組織の数が大幅に増加したハータミー政権期でも不在ではなかっ
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た。ファーエゼ・ハーシェミー・ラフサンジャーニー（故ラフサンジャーニー元

大統領の娘）が『ルーズナーメイエ・ザン』（Ruznāmah-i Zan,女性新聞）を発行

し、その中でフェミニズムの重要性を訴え、1 年足らずで発禁処分となった。ま

た、ハータミー政権期に、『ザナーン』（Zanān,女性たち）という女性雑誌におい

てもフェミニスト的見解はそれ以前より頻繁に現われるようになっていた。それ

は、イランにおけるフェミニズムが芽を吹き出した時期とも言える。しかしなが

ら、フェミニズムは、ズィーバ・ミールフセイニーが指摘するように、「西洋の

影響で扇動された有害なフェミニストたちの逸脱（行為）」だと見做されるか、「イ

ランの体制変換を模索したシオニストあるいはアメリカの仕業（あるいはアメリ

カの仮面かぶり）」であるとレッテルをはられるかのいずれかの場合が多く、時に

は弾圧の対象となった。25 

つまり、2005 年以降、大統領自身の挑発的な発言によって、アメリカとの対立

関係が先鋭化すればするほど、イランはアメリカとイスラエルという帝国主義勢

力である外敵に対しては、イラン・イラク戦争時の殉教者精神で対抗する姿勢を

強めた。この文脈においては、女性の権利の拡大を要求する者はイラン体制によっ

て西洋の帝国主義に荷担している存在として位置付けられたのである。 

 他方、国家と拮抗する関係に陥らざるを得なかった世俗主義的フェミニストた

ちの路線とは異なる道を歩んだ女性活動家がイランに存在する。それがイランで

2020 年 7 月現在唯一の女性雑誌を編集するショホラ・シェルカットである。シェ

ルカットは、1992 年から 2008 年まで、『ザナーン』を出版し、ハータミー政権

期には、メヘランギーズ・カールやシーリーン・エバーディーなどの世俗主義的

フェミニストやアーザム・ターレガーニーのようなイスラーム主義者の女性活動

家と円卓会議を開催し、女性の権利について世俗主義及びイスラーム主義の両方

の立場から議論するフォーラムを形成していた。26 

『ザナーン』は、上述の署名活動や緑の運動が芽生え展開する過程で、2008 年

出版停止に追い込まれている。その後、ロウハーニー政権期に入り、『ザナーン』

は、2014 年『ザナーネ・エムルーズ』という新たな名前で復刻した（以下、ザナー

ネと略す）。『ザナーネ』は、フェミニズムやジェンダー平等といった用語を時

折使用しつつも、女性を取り巻く政治的、経済的、社会・文化的環境をさまざま

なテーマを取り上げることで、フェミニズムを中心に据えていない点が特徴的で

ある。 

 次節では、『ザナーネ』がどのように女性の権利について議論を展開したのか

を分析する。それによって、アフマディーネジャード政権時代の「殉教者精神」、

帝国主義者へのレジスタンスという国家威信に真っ向から対抗するものと捉えら
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れた世俗主義的フェミニズムとはどのようにザナーネのアプローチが異なってい

たのかを明らかにする。 

 

 

4．グローバルな社会派からの異議申し立て 

 『ザナーネ・エムルーズ』（以下、ザナーネ）は、６年間『ザナーン』の休止活

動を終え、出版のライセンスを新たに得て、2014 年に新たな女性雑誌として復活

した。表紙の裏には、社会的月刊誌（Mahnamah-ye Ijtima`i）と書かれている。６

年ぶりに復刻した『ザナーネ』は、早くも第５号で「白い結婚」という社会現象

を論じる論評を出したことで、再び一時休刊を余儀なくされた。その後半年後に

はまた復刻し、国内外でおこっている社会問題を多様なテーマで拾い上げ、時事

問題として報道するという手法を取っている。2014 年から 2020 年 3 月までの７

年間、『ザナーネ』は、多様多彩なイラン国内外を取り上げてきた。その中で、革

命後イランの女性運動の中でよく議論されてきた問題に絞り分析する。ロウハー

ニー政権以前の女性活動家たちの主張がどう引き継がれたのか、あるいは新たな

独自のアプローチを採用したのか、という点について分析する。 

  

4.1. 男女の同棲とイランの結婚制度 

 イランでは、いわゆる「白い結婚」と呼ばれる未婚の男女が同棲する現象が増

えていると言われている。ではなぜこの現象は白い結婚と呼ばれるのだろうか。

イランでは、国民は身分証明書を持ち、国会選挙や大統領選挙など定期的に実施

されている選挙で投票するとスタンプが押される。また、この身分証明書には結

婚して婚姻届を出せば選挙時と同様にスタンプが押される。婚姻届を出すことな

く、事実上の婚姻関係あるいは同棲をするカップルにおいては、この婚姻証明の

ページが空白であることから、「白い結婚」と称されている。『ザナーネ』は、こ

の現象の特集号を組み、イランでの実態に迫る論評を展開した。27 

 本特集号でまず注目すべきなのは、表紙である。買い物帰りと見られる若いカッ

プルが、ほぼ同じ大きさの袋を下げて隣同士で歩いている姿が表紙となっている。

ここには、「ジェンダー平等」を暗示しており、同棲関係にある男女間ではジェン

ダー役割分担が平等であるというメッセージが表現されている。 

イランでは前述のようにジェンダー平等は民法規定においては完全に実現する

ことはむずかしい。ジェンダー平等という概念は、第一期ロウハーニー政権下で

は、国連持続開発目標（SDGs との関連では許容されつつあった。2016 年 5 月、

家族問題副大統領のシャヒーンドクト・モウラヴァルディーは、SDGs の第５目
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標の「ジェンダー平等」の達成が重要だと言及していた。他方、ロウハーニー政

権下においては、女性関連立法で女性の権利の拡大はそれほど進まなかった。 28

その意味で、ジェンダー平等のイメージが示唆的に表紙で表現したところに、編

集者の意図が見える。では、本特集号では、「白い結婚」は、どのように描かれて

いるのだろうか。 

まず「白い結婚―苦痛か救済か」（Iztivāj-i Sefīd: dard yā darmān）と題する記事

では、イランの都市部で増えつつある「白い結婚」の現象が、正規の婚姻関係と

比べて極めて不安定な関係に立脚していると指摘し、社会現象としては問題を孕

んでいると言う。その上で、そうした関係にある女性へのインタビュー記事を掲

載し、女性たちの声を代弁している。そうした声の中に、正規の結婚を女性は望

んでいるが、男性がそれに応じないまま不本意な関係を継続していることへの罪

悪感が描かれている。29 

私たちはいつまでこうした関係を続けるのと私は彼に聞いた。彼は、結婚は

許されていないわけではないが、このままでもいいよねと答えた。私はごみ

を出しに行くにも近所の目が気になってしかたがない。地方に住む親にはと

てもこんなことは話せない。 

この女性のことばには、同棲は社会的に認知されないものであり、故郷に住む

親にも親族にも知られてはならない、隣近所からも白い目で見られるという、後

ろめたさがある。30また、この記事は、「私はまるでシーゲ（一時婚の関係にある

女性を指す）のようである」という表現を女性の語りとして強調している。単に

「白い結婚」が男女間の互いの自由な意思によるとは限らないこと、むしろ、女

性にとっては不利に働くことを伝えている。31 

イランでは「白い結婚」に関して、強硬派から批判的な意見が出ている。結婚

とは、宗教的、社会的、法的な認知が伴うものであり、法的な手続きが取られた

場合のみ結婚と呼ばれるのにふさわしいため、白い結婚という名称そのものに問

題があるという立場である。32 

その後、『ザナーネ』は、この特別号を発行してから一時的に発禁処分となり、

復刻後は表紙ともども記事の内容を変えた。表紙は地味な学術雑誌の体裁になり、

内容も気候変動による干ばつがもたらす水不足問題や児童婚（特にイランでは少

女婚）、ストリートチルドレンなどの社会問題、イランの開発問題を広く取り上げ

るようになった。ジェンダー平等といった国連の持続可能な開発目標に依拠し、

『ザナーン』の時代のフェミニズムから開発問題を女性の視点から描くことへと
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変化したのである。 

イランでは 2015 年の核合意がアメリカの離脱で事実上頓挫した現在、経済制

裁はこの５年間激しく課され、国民は窮乏生活を強いられている。保守強硬派の

勢力が強まるなか、政府への不満が高まっている。こうした状況下、『ザナーネ』

は女性を取り巻く生活環境について周到な研究調査を行い、女性の問題を広く社

会問題の中に位置づけている。次にアフマディーネジャード政権期から国会で審

議され始め、継続審議となっていた国籍法の改正について、『ザナーネ』がどのよ

うな主張をしたか取り上げる。 

 

4.2. 外国籍の夫をもつイラン人女性の子どもの国籍問題 

 女性に差別的な立法は、イランには結婚年齢、離婚の申し立て、遺産相続など

いくつかあることは先述のとおりである。その中の一つに国籍法上の女性差別が

あった。国籍法は、一般に生地主義と血統主義があるが、イランの場合は父系血

統主義の立場を採っている。つまり、父親の国籍が生まれた子どもの国籍を決定

する。外国籍の夫とのあいだに生まれた子どもはたとえイランで生まれてもイラ

ン国籍にはならず、子どもは市民権をもたないまま成長していく法律となってい

た。 

 イランには 1979 年のソ連軍によるアフガニスタン侵攻及びその後の 9.11 事件

などを通じ、アフガン難民やアフガン労働者が常時最低 100 万人イランに居住し

ていると言われている。その数は最大時で 300 万人にのぼるという統計もある。33

また、2003 年の対サッダーム戦争以来の政情不安から、イランにはイラク人の難

民も存在する。そうしたアフガニスタン人やイラク人とイラン人女性とのあいだ

に生まれた子どもは、イラン国籍を得ることができないのである。 

 こうした背景を持つ子供たちに国籍を付与することは、女性の権利を拡大する

ことになるのみならず、子どもの人権という観点からも、国籍法の改正は必要で

あるという議論は過去のイラン国会では展開してきた。外国籍の父親との間に生

まれた子どもの国籍付与に関する法案は、2004 年以来継続的に審議された。しか

しその後、アフマディーネジャード政権が発足した 2005年から 14年間のあいだ、

ほとんど進展はなかった。 

『ザナーネ』は、「すぐ間近と思うとまだまだ遠い」という題で、この問題を取

り上げている。国会議員への数々のインタビューを通じて、イラン国会での多様

な議論を批判的に紹介している。その中には、無国籍の子どもが統計もなく存在

していることは、イランの安全保障問題であり、国籍付与は必要であるという意

見や、国籍の父権主義は女性の権利阻害であるのみならず、子どもの人権の問題
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であり、国籍の付与は不可欠であるという意見などを掲載している。34 

 国籍法については、2005 年にノーベル平和賞を受賞したエバーディがすでに

1990 年代から改正の声をあげていた。上述の記事が掲載されてから１年後の 2019

年 5 月イラン国会で法案として可決され、その後同年 10 月 2 日にイランの上院

ともいわれる憲法擁護評議会で承認された。粘り強いフェミニストたちの声がよ

うやく実ったことになる。 

 

4.3. ヘジャブ着用問題―国境を超え、ヴァーチャルな空間へ 

 ヘジャブの着用の問題は、イランではパーレヴィー王朝時代の近代化から今日

に至るまで、常に政策決定者と市民社会のあいだでは争点となってきた。ヘジャ

ブが革命後義務付けられたことで、その是非をめぐって多くの女性雑誌がさまざ

まな議論を展開した。他方、ズィーバ・ミールフセイニーが指摘するように、い

わゆるヘジャブ論を公に議論することは革命後 20 年近くタブー視されていた。

ヘジャブが市民社会のあいだで議論されるようになったのは、1997 年の改革派路

線のハータミー政権以降である。例外としてアーザム・ターレガーニー氏が、革

命後の女性雑誌のパイオニアともいえる『パヤーメ・ハージェル』（Payām-i Hājir,

ハージェルの伝言）の中でヘジャブが強要されていることに対し、イスラーム主

義の立場から異議申し立てをしたのは異例であった。 

 ハータミー政権の終焉後の 2005 年と 2007 年、ヘジャブの乱れを取り締まる風

俗警察が出動し、一時的に「悪いヘジャブ」追放運動が展開されたが、女性のヘ

ジャブのしかたが崩れていった状況には歯止めをかけることはできなかった。後

述のように、アフマディーネジャード政権以降は、女性活動家たちは家族法改正

問題に対し集中的な議論を展開したが、百万人署名運動から緑の運動を経て、現

政権下においてもヘジャブの着用問題は、特にインターネット上でさかんに議論

されている。 

 その代表的な例が、「私の密かな自由」と題するフェイスブックである。その起

源については諸説あり、2015 年 5 月 5 日、アメリカへの亡命イラン人女性たちに

よって開始されたという説もある。ヘジャブなしの写真をネット上で公開するこ

とが流行し、それがイラン国内に住む女性たちの間で話題になったのである。３

年間のあいだに 100 万人近くまで賛同を得る署名を集めたという主張もあるが、

実態は十分に測ることはできない。35 

イランで、90 年代後半以降、女性たちのあいだでヘジャブ着用のしかたがかな

り乱れていった。強制されたヘジャブに抵抗する女性は、特に若い世代に多い。

25 歳以下の人口が６割以上を占めるイランでは、いわゆるヘジャブ崩しは都市部
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でよく観察される。スカーフのあいだから髪を露出するのみならず、丈の短いジャ

ケットやコートを着たり、体の線をアピールするように体にぴったりした服装を

したり、丈は長いループシュを着つつも前ボタンをはずして歩くなど、その形態

は多様である。 

 こうしたヘジャブ破りを体制側が問題視するようになったのは、2017 年 12 月

下旬、ヘジャブなしで街角の台の上に立ち、ヘジャブを竿棒につるしてまわすと

いうプロテスト運動が始まってからである。「革命通りの少女たち」という名前の

キャンペーンである。36この映像はイラン内外でソーシャル・メディアを通じて

紹介され、同じ行動に出た女性たちも二十数名が逮捕されたと報道されている。 

このシーンは亡命イラン人女性やその次の世代のイラン人たちのあいだで共有

され、互いに「いいね」というメッセージが互いに交わされた。このように、イ

ラン女性のヘジャブ問題は、国境を越えて、強制されたヘジャブへの異議申し立

てが行われ、これに共感する女性たちのあいだの連帯意識を高めたと言われてい

るが、その拡がりは限られていたという分析もある。37 

 こうした状況下、『ザナーネ』は、「ヘジャブなしの女性の権利とヘジャブなし

の女性に対する罰則」と題する記事を掲載し、「ヘジャブなし」の行為に対しては

法的にも社会的にも何をもって「ヘジャブなし」とするのか定義が存在しないこ

とを強調し、明確な定義も基準が不在であれば、それを罰することはできないと

主張している。また、「ヘジャブなし」を問題視する政治的風潮に対し、ネット上

でヘジャブなしで公開された女性のイメージは、公の場でのヘジャブ着用の義務

を怠ったこととみなすべきかを論証している。38 

「警察は個人宅やソーシャル・メディアに対して権力を行使することはできな

いかがゆえに、ホーム・パーティやソーシャル・メディアは、路上や街角とは異

なり、公の場とはみなされないのではないか」と主張している。39また、以下のよ

うに続けている。 

「ソーシャル・メディアは、ヴァーチャルな空間であり、現実の空間とは異

なる。現実の公的空間では、警察権力は及ぶ。しかし、ソーシャル・メディ

ア上で女性がヘジャブを着用していようがいなかろうが、この空間は仮想空

間なのである。国家の主権は現実（リアルな）空間では行使されうるが、仮

想空間ではその限りではない。」 

このように『ザナーネ』は、仮想空間で行われた個人の行動に対しては、罰則

は適用されることはないと主張している。ヘジャブなしの女性はイランの国内に
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いようが海外にいようが罰せられるべきでなく、政府のメディア上の検閲にも批

判の矛先を向けている。 

 以上『ザナーネ』の代表的かつ現在のイラン内政の文脈上重要な記事を取り上

げた。ここから見えるのは、『ザナーネ』がイランの女性の権利の問題をグローバ

ルな文脈で取り上げている点である。「白い結婚」に関する記事は、イランでは制

度として残っている一時婚への批判が含まれているものの、欧米化したライフス

タイルを送る同棲カップルの実態を描いたり、ジェンダー平等の視点から女性に

不利な側面を女性の声を通じて訴えたりしている点は、シェルカットが以前『ザ

ナーン』で展開していた言説とは異なる。 

『ザナーン』では、イスラーム主義者から世俗的フェミニストまで、あるいは開

明的な思想をもつウラマーまで登場させ、あくまでイスラーム共和国のイデオロ

ギーであるイスラーム的枠組みの中で女性の権利について議論するという論法が

主流であった。『ザナーン』は 1992 年に出版が始まりハータミー政権期にフェミ

ニズム的側面をしだいに色濃くしたこともあった。その後のハータミー政権、ア

フマディーネジャード政権を経て、現政権の下で復刻した『ザナーネ』には、新

たな視点が見える。 

それは、グローバル化が進展する中でイランにも押し寄せたジェンダー平等の

スローガンや欧米型の同棲、さらには外国籍者との結婚など、閉じられた空間と

してのイランを超えたグローバルな社会問題に着目している点に表れている。イ

ランの国内外で起こっているヘジャブ破りの現象を取り上げることによって、欧

米のイラン人移民にもソーシャル・メディアでつながったイランコミュニティに

も目が向けられている。そこには、コスモポリタン的な発想が垣間見える。前述

にも触れたが、『ザナーネ』が掲載するのは、イラン国内のニュースや論説のみで

はない。欧州の難民危機、水問題、人身売買など、気候変動やグローバル化の負

の遺産としての社会的経済的弱者の存在に目が向けられている点も注目される。 

 

 

5．結論 

 女性活動家たちのジェンダー平等の実現への要求そのものは、人権としての女

性の権利を男性の権利と差別しないよう国家に求めたものであり、革命後の女性

運動の蓄積によるところが大きい。他方、法学者の統治体制を盤石なものとして

維持するためには、イランは対外的に強硬路線を採用せざるを得ない状況に陥れ

ば陥るほど、大国の圧力に対して、（スピヴァックが言うところの）「サバルタ

ン」的存在ではないことを訴えていくことになる。それがウラン濃縮の権利の遂
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行であり、科学技術の進歩を国家的威信とする「強いイラン」という自己イメー

ジの表現となるのである。 

 この強いイランという自己イメージは、男性性を誇示することに目が向けられ

る。イランの核エネルギー開発もミサイル開発も、筋肉質の男性イメージと重な

る。そしてそれは、家父長制とイランのシーア派イスラームの価値観と精神の鼓

舞につながっていく。ジェンダー平等を求める運動は、こうした論理からは危険

な社会思想と映るのである。ここにフェミニズムやジェンダー平等を希求する女

性活動家たちが国家権力と対峙せざるを得なかった事情を読み取ることができる。

そして、こうした女性活動家たちの獲得目標であるジェンダー平等の実現が、「西

洋」的価値観であるとイランの体制が認識する限り、フェミニズム運動は「帝国

主義者の手先」として扱われ、強い圧力を受けることになる。 

 こうした国家体制とフェミニズムを標榜する女性活動家たちとの対立の構図を

超克しようとしたのが、『ザナーネ・エムルーズ』のアプローチであった。ハー

タミー政権期及びのアフマディーネジャード政権期には、クルアーンの解釈から

女性の権利拡大を求める言説が女性活動家たちの戦略として打ち出されたが、そ

うしたイスラーム主義女性のアプローチとも一線を画している。単純化して言え

ば、イスラームでも世俗的フェミニズムでもない、グローバルな社会派としての

立場である。 

 イラン・イスラーム共和国は、2020 年 2 月で革命後 41 年目を迎えた。経済制

裁と新型コロナウィルス感染症の拡大という 2 つの問題に直面している今日

（2020 年 7 月 31 日現在）、人びとが毎日毎日の生活をどう守っていくのか、まさ

にひとりひとりの生存問題が重要な局面に至っている。イデオロギーより実存だ

という声が国民のあいだで高まっているなか、国家がどこまで市民社会の声に耳

を傾けることができるのかが問われている。『ザナーネ・エムルーズ』に見られる

グローバルな社会派の視点は、女性の権利の問題を単に女性問題として歪曲する

従来の潮流を超克している。ここに、国家のイスラーム主義と市民社会の距離感

がある。他方、グローバルな社会派の視点は、女性の権利の問題を広い社会的な

文脈の中に位置づける上で有効な視点を提供していることにも注目したい。イラ

ンのみならずグローバルに急速に拡大している持てる者と持たざる者の格差、社

会の分断、気候変動がもたらす干ばつによる水不足や自然災害など、人間の生存

に根幹をなす問題提起がその底流に流れている。 
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勝又悦子・柴田大輔・志田雅宏・髙井啓介編 

『一神教世界の中のユダヤ教―市川裕先生献呈論文集』 

（リトン、2020年） 

 

月本昭男 

 

 

読みごたえのある論文集であった。「ユダヤ教」と銘打たれていても、収められ

た論文 15 点の内容は、時間的にも空間的にも、じつに広い研究領域にわたる。そ

れを時代別に 4 部構成とし、それぞれに 4 点の論文（第 4 部のみ 3 点）を収める。

論文を寄せた方々は、東京大学大学院において、市川裕氏のもとで薫陶を受け、

それぞれの専門領域で活躍する（評者からみれば）「若き」研究者たちである。い

ずれの論考も、いたずらに理論を掲げるのではなく、資料に基づく事象の解明に

重きがおかれる。「ユダヤ人とユダヤ教」に関し、評者が本論文集をとおして新た

に学ばされた事象・事実も少なくなかった。感銘を受けた論考もあった。以下、

それぞれの論考の要点を紹介し、できるかぎり簡潔に論評を加えさせていただこ

う。論考によっては、批判的言辞を弄することもあるが、本論文集の寄稿者たち

よりも少しばかり長く研究に携わってきた評者による期待と激励の表明として受

け止めていただきたい。 

 

 

（１） 

第 1 部「古代西アジア世界とヘブライ語聖書」は、柴田大輔、細田あや子、髙

井啓介、加藤久美子各氏の論考 4 点を収める。 

柴田大輔「古代メソポタミアの一神教」は、ユダヤ教成立以前の「一神教的神

学」を論ずる。古代メソポタミアは一般に「多神教」世界と理解されてきたが、

楔形文字資料のなかには、それぞれの特性をもつ神々を特定の有力神の属性とみ

なす文書が少なからず知られ、そこに独自の「一神教」傾向があらわれる。柴田

氏はそれらの文書を集め、それぞれに宗教史的背景を含む丹念な説明を施し、そ

こに古代メソポタミアの民間信仰とは一味違う「学者」たちの「知的伝統」を見

て取っている。そこから、一部の研究者の見解とは異なり、古代メソポタミアの

「一神教」は、古代イスラエルにおいて育まれ、ユダヤ教そしてキリスト教へと
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引き継がれてゆく「ヤハウェ唯一神教」とは別個の宗教現象であることが示唆さ

れる。 

なお、本書 35 頁で紹介される Monotheiotetismus「一神性教」（＝Lehre von einer 

Göttlichkeit. 評者ならば「単一神性論」と訳す）という概念を最初に提唱したのは、

Ｗ・フォン・ゾーデンではなく、彼の師、B・ランツベルガーであった。この概念

は「一神教と多神教」を論ずる際の重要な視点を提供する、と評者は考える。た

とえば、多神教的とみられる日本の神社にはそれぞれの祭神が祀られているが、

ごく平均的な日本人は、神社に詣でる際、その祭神を名指すことなく、「神様」と

呼びかける。仏教寺院においても、多様な仏や菩薩の違いどころか、仏と菩薩の

区別もせず、「仏様」と言って手をあわせる。こうした信仰心なども「単一神性論」

によって説明しうるかに思えるのだが、いかがであろうか。 

続く細田あや子「メソポタミアのマクルー儀礼における火と水の力」は、アッ

カド語の宗教資料に通暁しない方々にはなじみのない『マクルー（Maqlû）』と呼

ばれる呪術儀礼文書を、最新の研究に依拠して、詳細に紹介する。この呪術儀礼

は、邪悪な呪術行為（「黒呪術」）によって惹き起こされたと判断される疾病の類

を癒すために行われる対抗呪術であった。儀礼は種々の呪文（細田氏は「唱えご

と」と表現）、病者の浄め、黒呪術を操る敵対者になぞらえた小像の焼却（maqlû

はアッカド語で「焼却」の意）等々の除祓行為から構成される。これを執行する

のは、アッカド語でアーシプと呼ばれる呪術祭司である。細田氏は、この儀礼に

おいて火と水が重要な機能を果たすことを指摘するとともに、「火と水を自由に

操るアーシプ」をシャーマンと結論づける。 

この結論に評者は同意しかねる。柴田氏が本書 50-51 頁に記すように、アーシ

プは宮殿や神殿に所属する「学識者」であり、シャーマンのような「民間職能者」

ではなかったからである。佐々木宏幹氏などのシャーマニズム研究者がつとに指

摘してきた「憑依」や「脱魂」といった、シャーマン特有の「非日常的直接体験」

は、アーシプの宗教行為に見受けられないだろう。楔形文字資料からシャーマニ

ズムに近接する宗教現象を探し出そうとすれば、むしろ、アッカド語でマッフー

／マッフートゥ（maḫḫû / maḫḫūtu, マリでは muḫḫû / muḫḫūtu）と、新アッシリア

時代の文書ではラッギム／ラギントゥ（raggimu / ragintu）と呼ばれる「預言者」

の活動であろう。 

髙井啓介「『アバル・ナハラ州（エビル・ナーリ）の総督』とアール・ヤフードゥ

共同体」は、2014 年に公刊された前 6-5 世紀の楔形文字文書資料を引いて、ヘブ

ライ語聖書のアラム語部分に言及される「アバル・ナハラ州の総督」（エズ 5:3 ほ

か）の事例を指摘し、アケメネス朝ペルシアにおける行政上の背景を論じるとと
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もに、バビロニア滅亡後もなおメソポタミアに残留したユダ捕囚民の経済活動の

一面を明らかにする。アケメネス朝期、彼らの一部はエビル・ナーリ（アバル・

ナハラ「（ユーフラテス）河の彼方」のアッカド語表記）の行政官のもと、「封土」

を借り受け、果樹・穀物の栽培に携わっていたのである。髙井氏は、新資料に基

づき、そうした事情を丁寧かつ慎重に論じてゆく。 

これら新資料は正規の発掘調査による出土品ではないために、残念ながら、そ

こに言及されるアール・ヤフードゥ（「ユダの町」）をはじめとするユダ捕囚民の

居住地を地理上に突きとめることはできていない。しかし、これらの文書の年代

はその日付から明らかであり、これらを残したユダ残留民の家系も判明する。そ

こには、19 世紀末、ニップルから出土した前 5 世紀後半の「ムラシュー文書」群

と並び、バビロニアに残留したユダの人々の経済活動に関する重要な情報が詰

まっている。同種の文書資料はほかにも知られつつあり、未公刊文書の刊行も予

定されている。髙井氏が引き続きこれらの資料を精査し、バビロニア残留ユダ（ヤ）

人のさらなる実態を明らかにしてくれることを期待したい。なかでも、人名にみ

る神名要素の詳細な研究は、間接的に、彼らの神信仰という側面をも明らかにし

よう（新文書を解読公刊した L・E・パースと C・ヴンシュは神名要素の表記分析

にとどまる）。 

第 1 部の最後は、加藤久美子氏による「箴言 11 章 16-22 節の構造と意味」に関

する文献学的研究である。箴言研究を自らの研究課題とする加藤氏は、本論考に

おいて、語彙、語句、文体の綿密な言語的分析と個々の格言がもつ倫理的な意味

の解析をとおして、一見、格言の寄せ集めに見える小段落が、じつは、一貫した

主題のもと、確かな意図に沿って構成されていることを洞察してみせる。メティ

キュラスにみえるこのような研究こそは、ヘブライ語聖書研究の王道である。そ

れらが積み重ねられることにより、この場合であれば、格言集といってよい箴言

という一書全体の編集と成立の過程が明らかになるだろう。そこから、ヘブライ

語聖書に箴言一書を収めた古代ユダヤの賢者たちの知恵が、時代をこえて、現代

に輝きだすにちがいない。加藤氏は箴言の註解書を準備されていると聞く。本論

考における考察もそこに組み込まれるのであろう。 

 

 

（２） 

 第 2 部は「古代地中海世界とキリスト教」と題され、小堀馨子、上村静、土居

由美、中西恭子の 4 氏の論考が編まれている。 

 小堀馨子「古代ローマにおける卜占」は、表題どおり、古代ローマにおける卜
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占について、キケロの卜占論を交えつつ、「鳥卜」と「腸卜」をとりあげて論じて

ゆく。「学問」「技術」「知識」の実践である卜占は、元老院もかかわるローマの国

家行為であり、神官職に鳥卜官がおかれていた。さらに、尋常ならざる自然現象

が出来した場合、それを予兆として読み解く「十五人委員」が組織されていた。

また、犠牲獣の内臓（とくに肝臓）の色や形態をもって占う「腸卜」は、当初、

エトルリアから卜占師が招聘されていたが、前 3 世紀からは 60 名からなる「腸卜

官団」が設けられることになった、という。 

本論考は、古代ローマにおいて卜占を実施する官職や体制に主たる重点をおく

ためであろう、どのような自然現象の観察からどのような予兆が読み取られるの

か、といった「学問」としての卜占という側面（「卜占の論理」）には深入りしな

い。評者の関心からすれば、「鳥卜」に関しても、「腸卜」（「肝臓占い」）に関して

も、古代ローマに先行し、豊富な資料が残る古代メソポタミアのそれと比較して

みてほしいところであった。拙著『古代メソポタミアの神話と儀礼』（岩波書店、

2010 年、182-209 頁）は、「古代メソポタミアにおける卜占の論理 ― 鳥卜占を中

心として ―」という一章をもうけている。 

上村静「第二神殿時代におけるガリラヤのリーダーたち ― ユダヤ性への問い 

―」は、「異邦人のガリラヤ」（一マカ 5:15 ←イザ 8:23）が「ユダヤ化」されるハ

スモン朝期以降、この地で、またこの地の出身者として、民衆を抑圧する政治権

力に抵抗を試みた人物たち（「ガリラヤのリーダーたち」）を紹介する。ナザレの

イエスを別にすれば、彼らをめぐる資料はヨセフスの残した文献のほかには、ラ

ビ文献などにわずかな言及がみられるに過ぎない。上村氏はそうした資料を丹念

に突き合わせ、背景を探り、行間を読み取ることによって、彼らの抵抗運動の実

態とその思想的根拠に迫ろうとする。氏によれば、ガリラヤ農民の生活を守ろう

とした彼らが抵抗運動の梃子にしたのは、ほかならぬ「ユダヤ性」であった。唯

一の例外はナザレのイエスである。イエスは、むしろ、そのような「ユダヤ性」

を放棄することにより、結果的に、キリスト教の誕生をもたらした、という。 

本論考には「ガリラヤのユダヤ化」の章に「考古学資料」の項がもうけられ、

M・アヴィアム氏の研究論文に依拠して、「ガリラヤのユダヤ化」が考古学的に確

認される。そうであれば、2007 年度から継続する日本の調査団による下ガリラヤ

の遺跡テル・レヘシュ発掘調査（アヴィアム氏も参加・協力、2013 年度からは市

川裕氏も協力）において、ローマ時代層から発見されたファーム・ハウス（farm-

house, 農業を営むユダヤ人の大家族住居）、チョーク・ヴェセル（chalk vessels, こ

の時期の敬虔なユダヤ教徒が穢れを避けるために、土器の代わりに用いた石灰石

の容器）、シナゴーグ跡（後 1 世紀のガリラヤでは、マグダラのシナゴーグ跡に続
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く 2 例目）なども重要な関連資料となりえたであろう。 

キリスト教は愛を説き、ユダヤ教の律法に基づく形式主義や排他性を克服して

世界宗教へと発展してゆく。高校『世界史』などに見受けられるこのような一般

的歴史理解に異を唱えたのは市川裕氏であった。土居由美「ユダヤ教からキリス

ト教へ ― 異教世界と接して ―」は、市川裕氏のこうした見解を資料的に裏付け

ようとする。前半部では、主として福音書の記述に基づき、「イエス処刑の契機」

は律法違反ではなく、神殿批判であった、と論じられる。後半部では、パウロ書

簡をはじめとする種々の文献および考古資料をふまえて、原始キリスト教がユダ

ヤ教から分離してゆく過程が多様であり、ゆるやかであった、と指摘される。 

前半部に関して、福音書にみてとれるユダヤ当局のイエス弾劾が神殿批判を重

要根拠とした、という土居氏の分析は十分に理解できる。だが、「イエス処刑」は、

ユダヤ当局でなく、ローマ総督府によって実施されたのである。本論考は「イエ

ス処刑の契機」を探求しながら、なぜか、この点は不問に付しているかのようで

ある。後半部でも、「ユダヤ教からキリスト教へ」と題する論考でありながら、何

がキリスト教をユダヤ教から分離させ、独自の道を歩みはじめさせたのか、キリ

スト教がユダヤ教から分離・展開することになった最も重要な契機は何か、論考

からは明らかでない。後 1 世紀において、ユダヤ教をユダヤ教たらしめ、キリス

ト教をキリスト教たらしめるに不可欠な要件が明確に把握されていないからであ

ろうか。なお、ほかの論考に比べ、数字や綴りの校正ミス（208 頁：Chirstiani, 208

頁：20062→20062、210 頁：創 2→創 22）、不用意な表現（194 頁：ヘブライ語→

アラム語、205 頁：エルサレム宣教→パウロが（？）、212 頁：ヤムニア会議、な

ど）が目立つ。 

第 2 部の最後は、中西恭子「アウグスティヌス『神の国』における「地上の国

の宗教」」である。「地上の国の宗教」とは、アウグスティヌスが「誤り」とみな

したローマの宗教のこと。アウグスティヌスは、ウァローやキケロの宗教論を参

照しつつ、これを論駁していった。中西氏は「儀礼」「神話」「哲学」という観点

からその論駁に検討を加える。アウグスティヌスによれば、真の宗教は神への奉

仕でなければならないのに、ローマで行われている宗教儀礼は現世利益の追求を

旨とする。詩人の創意による神話は、猥雑な祭儀を伴う自然崇拝に継承され、徳

と理性を備えず、人倫を逸脱する。抽象概念から演繹された「一者」を奉じる哲

学的信仰も「多」なるダイモーンという中間的存在を内包せざるをえない。アウ

グスティヌスのこうした異教批判は、そのキリスト教護教論とともに、生の豊饒

なる世界を否定せざるをえなかった。だが、彼が否定した世界は、中世以降も「寓

意の源として姿を変えて継受される」と述べて、中西氏は論考を締めくくる。 
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本論考のはじめに「儀礼」「神話」「哲学」という観点が提示されるが、論述に

おいては、これら 3 つの観点が絡み合い、評者には論旨が容易にはつかめなかっ

た。アウグスティヌスが否定した世界が「寓意の源」として中世以降に引き継が

れた、という締めくくりの一文は、ルネッサンスを念頭においていると想像され

るが、歴史理解として乱暴に過ぎなくはないか。アウグスティヌスの異教批判が

中世にどのように引き継がれたのか、という点を含め、最低限の論述は必要であっ

たろう。それはともあれ、本論考で縷々述べられるアウグスティヌスの異教批判

には、回心以前のアウグスティヌス自身の異教体験が、慚愧・悔恨の念とともに、

ひそかに映し出されているのではないか、と評者には思われるのだが、それは素

人の思い込みに過ぎないか。 

 

 

（３） 

 第 3 部は「ラビ・ユダヤ教の展開」である。論考を寄せたのは櫻井丈、勝又悦

子、嶋田英晴、志田雅宏の 4 氏である。 

櫻井丈「ユダヤ民族的出自の新生」は、親族に異教徒を抱えるユダヤ教改宗者

の扱いに関するバビロニア・タルムードの議論に取り組んだ論考である。改宗者

にまつわる宗教法規上の問題の一つは、改宗前に生まれた長子の相続権有無とい

う問題であった。そうした背景のもと、スタムと呼ばれるタルムード編纂者はラ

ビたちの見解を、「父親はいない」という改宗前の血縁関係断絶から、改宗者を「新

生児」とみなして、改宗前の血縁関係を撥無させる議論へと展開させた、と櫻井

氏は分析してみせる。そこに改宗による「血縁擬制」すなわち民族的出自の「転

換」が示され、それによって「改宗者のユダヤ民族的アイデンティティの自覚的

な構築が可能になった」（269 頁）と結論づける。 

異教徒によるユダヤ教への改宗をこのように論じながら、「割礼」に触れないこ

とが評者にはいささか不可解に感じられた。父祖アブラハムに神が命じ、ユダヤ

人の新生男児が生後 8 日目に施される割礼が、改宗の証として、成人男性改宗者

の生身の身体に刻印されるのである。改宗による「身体的・民族的な属性の変化」

（269 頁の表現）をもたらすのは、なによりもまず痛みを伴う「割礼」であった

ろう。改宗者を「新生児」とみなすことによって創出される「血縁擬制」に「割

礼」が先立つのではないか。そもそも、改宗者を「新生児」とみなす宗教法規上

の規定自体が、生後 8 日目に実施することが定められた割礼を成人に施すことか

ら生じた比喩的表現に由来するのではないか、と評者は想像する。それとは別に、

ここでいう「新生児」観念に、キリスト教の洗礼にみる「新生」観念（ヨハ 3:5、
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ロマ 6:4）との関連性がみられないかどうか、問われてもよかったように、評者に

は思われる。 

出エジプト記 32 章の「金の子牛事件」をめぐるミドラシュ、「出エジプト記ラッ

バ」の記述から、ラビ・ユダヤ教における「民」と「自由」と「偶像崇拝」の関

係を論じたのは勝又悦子氏である。「出エジプト記ラッバ」41 章によれば、神は

イスラエルの民に律法（「十戒」）をとおして「死の天使」から解放する「自由」

をすでに与えていた。ところが、その民は「座って」「偶像崇拝」に陥ったのであ

る（「座って」には民の自発行為が示唆。294 頁）。それゆえ、指導者モーセは民の

ために神にとりなさねばならなかった。「出エジプト記ラッバ」41 章は、このよ

うに、「民」の「自由」と「偶像崇拝」を対蹠的に描き出す。そこから勝又氏は、

ラビ・ユダヤ教を理想化し、そこに「民主性」をみようとした近代ドイツのユダ

ヤ学の理解が正しくなかった、と批判する。 

論考には、しかし、近代ドイツのユダヤ学が理想化した「ラビ・ユダヤ教の民

主性」の典拠が示されていない。それゆえ、典拠が別の論文に紹介されていると

しても、本論考の頁をくくる読者には、「出エジプト記ラッバ」41 章の記述だけ

を論拠にして、「ラビ・ユダヤ教の民主性」を主張した近代ドイツのユダヤ学を批

判できるのかどうか、疑問に思われるにちがいない（論文には読者に向けた配慮

も必要とされる）。本論考において評者が関心をそそられた点は、ミシュナー（Ab. 

6:2）以来、出エジプト記 32 章 16 節のハルート「刻まれた」をヘルート「自由」

と読み替え、「律法による自由」を掲げたラビの伝統であった。それが「律法から

の自由」へと歩み出し、ユダヤ教と袂を分かったパウロ主義との好対照を示すか

らである。 

嶋田英晴「中世イスラーム世界のユダヤ社会における教育と破門の機能につい

て」は、前半部で、ラビ・ユダヤ教における子供の教育一般についてまとめ、カ

イロ・ゲニザ文書にみられる子供（含女児）の教育を紹介する。後半部では、ユ

ダヤ共同体からの「破門」の三形態（丸一日、七日間、期間無限定）を紹介し、

そのうえで、カイロ・ゲニザ文書のユダヤ・アラビア語文書中にみられる「破門」

に関する書簡の一部を翻字・翻訳し、その背景を説明する。 

本論考の紹介部分は、そのほとんどがユダヤ学関係の事典および他者の研究に

依拠しているようにみえる。「破門」については、ユダヤ教における「破門」の三

形態が、嶋田氏の紹介するゲニザ文書の「破門」とどのように関連するのか、問

われないまま終わっている。そもそも、ユダヤ教の「破門」をまとめた章全体（310-

312 頁）が、評者が確認したかぎり、最後の 3 行を除き、ウェブサイトでみるこ

とのできる事典項目を部分的に省略して訳したに過ぎない。しかも、「ニッドゥイ」
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の項では「破門」期間の「三十日」を「三十一日」と写し間違えている（311 頁）。

それに先立つ「子供の教育」に関していえば、ほかの研究からの引用であるにも

かかわらず、「記述／実態を幾つか挙げる」（306、307 頁）と記す。こうした書き

方は、読者に対して礼を失する。用語面では、「ゲニザ社会」（302 頁）は筆者に理

解不能、「文盲」（308 頁）は不適切、「丸一日」や「七日間」の「破門」（311 頁）

も日本語としては奇異に響くだろう。カイロ・ゲニザで発見され、死海文書によっ

てハラハー部分が補われる『ダマスコ文書』には、罪の軽重によって「追放」期

間などを定める法規定が存在するが、そうした資料との比較という視点も本論考

には皆無である。全体として、論考と呼びうるかどうか、疑問を覚えざるをえな

かった。 

志田雅宏「ハイーム・イブン・ムーサ『盾と槍』 ― 15 世紀の宗教論争とその

知的背景」は、15 世紀半ばにキリスト教を論駁し、ユダヤ教護教論を展開したハ

イーム・イブン・ムーサの著書『盾と槍』の紹介である。いや、紹介するにとど

まらない。はじめに、ユダヤ人迫害、キリスト教への改宗の圧力、ユダヤ教自体

への懐疑や絶望といった、15 世紀スペインのユダヤ人をとりまく情況を見据えて、

イブン・ムーサが『盾と槍』を著した意図を浮かび上がらせる。そのうえで、イ

ブン・ムーサによるキリスト教論駁とユダヤ教擁護の「作法」を具体的に論じて

ゆく。 

イブン・ムーサがこの書に採用した形式は、ラシやラシュバムの字義に基づく

聖書解釈（プシャット）に学びながら、キリスト教の立場から浩瀚な聖書註解を

著した一世紀ほど前のフランシスコ会士、リラのニコラウスとの「対話」であっ

た。「対話」するなかでイブン・ムーサは、イエスの処女降誕やメシア預言などの

典拠とされる聖書箇所のキリスト教的解釈を理解した。そのうえで、当該箇所の

語句を検討し、これを論駁しようとしたのである。志田氏はイブン・ムーサとニ

コラウスの間の「知的対話」をそこに読み取っている。イブン・ムーサはイエス

を嘲笑するような民間伝承に与することはなかった。志田氏が本論考に「15 世紀

の宗教論争とその知的背景」という副題をつけた理由がそこにある。評者には感

銘深い論考であった。論考を読み進めながら、なぜか、レッシング『賢者ナター

ン』が思い起こされた。 

 

 

（４） 

 第 4 部は「近現代ヨーロッパのユダヤ人とユダヤ教」と題され、3 名の研究者

による論考が収められる。 
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李美奈氏は、17 世紀のヴェネツィアにおいて、「強欲な金貸し」あるいは「国

家への忠誠心の希薄さ」などという、固定化されたユダヤ人観が生み出されてゆ

く経緯とその背景を社会史的な視点から明らかにする。その歴史的な経緯を省い

て、背景に関する結論だけを紹介すれば、「強欲な金貸し」という観念は、貧者救

済という建前のもとに成立したフランシスコ会による「公的質屋」（モンテ・ディ・

ピエタ）の活動とユダヤ人の金融事業とが近接するなかで、後者からの差異化を

図るために、キリスト教側から掲げられた偏見であった。「忠誠心のなさ」のほう

は、ヴェネツィア共和国がユダヤ人の経済的貢献を認める一方で、彼らをヴェネ

ツィア商人から区別するために編み出した差別的標語であった、といってよい。 

このようにしてステレオタイプ化されたユダヤ人観は、宗教上の差別から生じ

たのではない。むしろ、「市民概念」が成立し、「商業主義的な国家」が形成され

てゆくなかで、宗教の影響力が弱まり、キリスト教とユダヤ教の間に、信仰上の

差異が意味をなさなくなったところに生じた偏見であった（361 頁）。それが本論

考の眼目であるだろう。李氏は、論考の末尾に、M. Cohen の論文に依拠し、キリ

スト教聖職者との交流をもつラビが少なくなかったこと、ユダヤ教に対する偏見

に反論したキリスト教徒がいたことに触れているが、いずれ、資料に即して、そ

うした事例を紹介していただけることを期待しよう。 

青木良華氏「ヴォロジン・イェシヴァ考察 ― ミトナグディーム揺籃の場 ―」

は、リトアニアのラビ、ハイーム・ヴォロジンと彼が創設したイェシヴァに関す

る考察である。リトアニアの田舎町ヴォロジンで、1802 年、10 人の学生とともに

はじまったイェシヴァは、たちまちユダヤ社会の評判になり、世界各地から学生

が集まり、1880 年代には 400 名の学生を数えたという。その後も、ロシア政府か

らの圧力があるなかで、このイェシヴァはホロコーストが迫るまで続き、19 世紀

から 20 世紀東欧の（後には米国やイスラエルの）イェシヴァの模範となり、「イェ

シヴァたちの母」と呼ばれたのであった。 

ハイームによるイェシヴァ創設の背景には、一方に、モーゼス・メンデルスゾー

ンを「指導者」と仰ぐユダヤ啓蒙主義（ハスカラー）があり、他方には、東欧の

ユダヤ教徒の間に勢力を伸ばしつつあるハシディズム運動があった。ヴィルナの

ガオンのもとで学んだハイームは、師の没後、トーラーの学習とミツヴォートの

遵守・実践を掲げ、ユダヤ啓蒙主義を排除するとともに、ハシディズムにも傾斜

することのないイェシヴァを構想した。彼は師ガオンを継承し、字義を重視する

聖書解釈法（プシャット）に基づき、学生にハラハーを教授した。運営面では、

リトアニア一帯（後には世界各地）の賛同者から資金を募り、学生たちの生活面

までも賄うことにより、イェシヴァを地域コミュニティからも自立させたのであ
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る。 

「リトアニアとユダヤ人」といえば、杉原千畝の名前しか思い浮かばない評者に、

この論考は現代ユダヤ教正統派の礎のひとつとなったリトアニアにおけるユダヤ

教の一面を垣間見せてくれた。ハイームの死後のイェシヴァの歴史にも本論考は

簡潔に触れているが、青木氏はその詳細を今後の研究課題とする。 

本論文集の最後を飾るのは、立田由紀恵「ボスニアにおけるユダヤ人の歴史と

社会」である。評者の世代にサラエボは、1984 年の冬季オリンピックから 10 年

も経たぬうちに起こったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の「悲劇の都市」として

記憶に深く刻まれている。本論考は、紛争後のサラエボに再移住し、サラエボを

「ヨーロッパで最も安全な場所」であると信じる、ボスニアのユダヤ人共同体指

導者へのインタビュー記事の紹介からはじまり、そう信じるにいたった理由を

探った論考である。 

はじめに、オスマン帝国の支配下、イスラーム、セルビア正教、カトリックと

いう 3 つの宗教が根づいたこの地にユダヤ人が移住してきた歴史的経緯を振り返

る。続いて、ユダヤの文化遺産（とくに「サラエボ・ハガダー」）に言及する。さ

らに、ファッシズム期とボスニア内戦期のユダヤ人の隣人愛あふれた活動（ラ・

ベネボレンツィア）を紹介し、その両時期に助け合ったムスリムのハルダガ家と

ユダヤ人のカビリョ家の心温まるエピソードを添えている。 

これらの多くは研究書からの書き写しではない。幾度となく現地に足を運び、

現地の人々と心を通わせて得た生の情報に基づいている。立田氏は、ルポルター

ジュ風の文体をもって、読者を「サラエボのユダヤ人」の心情へと誘い込む。そ

して最後に、サラエボのユダヤ人がこの地を「ヨーロッパで最も安全な場所」と

言い切る背後には、「社会の中でマジョリティと少し距離をおいた存在だからこ

そ目に見え手に入る幸せ」があるのかもしれない、との著者の思いが結論として

吐露される。 

 

 以上、15 本の論文を評者が読み取った範囲で紹介させていただいた。論文集を

献呈された市川裕氏は、2019 年 4 月に定年退職されるまで、東京大学において 28

年間にわたって、ユダヤ学の研究と教育に携わってこられた。評者が氏の厚誼に

あずかった期間は、ほぼ 20 年がこれに加わる。1990 年代末のイスラエルにおけ

る発掘調査に、私心を棄てた協力をいただいたことなどは、感謝とともに思い起

こされる。氏のもとで研鑽を積んだ気鋭の研究者たちによる、このような献呈論

文集が刊行されたことに、友人として、心からの慶賀を申し添え、この紹介文を

閉じさせていただこう。 
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佐々木閑、小原克博『宗教は現代人を救えるか 

 仏教の視点、キリスト教の思考』（平凡社、2020年） 

 

三宅威仁 

 

 

 書名からして刺激的である。一般に宗教とは「人を救うためのもの」だと言わ

れている。すると、書名は「人を救うためのものは人を救えるか」と問うている

ようなもので、同語反復
ト ー ト ロ ジ ー

を疑問形にしたような、自明視されてきた事柄の再検討

を迫るような、響きがある。 

 当然、「現代人を」という目的語が重要なのであろう。現代という時代状況は、

それぞれの伝統宗教が草創期には想定していなかった新奇な問題を現代人に突き

付けている。現代に特有の問題を、過去においては救済の機能を果たし得ていた

（かも知れない）宗教が解決できるのか。すると、ここに、「現代」を問い直し、

「宗教」を問い直すという 2方向の問題設定が浮かび上がる。一方は、現代とい

う時代状況が宿痾のように抱え込んでいる問題を剔抉し、それらの特性を見極め

るという課題である。現代に生きる人間はどのような問題に直面して苦しんでい

るのか。それは全く新しい解決策を必要とする類いの問題ではないのか。他方は、

現代における宗教の有り様
よう

を考察するという課題である。揺籃期においては人類

救済の志を抱いていた様々な伝統宗教は、どのような変節を遂げて現在に至って

いるのか。諸宗教教団の現状は、現代世界の逢着している困難に対処できる態勢

になっているのか。 

 そのような問題意識を抱いて本書を読んでみると、期待が裏切られることはな

い。本書は、それぞれ仏教とキリスト教を学問的に研究し、かつ信仰・実践する

佐々木閑氏と小原克博氏による対談を文章化したもので、語り口は平易でありな

がら、広く深い知識に裏付けられた現状分析と歴史認識や、複眼的な視点（仏教

とキリスト教、個別的なものと一般的なもの、過去と未来といった相異なる事柄

を同時に視界に捉える考察法）から語り出される状況への提言や未来への展望は

豊かな示唆に富む。 

 本書が仏教徒とキリスト教徒の対談を収録した類書とは異なる点を、小原氏自

身が 3点指摘しておられる。「第一に、最先端の学問的恩恵を受けながら、仏教や

キリスト教の起源史や歴史的多様性を踏まえた上で、自己理解と他者理解を深め
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ようとしている点」（207 ページ）「第二は、かつての対話では射程に入らなかっ

たような世界の変化、すなわち、インターネットの影響、地球温暖化に代表され

る環境問題の深刻化、社会の世俗化に伴う宗教の私事化・教団組織の弱体化など

を、仏教とキリスト教、両宗教の共通の課題として扱っている点」「第三に、仏教

やキリスト教という個別宗教のあり方に終始するのでもなく、宗教とは何かを一

般論・抽象論として問うのでもなく、本書は、仏教とキリスト教を比較する中か

ら、宗教が持つ人類史的な意味、その現象全体を知るための手がかりを提供しよ

うとしている」（208ページ）点である。 

 本書は、佐々木氏による序章、6 章から成る対談、小原氏による終章から構成

されている。論ぜられているトピックは多彩を極めているうえに、一つの話題か

ら次の話題へと流れるように議論が進んで行く。例えば第 1章の前半だけでも、

両対談者の学問的立場の開陳から始まり、仏教は啓示宗教ではなく、真理発見の

宗教であること／釈迦の教えは元々の形では現代世界に現存していないこと／科

学的世界観と宗教的世界観の枝葉末節の類似点を指摘しても仕方なく、根源的な

関係性を問わなければならないこと／縁起は科学的世界観と類似しているが、倫

理性を含んでいること／仏教の目指す善は、日常生活における善とは異なり、輪

廻の原動力を止めた完全消滅状態（涅槃）であること／本来の仏教徒は日常世界

の改良は目指さず、出家世界（サンガ）を形成すること／現代人に最も必要な仏

教の教えは「諸行無常」と「諸法無我」であること／「一切皆苦」とは本来「救

済者はどこにもいない」という教えであるのに、大乗仏教においては阿弥陀仏の

ような超越的救済者や仏性のような内面的実体を想定するようになったこと、な

どが次々と語られている。繰り返すが、第 1章の前半の僅か 15ページの間に、こ

れだけのトピックが論ぜられているのである。従って、この書評で全てを取り上

げることはできないし、そもそも私が要約したのでは、対談の面白みが消えてし

まう。ここでは、各章から一つずつ、私が特に関心を抱いたトピックを簡単に紹

介するに留めておこう。 

 第 1章では、佐々木氏の名付けた「こころ教」が、現代社会における宗教の実

状を巧みに叙述していると感じた。科学的世界観によって駆逐された宗教的世界

観が、実在世界の図式であることを断念し、人間の心の中の事柄として生き延び、

「こころ」「いのち」「いきる」をキーワードとして一時的な癒しを提供する存在

に成り下がっている。「こころ教」は包括的であるように見えるが、これらのキー

ワードが空虚であるが故に、誰でも何でも好きな事柄を当て嵌めることができ、

個々人の私的な世界から一歩も出ず、共同体を纏め上げる力はない。こうした議

論を聞いて私が思い出したのは（本書では語られていないが）、小・中学校におけ
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る「道徳」の教科化を巡る問題である。その前段階として、小・中学校における

「宗教情操教育」の必要性が説かれたことがあった。「宗教情操教育」とは、「神」

や「仏」といった特定の宗教的な概念や表象を用いずに（それらを使用すること

は公立学校では禁じられているから）、「生命に対する畏敬の念」や「自然に感動

する心」（さらには「国や郷土を愛する態度」）を育もうとする教育だが、それは

正に「こころ教」のことではないだろうか。私はもちろん道徳教育の必要性を否

定するものではない。しかし、これまで宗教が「煩悩」や「罪」などと呼んで問

題視してきた人間性に巣食う根源的に邪な
  よこしま  

部分に触れず、またそうした邪な部分

が社会制度にまで組み込まれて構造化され得る危険性を直視せず、そもそも（序

章で佐々木氏がユヴァル・ノア・ハラリを引用して言及しておられるように）「資

本主義」「国民主義」「人間至上主義」といった擬似宗教を相対化する視点を養う

こともなく、「命を大切にする心を育て、皆で仲良く生きましょう」と唱えるだけ

では、道徳性など薫陶されないのではないか。  

 第 2章では、「こころ教」へのいわば反動としての原理主義が取り上げられてい

る。科学的世界観に屈服して人間の心の中で延命を図った宗教が「こころ教」で

あるとすれば、科学的世界観を拒絶して宗教的世界観の実在性に固執したのが原

理主義である。本章ではアメリカにおけるファンダメンタリズムの発生から説き

起こして、原理主義を巡る様々なトピックが議論されているが、1 点だけ紹介す

ると、佐々木氏によれば、原理主義にも「歴史的原理主義」と「正当な原理主義」

があるという。歴史的原理主義は、例えば仏教における「経典至上主義」やキリ

スト教における「逐語霊感説」のように、その宗教が抱え込んでいる聖典や伝統

を絶対視し、異質なものを一切認めず、極端な場合は暴力的になり得る。正当な

原理主義は、歴史の中で積もった堆積物や夾雑物を取り除き、その宗教の原点の

精神に立ち返ろうとする。学問的研究を通じて釈迦の元々の教えと実践の再構築

を目指す佐々木氏は、後者の意味における「原理主義者」を自称しておられる。

小原氏によれば、後者の意味ではルターなどの宗教改革者もガンディーもキング

牧師も原理主義者であったという。とは言え、恐らく「歴史的原理主義」と「正

当な原理主義」は截然と区別できるものではあるまい。一方が他方に容易に転化

し得るのであり、私はその辺りの危険性も指摘していただきたかった。  

 本書の中で私が最も興味深く感じたのが、第 3章における「ネットカルマ」に

関する議論である。「業
ごう

」と漢訳される「カルマ」とは身・口・意の「行い」のこ

とであるが、必ず業報を伴う。即ち、行いの善悪に応じて善い結果が、或いは悪

い結果が生じる。正に「善因善果、悪因悪果」と言われる通りである。佐々木氏

は「カルマ」の特徴として、 
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1．人間の行った善悪の活動が全て記録される。  

2．あらゆる活動に対して必ず報いが生じるが、活動と報いのインターバルは

不明である。 

3．原因（活動）と結果（業報）の間に類似性がない。  

 

の 3 点を指摘しておられるが、現在のインターネットに全く同じ構造が見られる

という。即ち、 

 

1．ビッグデータとして我々の行動が全て記録されている。  

2．炎上といった形で必ず結果が生じる。 

3．或る家族構成員の不祥事が他の家族構成員に報いるといった思い掛けな

い結果が生じ得る。 

 

 こうしたネットカルマのシステムに搦め捕られながらも、「いいね！」で表わ

される承認への渇愛に支配され、このシステムへの執着を断ち切ることができな

いのが現代人である。しかも、これまでの人間関係は対面関係が主流であったた

め、煩悩が自ずと規制されていたが、インターネットの匿名性は煩悩の箍
たが

を外し

てしまった。例えば、ネット上の誹謗中傷は悪意に歯止めが掛からない。インター

ネットは釈迦の時代よりも遥かにシビアなカルマのシステムなのである。  

 釈迦はカルマのシステムから抜け出す、即ち解脱する方法を見出したのであり、

ネットカルマに対処する際にも釈迦の教えは有効である。その方法とは「諸行無

常」「諸法無我」に徹することによってカルマのシステムの原動力である渇愛を

止滅する道（本書では語られていないが、いわゆる「八正道」）である。かつて

は解脱を目指す修行者は世俗から 100 パーセント出家してサンガを構成したが、

佐々木氏はネットカルマから抜け出すために様々なレベル・比率で「出家」する

ことを勧めておられる。それに対して小原氏が、安息日は週に一度の出家であっ

たことを指摘し、現代では「出家アプリ」を作ってはどうかと応じておられる。

出家アプリとは、シームレスに繋がっているインターネットを一定期間強制的に

断ち切るような機能をネットそのものの中に組み込むことであろうが、いかにも

小原氏らしい発想で面白い。 

 こうした議論を聞いて、かねてより「ネット社会におけるゲラッセンハイトの

境地」に達していると自称して一人悦に入っていた私は、我が意を得たりと感じ

た。この“Gelassenheit”という用語を私はハイデガーから学んだが、元を質せば、

もちろんマイスター・エックハルトの用語である。仏教用語を用いて訳せば「放下
ほ う げ

」
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となる。周囲の存在者と、つまり日常生活と「付かず離れず」の落ち着いた心境、

関与しているのに離脱している、離脱しているのに関与している沈着冷静な状態

を指す。パウロの言葉を借りれば、「世の事にかかわっている人は、かかわりの

ない人のようにすべきです。この世の有様は過ぎ去るからです」（「コリントの

信徒への手紙一」第 7 章 31 節）となる。エックハルトの場合はもちろん、「魂の

根底における神の子の誕生」という神秘主義的な経験に裏打ちされた「自己放棄」

と、それ故に達成される「周囲の存在者と関わりながらも、その関わりから離脱

した境地」のことであるが、私の場合はそんな大したものではない。私は未だに

スマートフォンを所有していないし、SNS も一切利用していない。それは、意図

してネット社会から放下しているのではなく、今年の誕生日を迎えると、めでた

く「前期高齢者
ヤ ン グ オ ー ル ド

」に分類されることになる私には、もはや最新のテクノロジーが

理解できないだけなのだ。つまり、老化し始めた私のような者が、インターネッ

トと付かず離れずの理想的な境域に巧まずして達している。ネットカルマに嵌

まって苦しみ、そこから抜け出そうともがいた結果、漸く到達した心境ではなく、

初めから無知な者はわざわざ泰然自若の境地を目指して修行に励まなくても、あ

るがままで放下しているのだ。そんなことを妄想して、周回遅れの高齢者が先頭

を走っているかのような爽快感を感じていたところ、最近、ドイツで“Gelassenheit”

という用語が復活してきていると聞いた。それは、熾烈な資本主義社会の競争原

理に疲れた人々に束の間の休息を与える（それ故、却って競争社会を補完する）

リラクゼーションの意味で使われているらしく、正に「こころ教」「癒し教」の

一例でしかなく、些か気分を害した次第である。話が脱線してしまったが、両対

談者の指摘通り、ネット世界が依拠している価値観を徹底的に相対化する視点や、

全く違う価値観の世界を提供するのが、現代における宗教の重要な役割の一つで

あると言えよう。 

 第 4 章では、近代文献批評学の発展によって経典（特に大乗仏教経典）や聖書

の神聖性が剥ぎ取られたことから話が始まる。近代以降、急速に進歩する自然科

学や文献学からの衝撃を受けて、仏教とキリスト教が個別に、また関わり合いな

がら、辿るに至った変遷が、社会的・文化的文脈に位置付けられて分析されてい

る。この章では、宗教教団に一般社会の価値観が入り込む傾向にあり、例えば組

織拡大の原理が是とされたり、階層秩序
ヒ エ ラ ル キ ー

構造が組み込まれたりすることがあると

いう両氏の指摘に、宗教を対象とする教育・研究機関にも当て嵌まる戒めを見て

取った私は、そのような機関の一員として反省を促された。 

 第 5 章では、プロテスタンティズムと大乗仏教が比較されているが、特に興味

深かったのは宗教改革と鎌倉仏教の対比で、共に複雑な教義・煩瑣な儀礼・肥大
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化した権威を削ぎ落として宗教を民衆に近付き得るものにする運動でありながら、

宗教改革が聖書という原点に回帰したのに対し、鎌倉仏教は釈迦の教えとはます

ます異なる「最新モード」を創作したという指摘である。同じ目的を目指した運

動でありながら、方向性が逆だというのだ。しかも、結果的には「信仰義認」や

「他力本願」のように相似かよった教えを持つ教派・宗派が誕生したのだから、

社会的・文化的文脈や歴史的状況に影響されながらも類似点を示す人間精神の普

遍性を見た思いがした。ところで、佐々木氏はご自分の学問的営為として釈迦の

元々の教えと実践に戻ることを目指しておられるが、私は第 5 章を読んだ後、釈

迦の教えが現代に再構築されたとしても、それに従う者の中から「どれだけ修行

しても、釈尊のようには悟れないではないか」という絶望が生まれたり、また一

般大衆の中から「自らの悟りを求めて修行する出家者よりも、自らを後回しにし

ても他者の救済を願う菩薩の方が優れているではないか」という主張が生じたり

して、結局、大乗仏教が発生し、同じ仏教の歴史が繰り返されるのではないか、

といった永劫回帰にも似たヴィジョンが思い浮かんだ。  

 第 6章では、世界における（特に東アジアにおける）仏教とキリスト教の現状

が分析されているが、それよりも私が共感したのは、対談の最後で両氏が共有し

ている、宗教は俗世間の価値観から離れたニッチな領域に留まるべきであるとい

う見解であった。現代社会の主要部分は欲望の無限循環を基本とする価値観に基

づいて回転しているのであり、それに幸せを感ずる人々に対しては、宗教が寄与

することは特にない。そうした日常世界のあり方に矛盾を感ずる人々に対して、

全く別の生き方を準備して控え目に待つくらいの姿勢でよいのだ、という主張で

ある。この主張に触発されて私は次のように考えた。過去においては宗教が社会

の隅々に至るまで優勢
ドミナント

な価値規範体系を提供した時代があったと言われている。

例えば、中世盛期の西ヨーロッパにおいてはカトリック・キリスト教が標準的な

世界観や人生観を独占的に決定していたと言われている。それはそうであったの

だろうが、「聖職者」を含む大多数の人々は結局のところ、私利私欲の追求を主要

な動因とする生活を送っていたのであり、それとは異なる価値規範は、例えば修

道院の片隅でひっそりと存在していただけではなかったのか。或いはまた、19世

紀のデンマークにおいてキルケゴールは「絶望していないことが絶望の一形態な

のである」と声高に叫んで大衆に挑んだが、文字通り単独者であったからこそ輝

いたのであり、全国民がキルケゴールに感化されて同じように考えていたとした

ら、それはそれで不気味であったことだろう。21 世紀の日本においても宗教は、

主流になろうとせず、周縁に留まっているくらいの方が世を照らすのではないか。

思えば、イエスもローマ帝国の周縁において活動したのであり、彼が「世の光」
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と語ったとき、ごく小さな光を想定していたと思われる。しかし、世の中全体が

真っ暗闇であれば、小さな光が驚くべき輝きとして受け取られるのである。  

 以上、対談で取り上げられている数多くのトピックの中から私が特に興味を惹

かれたものを各章一つずつ紹介し、それによって刺激されて私が思い付いた（妄

想した）ことを自由に述べさせてもらった。それは対談の味わい深さを少しでも

案内したかったからであり、読者はどのページからでも知的刺激を受けるであろ

うことをお伝えしたかったからである。ただし、対談の真の面白みを味わうため

には、お読みくださいと言うしかない。 

 最後に 1 点だけ、私が物足りなく感じたことを述べてこの書評を終えることに

しよう。科学的世界観が支配的な現代社会においては、従来の宗教的概念や表象

の信憑性が減少しつつある。この点、仏教に関しては「阿弥陀仏」や「極楽」と

いったイメージが現在、どのような取り扱いを受け、そこにどのような問題があ

るかについては述べられているが（先述した「こころ教」と原理主義に二分する

傾向にある）、小原氏がどちらかと言えば聞き手の立場に回られているので、キ

リスト教に関する議論が少なかったように思われる。例えば「受肉」や「復活」

といった、これまでキリスト教が大切に抱え込んできた概念や表象の現状はどう

なっているのか。もとより私はこうした概念や表象を科学的世界観に合致するよ

うに改変せよと言いたいのではない。それでは「こころ教」になってしまう。そ

うではなく私は、元々そうした概念や表象が作り出し得たインパクトを、科学的

世界観に基づいて世界を認識している現代人に与えるにはどうすればよいか思い

悩んでいるのであり、この点に関して両対談者の見解を聞きたかったと思うもの

である。なお、私はここで本書の魅力を紹介すると共に、些か物足りなく感じた

点も幾つか指摘したが、両氏は私の指摘した点など夙によくご存じで、既に他の

著作で論じておられることを申し添えておこう。  
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塩尻和子編著『リビアを知るための 60 章』【第２版】 

（エリア・スタディーズ 59）（明石書店、2020 年） 

 

岩崎真紀 

 

 

1. 本書出版の背景 ――「アラブの春」とリビア 

本書は中東の地中海沿岸に位置するリビア（リビア国, State of Libya）に関する

概説書である。編者である塩尻和子氏は 2006 年に単著『リビアを知るための 60

章』（エリア・スタディーズ 59）を出版し、本書はその第 2 版である。初版から

第 2 版出版までの約 14 年のあいだに、リビアは大きな転換期を迎えた。2011 年

に「民衆蜂起」が起こり、42 年間にわたって同国を支配したムアンマル・アル・

カッザーフィー（カダフィー）（1942-2011）が殺害された結果、リビア社会は今

（2020 年 10 月）もつづく内戦状態に陥ったのである。2010 年 12 月にチュニジ

アから始まった中東における一連の民衆蜂起、いわゆる「アラブの春1」がこの地

域の多くの国々に政治体制や社会状況の急激な変化をもたらすなか、リビアはひ

ときわ大きな影響を受けたのだった。 

編者は中世イスラーム神学を専門とする研究者だが、初版において現代を中心

としたリビアに焦点をあてた背景には、本書の共著者でもある氏の配偶者の塩尻

宏氏が駐リビア特命全権大使に任命され、2003 年 6 月から 2006 年 3 月までの 2

年 9 ヶ月のあいだ首都トリポリに駐在したことがある。編者はこの期間、毎年通

算約 3 ヵ月間トリポリに滞在して現地調査を行い（8 頁）、その成果を本書初版と

してまとめた。その後、2011 年のカッザーフィー政権崩壊とそれに伴うリビア社

会の大変動がきっかけとなり、共著者に元外交官の塩尻（宏）氏、現代リビア研

究者の上山一氏、田中友紀氏、リビア人のアメッド・ナイリ氏（研究者／外交官）、

インティサール・ラジャバーニ氏（国際機関職員）、ハーテム・ムスタファ氏（研

究者／政治家）の 6 名を迎え、構想から 9 年の歳月を経て本書を出版するに至っ

た。 

 

2. 初版との違いからみる本書の構成 

本書と初版とのおもな共通点と相違点はつぎのとおりである。まず、章の数は

どちらも 60 だが、初版が全 339 頁、6 部構成、コラム 12 本であるのに対し、本
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書は全 382 頁、9 部構成、コラム 23 本で、全体的に分量が増加している。とくに

リビア人やリビア研究者が共著者として加わった本書では現地情勢の詳細が増え

た。内容に関しては、本書の第Ⅰ, Ⅲ, Ⅴ, Ⅵ部は、初版に掲載されたカッザーフィー

の政治思想の詳細が削除され、多少の訂正・加筆がなされたほかは、ほぼ変化は

ない。初版の「資料・カッザーフィーの演説」（和訳）は本書には所収されていな

い。他方で「はじめに」の大部分、第Ⅱ部前半、第Ⅳ, Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ部、巻末の「新

生リビア政権の系譜」は新たに書き下ろされた。 

 

 

3. 各部の概要 

第Ⅰ部では、リビアの地理、歴史、民族が紹介される。第 1 章では、アフリカ大

陸で 4 番目に広い国土が、1770 キロメートルという地中海沿岸諸国のなかでもっ

とも長い海岸線、国土全体の約 93 パーセントを占める沙漠、点在する高原、オア

シス、湿地帯、湖などから成る様子が生き生きと描写される（26-30 頁）。 

第 2 章から第 10 章では、ユネスコの世界遺産にも登録されている古代遺跡の

現状に触れつつ、古代から 1951 年の独立までのリビアの歴史や現代リビアの民

族、言語が論じられる。なかでもひときわ目を引くのは独立までの歴史で、地中

海沿岸地域は紀元前 2000 年頃のフェニキア人の入植に始まり、ローマ帝国、バン

ダル人、ビザンティン、アラブ、スペイン、オスマン帝国、イタリアなどの外国

勢力によりほぼ常に支配されてきた（31 頁）。それに対して、内陸部は遊牧民族

の土地であり（31 頁）、その伝統は近現代のリビア人に大きな影響を与えている。  

第Ⅱ部では 2011年に起きた民衆蜂起とその結果としてのカッザーフィーの死が

論じられたのち、カッザーフィーの生涯が紐解かれる。ここではカッザーフィー

の人物像とその死に焦点をあてる。 

カッザーフィーは 1942 年（1940 年もしくはそれ以前という説もある）にスル

ト（シルテ）の南方の沙漠に暮らす遊牧民の部族カッザードファ一族に属する 6

人家族のもとで育った（105-106 頁）。非識字者も多い遊牧民のなかにあって、カッ

ザーフィーは通学する機会に恵まれ、勉学にも優れていた一方、遊牧民の伝統へ

の愛着も終生変わることはなかった（106-107 頁）。 

彼の幼少期は第 2 次世界大戦の時期にあたり、リビアの地中海沿岸ではドイツ

とイギリスが激しい戦闘を繰り返していた（107 頁）。編者はこの時代に彼の「潜

在意識のなかに、イタリア、ドイツの枢軸側だけでなく、イギリスやアメリカな

どの外国勢力に対する嫌悪感、反帝国主義感情などが植え付けられたのかもしれ

ない」と推測する（106 頁）。 
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イスラームの聖典クルアーンと隣国エジプトの大統領ガマール・アブドゥン・

ナーセル（在任 1956-70）から大きな影響を受けたカッザーフィーは早熟で、中学

生のころから政治活動に参加した。その後陸軍大尉となった彼は 1969 年、若干

27 歳のときに革命を成功させた（110 頁）。そして、ジャマーヒーリーヤ体制とい

う独自の社会主義体制のもと欧米列強を敵視する政策を掲げ、42 年間にわたり最

高指導者としてリビアを支配した。ジャマーヒーリーヤとは、アラビア語で「大

衆」を意味するジュムフールの複数形ジャマーヒールを変化させた語で、大衆集

団による国家または体制を意味するカッザーフィーの造語である（104 頁）。しか

し、編者によれば、この制度は「容易に独裁が生じやすい構造」（92 頁）であるた

め、多くの民衆はカッザーフィーの支配が長期にわたりつづくなかで徐々に反発

を覚えるようになり、最終的に強い憎しみを抱くようになった彼らは、カッザー

フィーを失脚させただけでなく、殺害するに至った。 

第Ⅲ部では、リビアと欧米諸国や日本との国家間関係が論じられるとともに、

7 年間つづいた国連制裁が解除されたのち、2003 年にリビアが公式に国際社会復

帰を宣言したことで、欧米諸国や日本の人々がリビア人との関係構築に向けて奮

闘する様子が描かれる。 

編著者たちのリビア滞在経験のなかで評者がとくに興味深く読み進めたのは、

この部に掲載されている「コラム 6 女性たちの革命記念日」（128-133 頁）であ

る。2005 年のある日、編者は大使公邸でリビアの儀典局から電話を受ける。2 日

後のカッザーフィー夫人主催の革命記念日晩餐会に招待するという。開始時間も

会場も当日まではっきりしなかった。また、残念ながら本書には収録されていな

いが、初版の「コラム 5 シルテの記念行事：行先も告げられずに」での塩尻（宏）

氏の体験はさらに興味深い。氏は 2004 年に革命記式典に招待されたのだが、前日

の夜 9 時に大使館宛のファックスで連絡がきたため、気づいたのは当日朝だった。

場所はトリポリから約 500 キロメートルも離れたカッザーフィーの生まれ故郷に

近いスルトだという。会場の詳細な位置も分からないまま、リビア政府が準備し

た航空機やバスを乗り継ぎ、数時間かけて到着した。公式行事であるにもかかわ

らず、最初の集合場所だけ伝えられ、その後は、目的地も、行事の内容も、終了

時間もほとんど分からないまま、リビア側に「護送」された経験について、塩尻

（宏）氏は「数十人と一緒なので、不安感は少ないが、招待されたのがたった 1

人であったら、と思うと笑い話にはならない」と回想する。 

事前に開催場所を告知しないのは、暗殺未遂経験のあるカッザーフィーや夫人

の身辺警護が 1 つの理由として考えられるが、リビアと外交やビジネスの関係を

築きたい欧米諸国や日本にとっては、それがなかなか困難な道であることをこれ
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らの逸話は示しているともいえる。本書ではそれについて、「押し寄せる欧米勢力

も、いったん、リビア国内に入ってみると、ジャマーヒーリーヤという特異な政

治思想が組み込まれた政治システムと、長く国際社会から隔離されてきた間に定

着した非合理的な手続き、命令伝達や指揮系統の不透明さなどに、たちまち戸惑っ

てしまうようであった」と指摘している（134 頁）。 

 第Ⅳ部では、リビアに流入する移民や難民の増加をめぐる問題が論じられる。

アフリカの盟主を目指したカッザーフィー政権は、アフリカ出身者の入国ビザを

免除した。このためとくにサハラ以南のアフリカ諸国からの移民が増加したもの

の、2003 年の国際社会復帰以降、EU 諸国に協力した同政権は不法移民を厳しく

取り締まるようになった。さらに「アラブの春」による中東諸国の不安定化やア

フリカ諸国の経済悪化などが重なり、リビア経由でヨーロッパへ向かう移民・難

民が増加した。これにより、密航の失敗による溺死、リビア国内の収監施設での

虐待などの問題が生じている（165-166 頁）。また、普通の暮らしを送っている移

民・難民のあいだでも、雇用主からの暴力や賃金不払いなどの人権侵害、民兵に

よる攻撃、強盗、殺害などの被害が多数報告されている（172 頁）。 

第Ⅴ部では一転してリビアの社会や文化が論じられる。リビア国民の 95 パーセ

ント以上はスンナ派ムスリムである（182 頁）。リビアで影響力を持つスンナ派法

学派のマーリーキー派は保守的なことで知られており、飲酒も喫煙も禁じている。

しかし、編者によれば、カッザーフィー政権下のトリポリ市内ではタバコは販売

されており、酒類は販売こそないものの、禁じられているはずの外国からの持ち

込みに対しては、それほど厳格に検査がなされているわけではなかったという

（186 頁）。また、この部では、食文化、教育制度、女性の社会進出など、市井の

人々の生活に関わる事柄が編者の豊かな現地体験をもとに詳細に論じられる。 

第Ⅵ部ではリビアが有する天然資源や日本との関係に焦点があてられる。編者

によれば、リビアは国際的にみても高品質の原油を算出する数少ない産油国であ

り、世界第 10 位の埋蔵量を持つだけでなく、国土の 70 パーセント以上を占める

未開発地域にも石油や天然ガスが潜んでいる可能性がある（218 頁）。リビアで石

油が発見されたのは 1959 年のことで、69 年に政権を掌握したカッザーフィーは

欧米メジャーによる支配を退け、原油価格の 40 パーセント近い値上げ、国有化を

宣言した。しかし、経済制裁が相次いだため、1970 年代には 330 万バレルだった

1 日当たりの産出量は、2006 年には 170 万バレルと落ち込み、さらに内戦により

25 万バレルまで落ち込んだ（219-220 頁）。現在の内戦下では、資金源確保を目指

す政権や武装組織が石油施設の管理権をめぐり緊張状態にある（234 頁）。 

第Ⅶ部から最後の第Ⅸ部までは 2011 年から 2019 年末までの約 10 年のあいだ
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に起きた民衆蜂起、独裁政権の崩壊、新生リビアの誕生と混乱が時系列順に論じ

られる。まず第Ⅶ部において民衆蜂起と内戦、そしてカッザーフィー政権の崩壊

の様子が記される。第Ⅱ部前半がほぼ同様の内容を大局的に論じたのに対し、ここ

では細かな出来事にも目が向けられる。 

第Ⅷ部では暫定政府の成立とその後の混乱の様子が「新生リビアの生みの苦

しみ」（267 頁）として描かれる。2011 年 3 月に反カッザーフィー派（以下反政権

派）により発足した国民評議会は国連総会でも承認され、2012 年 7 月にリビア初

の自由国政選挙が実施された。選挙自体は概ね順調に実施され、11 月には移行内

閣が発足したものの、部族や民兵組織間の衝突、国際機関や政府機関への攻撃が

つづき、治安は悪化の一途をたどる（291-293 頁）。そのなかで、かつてカッザー

フィーにより失脚させられ、20 年近くアメリカでの生活を余儀なくされたハリー

ファ・ハフタル将軍（1943-）が台頭する。アメリカ国防省諜報部や CIA と緊密な

関係を持つこの人物は 2011 年の民衆蜂起を機に帰国すると、2014 年 5 月に「リ

ビア国民軍」（LNA）を組織し、反政権派としての存在感を高めた（315-317 頁）。 

2014 年 6 月には国民議会に代わる代表議会の選挙が実施され、リベラル派勢力

が多数の議席を獲得、イスラーム主義勢力は敗北する（318 頁）。しかし、代表議

会の正当性を認めない旧国民議会議員が中心となり、「救国政府」（GNS）（2016 年

以降は国民和解政府：GNA）をトリポリで発足させた（318-319 頁）。このことは

リビアの政治・社会を分断させるのみならず、諸外国の介入も招いた。イスラー

ム主義勢力から構成される旧国民議会（トリポリ政府）をトルコやカタールが支

援するのに対して、リベラル派勢力と連邦主義者から構成される代表議会（トブ

ルク政府）を UAE やエジプトが支援しはじめたのである（319 頁）。 

最後の第Ⅸ部では統一国家再建に向けたさまざまな政治勢力の動きが提示さ

れるが、非常に複雑で混迷した現状に対して、ほとんどの読者が評者と同様に暗

澹たる思いを抱くのではないだろうか。トリポリ政府とトブルク政府の対立、「イ

スラーム国」との戦い、利害関係から軍事介入する欧米・中東諸国の存在は、新

生リビアの大きな足かせとなっている。また、旧政権で活躍した政治家や公務員

が排除されることによる行政の停滞も国民の生活に大きな影響を与える（347-348

頁）。2019 年末までに実施すると発表されていた議会選挙と大統領選挙は実現さ

れないままである（356 頁）。 

さらに、今、リビア社会ではカッザーフィーに代わるカリスマを求める声が挙

がっているという。期待されている 1 人はカッザーフィーから後継者とみなされ

ていた次男のセイフ・アル・イスラームである（351 頁）。編者自身も講演を聞い

たことがあり、「開明的な人材」（352 頁）だと感じたそうだが、「民主主義的な国
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家づくりを希求して独裁者を排除したはず」（349 頁）のリビア社会のなかで、「複

雑に絡み合った混乱を収拾するために再び『カリスマ』の待望論が展開」（349 頁）

する様子は、独裁体制崩壊後の国家運営の難しさを物語っている。 

 

 

4. 本書の学術的意義 

評者は現代エジプトの民衆の宗教実践を専門のひとつとする研究者だが、本書

を一読して気づいたのが、その内容の幅広さと各部の充実度である。おそらく本

書はリビアについて論じた邦文文献としては類書をみないものであり、極めて貴

重な文献であろうと考える。近年でこそ中東研究者の数は増えつつあるが、その

なかでリビアを専門とする研究者はまだ数えるほどである。そのため、管見の限

りリビアを専門とした邦文文献は少なく、とくに現代リビアの状況を論じた文献

は本書と本書で紹介された参考文献以外にはあまり存在しない。したがって、日

本の一般の人々がリビアの情報を得ようと思った場合、マスメディアによる報道

にも依拠せざるを得ないわけだが、こちらに関しても、日本ではリビアを論じる

報道は少なく、あったとしても近年ではテロや内戦のことがほとんどである。そ

の結果、人々の頭のなかにはリビアに対する危険なイメージばかりが増幅される。

評者が教鞭を執る大学でも、「中東＝危険な場所」というイメージしか持たない学

生は非常に多い。このようにバイアスがかかった状況のなかで、リビアの豊かな

歴史や文化、「誠実で大人しい」（81 頁）、「心の優しさを失わない人々」（360 頁）

のことを、現地体験や多くの写真を交えて分かりやすく伝える本書は、リビアに

対する最良の入門書である。 

他方で、本書は専門的な内容にも踏み込んでいる。明石書店の「エリア・スタ

ディーズ」シリーズは一般書に位置づけられているが、カッザーフィー政権崩壊

後の刻々と変遷する国内政治や国際関係についての記述は中東を専門とする研究

者にとっても読みごたえのある内容となっている。巻末の「新生リビア政権の系

譜」（372-373 頁）は政権崩壊後の複雑な政治組織の流れや関係性が分かりやすく

図式化されているが、これは専門的知識を持ち、優れた伝達力を持つからこそ可

能となったものであると考える。 

本書はエスノグラフィーとしても一定の価値があると思料する。リビアに関し

ては邦文文献が少ないだけでなく、内戦状態にある現在はもちろん、カッザー

フィー政権下でも日本人が簡単に入国できる国ではなかった。実際、評者は編者

に研究指導を仰いでいた大学院生のときに、編著者ご夫妻のお招きでリビアに渡

航したことがあるが、事前の手続きはこれまで訪問した 20 ヵ国以上の国々のな
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かでも群を抜いて煩雑で、時間もかかった。中東研究者にとってすら渡航からし

て困難な国であるため、一般の日本人が現地を訪れ、市井の人々の生活習慣や社

会のありようを知ることは容易ではない。したがって、本書に描かれた現代リビ

アの人々の宗教実践、食文化、教育制度、女性の活躍、そして、外交の裏側に関

する描写は、貴重な一次資料としての意味も持っていると考える。 

最後に形式に関して若干の課題を指摘したい。本書は現在の内容でも十分満足

がいくものだが、カッザーフィー政権崩壊については、第Ⅱ部と第Ⅶ部の一部が

類似した内容だったため、第Ⅱ部はカッザーフィーの生い立ちや思想に、第Ⅶ部

は政権崩壊にそれぞれ特化すれば、読者はよりスムーズに読み進められたのでは

ないかと感じた。しかしながら、この指摘は本書のすばらしさを否定するもので

はない。 

「アラブの春」後の中東諸国のなかでもリビアが極めて過酷な状況にあること

は知っていたが、本書を読み、それが想像していたよりもさらに厳しく、複雑で

あることを知り、愕然とした。その一方で、かつて目にした青空のもとに広がる

穏やかなトリポリの街並みが頭のなかいっぱいに広がり、懐かしく、温かな気持

ちにもなった。人々が安心して暮らせるよう、1 日も早くリビアに平和が訪れる

ことを強く願う。 

 

 

 

注 
1  2010 年末以降の中東諸国における民衆運動に対して欧米のメディアがつけた「アラブ

の春」という名称はアラブ諸国でも使われているが、実際には反発を覚える中東出身

者や中東研究者も多い。現実は「春」が意味するような穏やかな変動ではなかったこ

と、民主化への希求という欧米諸国が定めた 1 つの基準でしか事態をみておらず、実

際にはさまざまな集団からの多様な要求が含まれていたことを捨象していることなど

がその理由として挙げられる（長沢栄治「中東近代史のもう 1 つの見方―アラブ革命

の 5 年間を振り返って」後藤晃・長沢栄治編著『現代中東を読み解く：アラブ革命後の

政治秩序とイスラーム』明石書店、2016 年、29-31 頁）。中東に住む評者の友人知人の

多くも、「アラブの春」を用いる代わりに「革命」を意味する「サウラ, thawra」という

アラビア語を用いる。本書では「アラブの春」という名称についての説明はとくにない

が、初出の際に「いわゆる『アラブの春』」（3 頁）とされており、その後も一貫して括

弧つきの表記がなされている。このことから、著者たちが「アラブの春」という名称を

無批判に用いているわけではないことが伺える。 
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イディリス・ダニシマズ『トルコにおけるイスラーム 

神秘主義思想と実践』（ナカニシヤ出版、2019年） 

 

山本直輝 

 

 

1. 本書の構成と概要 

本書はオスマン朝期に活躍したイスマーイル・ハック・ブルセヴィー（İsmâ ‘îl 

Ḥaḳḳı Bursevî, d.1728）のスーフィズム（taṣawwuf）を分析したものである。 

本書評では本書の概要を紹介した後、スーフィズム研究における本書の位置づ

けを明らかにするために、第一にブルセヴィーの「存在一性論」の位置づけにつ

いて、第二にブルセヴィーのクルアーン解釈の位置づけについて考察したい。上

記の点に注目することで、本書がブルセヴィーのスーフィズムを分析するための

キーワードとして用いている「倫理的・実践的解釈」の妥当性を検討することを

目的とする。 

まず本書の構成は次のとおりである。 

序論 本書の対象地域と概要  

 １ はじめに 

 ２ 研究テーマ・目的・資料 

 ３ 研究史 

 ４ 構 成 

第１章 イスマーイル・ハック・ブルセヴィー 

 １ はじめに 

 ２ ブルセヴィーの生涯（1） 

    ――幼年時代から勉学時代まで―― 

 ３ ブルセヴィーの生涯（2） 

    ――ハリーファからタリーカのシャイフまで―― 

 ４ ブルセヴィーの著作 

第２章 ブルセヴィーの神秘的宇宙論 

 １ 「存在の五次元説」 

 ２ ブルセヴィーの「存在の五次元説」 

 ３ ブルセヴィーの存在思想にみられる「倫理的・実践的解釈」  
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第３章 クルアーン解釈――スーフィーによるクルアーン解釈に着目して―― 

 １ はじめに 

 ２ クルアーン 

    ――テキストの不変性と意味の無限性―― 

 ３ クルアーン解釈学（タフスィール） 

    ――通史，解釈の種類と諸方法―― 

 ４ スーフィズムのタフスィール 

 ５ スーフィーの目的としてのマーリファとスーフィー的解釈の関係  

第４章 ブルセヴィーのクルアーン解釈 

 １ オスマン帝国における解釈学 

 ２ 『明証の魂』 

 ３ 『明証の魂』における解釈の諸起源 

 ４ 『明証の魂』の形式と方法 

第５章 『明証の魂』に見られる「倫理的・実践的解釈」の諸事例  

 １ 洞窟の仲間たちの物語 

 ２ 預言者ムーサーとヒドルの物語 

 ３ 2 つの角を持つ者の物語 

 ４ ブルセヴィーとそれ以外のタフスィール学者たちとの比較  

結論 

 

 まず序論では筆者はイブン・アラビー学派の宇宙論と、スーフィーのクルアー

ン解釈に関する先行研究をまとめ、その特徴を挙げている。スーフィズムに関す

る先行研究では、スーフィーが獲得する知識とクルアーン解釈によって得られる

知識の関係性が十分に論じられていないという。さらにスーフィー教団の祈祷や

修行に代表されるようなスーフィーの実践論が、彼らの宇宙論やクルアーン解釈

とどのように関わっているのかについては先行研究では分析されてこなかった。

筆者は従来の先行研究のように宇宙論、クルアーン解釈論と個別に論じるのでは

なく、「倫理的・実践的」解釈をキーワードとしてブルセヴィーのスーフィズムを

より包括的に研究することを目的としている。第一章ではブルセヴィーの生涯と

著作が紹介されている。彼の生涯については、タリーカの導師として活動してい

たことが本書の「倫理的・実践的解釈」の必要性を証明する事実として重要であ

ろう。また著作については本書の巻末の付録にブルセヴィーの著作一覧がまとめ

られており大変便利である。第 2 章ではイブン・アラビー学派の代表的思想であ

る「存在一性論（waḥda al-wujūd）」についてのブルセヴィーの解釈がまとめられ
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ている。存在一性論は、森羅万象は絶対的一者たるアッラーの存在の自己顕現の

結果ととらえるが、ブルセヴィーはこの神の自己顕現の過程を五段階に分け論じ

ている。さらに存在一性論を解説する際に、ブルセヴィーは神と被造物との関係

を「王と宰相」になぞらえ、王がいなければ宰相が存在しないように、被造物も

またアッラーがいなければ存在しないと説く。筆者は現実の社会構造になぞらえ

た比喩表現をブルセヴィーの「倫理的・道徳的解釈」の一例として紹介している。

第 3 章ではスーフィーのクルアーン解釈の特徴について簡単に紹介したのち、第

4 章ではオスマン帝国におけるクルアーン解釈学の概要を述べ、ブルセヴィーの

クルアーン解釈書『明証の魂』の特徴について解説している。特にブルセヴィー

のクルアーン解釈は、従来のスーフィーのクルアーン解釈のような神秘的知識

（‘ilm al-bātin）の解説に加え、「実際の説教の雰囲気を感じさせる叙述」（90 頁）

スタイルをとっていることが指摘されており大変興味深い。このブルセヴィーの

「説教的」叙述では、「聴衆の興味を引き付けるための冗談話まで持ち出して」（90

頁）おり、ブルサの大モスクで説教を行っていた彼の経験が色濃く出ていること

を明確に示している。第 5 章ではブルセヴィーのクルアーン解釈の特色をより詳

しく考察するために、スーフィー達が好んで注釈を施したクルアーンにおける「洞

窟の仲間」や「ヒドルとムーサー」、「2 つの角を持つ者」についてのブルセヴィー

の解説を紹介している。ブルセヴィーの「倫理的・実践的」解釈の特徴として、

「洞窟の仲間」の解釈では隠遁修行（khalwa）の重要性を、ヒドルとムーサーの

解釈では導師（shaykh）と弟子（murīd）のあるべき作法が説かれているなど、スー

フィーの修行論が随所で解説されている。また著者は、ブルセヴィーの解釈をアー

サン・カラマーニーとナフジャヴァーニーというオスマン朝期アナトリアのスー

フィー思想家のタフスィールと比較を行っている。上記二人のタフスィールと比

較すると、ブルセヴィーは修行論の観点から神秘的解釈を行うカラマーニーと、

イブン・アラビーの神秘哲学的観点から解釈を行うナフジャヴァーニー両者の特

徴を融合しつつ、自らの体験を基に注釈を施している点が特徴であるという。  

 本書の特色は従来神秘哲学的側面から分析されることが多かったイブン・アラ

ビー学派の思想を「倫理的・実践的」観点から考察する点である。ここで筆者が

意図する「倫理的・実践的解釈」というのは、スーフィズムの神秘的知識や体験

を決してイスラーム学者やスーフィー聖者などのエリートに限られるものではな

く、一般大衆も身近に感じることができ、かつ彼らの日常の道徳・徳目として実

践できるものとして示そうとする試みを指す。本書が指摘するように、ブルセ

ヴィーの作品の多くはトルコ語によって書かれており、これは当時の学術言語で

あったアラビア語やペルシア語を知らないトルコ人の一般大衆がスーフィズムを
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理解し、実践してもらうためであった（23 頁）。アラビア語を理解しないトルコ

人大衆のために書かれた『存在の五次元説の書』と、大衆に如何にクルアーンの

メッセージを理解し、実践してもらうかという「説教的」アプローチを重視して

いるクルアーン解釈書『明証の魂』を中心的な資料として選んだのは有効である

ように思われる。 

 次に、本書の議論において疑問に思った箇所をいくつか挙げ検討したい。 

 

 

2. ブルセヴィーの存在一性論の位置づけ 

 まず第 2 章では『存在の五次元説の書』を中心資料としてブルセヴィーの存在

一性論が解説されているが、彼の「倫理的・実践的」解釈を考察するには挙げら

れている事例が少ないように思われる。また本章で「王の例え」（27 頁）は、王無

くして臣下は存在しえないことを神の存在無くして森羅万象は存在しえないこと

の喩えとして、イブン・アラビー学派の存在論を民衆に分かりやすく説明するた

めの事例として紹介されているが、これはむしろ時の政治権力の神秘的正統性を

担保するものとして解釈することもできるのではないだろうか。例えばオズカン・

オズトゥルクは統治機構をアッラーの多種多様な属性の顕現とするブルセヴィー

の解釈をオスマン朝の神秘政治哲学の一例として紹介している1。このような神秘

政治哲学はスーフィズムでは珍しい主張ではなく、イブン・アラビー（Ibn ‘Arabī, 

d. 1240）の『神的配剤（Tadbīrāt al-Ilāhīya）』や、オスマン朝期であればタシュキョ

プリザーデ（Taṣköprîzâde Ahmet Efendi, d. 1561）の『人間の代理性と精神的王権

性の秘密についての書簡（Risāla fī Bayān Asrār al-Khilāfa al-Insānīya wa al-Sulta al-

Ma‘nawīya）』にもみられる。また東南アジアのイブン・アラビー学派のシャムスッ

ディーン・スマトラーニー（Shamd al-Dīn al-Sumatrāī, d. 1630）の存在階梯論と完

全人間論は、自らの存在と権力を神の意志の顕現として正当化しようとするイス

ケンデル・ムダ王から支持を受けたとの指摘もある2。上記の点に鑑みると、ブル

セヴィーの「倫理的・実践的」解釈を引き出すには他に説得的な議論があるので

はないかと思われる。また著者は「一般的に、学者たちは『存在の五次元説』を

存在論的レベルでしか語らない。そのような中で、ブルセヴィーはあえて倫理的

なレベルの解釈や実践的なレベルでの解釈を行っているのである。」（47 頁）と述

べているが、少なくとも 17 世紀以降の著名なイブン・アラビー学派の間では存在

一性論を単なる形而上学ではなく、それを土台として実践的に解釈する事例が散

見される。例えば劉智（Liu Zhi, d. 1730）は『五更月』の中で、月の満ち欠けを喩

えとして用いながら存在一性論における神の自己顕現プロセスと共に人間の精神
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的完成と修行の重要性を説いている3。またブルセヴィーと同時代に活躍したオス

マン朝アラブのイブン・アラビー学派のナーブルスィー（‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī, 

d. 1731）は、存在一性論とはムスリム・非ムスリムを問わず誰も否定することの

できない真理であるとし、存在一性論を人類への普遍的なメッセージとして位置

づけようと試みている4。 

 伝統的にスーフィズムでは神が被造物を創造する過程を降下（nuzūl）、人間が

修行を重ね真理へと至る過程を上昇（‘urūj）と言い、この神と人間の動的関係を

「存在の円環（dā’ira al-wujūd）」と呼ぶが5、スーフィー達は各々の言葉でこの存

在の円環を繋げる存在論と実践論を語ってきた。以上の点に鑑みると、存在一性

論の「倫理的・実践的」解釈者としてブルセヴィーのオリジナルな立ち位置を描

き出すには本章の議論は少し説得性に欠けている。  

 

 

3. ブルセヴィーのクルアーン解釈の位置づけ 

 次に、第 5 章で詳しく分析されているブルセヴィーのクルアーン解釈における

「倫理的・実践的」アプローチについてだが、彼の解釈がスーフィーのクルアー

ン解釈史においてどこまでのオリジナリティを持っているのかを示すためには、

カラマーニーとナフジャヴァーニーとの比較だけではやや不十分に思えた。ここ

では本書で挙げられている「ヒドルとムーサーの旅」の解釈について他の代表的

なスーフィーのクルアーン解釈書も参照しながら検討したい。  

「わたしは 2 つの海が会う所に行き着くまでは、何年かかっても旅を止めない

であろう」（クルアーン 18:60）などで言及されるこの「2 つの海（baḥarayn）」の

解釈について、まずオスマン朝期アラブの代表的なイスラーム学者アリー・カー

リー（‘Alī al-Qārī, d. 1605）のクルアーン注釈書『クルアーンの光とフルカーンの

神秘（Anwār al-Qur’ān wa Asrār al-Furqān）』は「2 つの海」とは恐れ（khawf）と

希望（rajā）、緊張（qabḍ）と緩和（basṭ）、畏敬（hayba）と親しみ（’uns）など相

反する心の状態を表すと解釈する6。またこの 2 つの海は人間の心（qalb）と自我

（nafs）を指しており、心の海には美徳が、自我の海には悪徳が存在するという。

彼にとっての「2 つの海の出会う場所」は、相対する感情や心と自我のバランス

を見出すことである。これは古典的なスーフィズムのマカーマート（精神階梯）

論ではあるが、人間の感情に焦点を当てている点ではこれもまた典型的なスー

フィーの「倫理的」解釈ではないだろうか。次に、北アフリカのスーフィー思想

家イブン・アジーバ（Aḥmad Ibn ‘Ajība, d.1809）のクルアーン注釈書『大海（al-

Baḥr al-Madīd）』によれば、ムーサーは外的知識の徒、ヒドルは内的知識の徒を表
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し、前者はシャリーアの海、後者は真理の海に立つという7。そしてイブン・アジー

バはムーサーがヒドルを求め旅に出たことは内的知識を求めるためであり、ガ

ザーリー（Abū Ḥamid al-Ghazālī, d. 1111）を典拠に挙げながら内的知識、すなわち

スーフィズムの知識を求めることはムスリムの個人義務であると説く。なぜなら

何人も恥ずべき過ちや罪を犯すことからは逃れられないからだという。これはガ

ザーリーの『宗教諸学の再興（Ihyā ‘Ulūm al-Din）』第四部の救済（munjiyāt）章や

『宗教基礎学 40 の教理（Arba‘īn fi Uṣūl al-Dīn）』の悔悟（tawba）章の議論を典拠

としており、内的知識は人間が罪に向き合い悔い改め、心身から悪徳を取り除き、

美徳を習得することを目的とするという修徳を重視していることを示している。  

 次にヒドルとムーサーをスーフィズムにおける導師と弟子の関係になぞらえて

解釈する伝統については、ヒュー・タラト・ハルマンの博士論文で詳しく論じら

れており、第 5 章の議論に加えればよりブルセヴィーのクルアーン解釈の分析に

役立ったのではないか。例えばハルマンはペルシアのスーフィー思想家ルーズビ

ハーン・バクリー（Rūzbihān Baqlī, d. 1209）が彼の注釈書『クルアーンの諸真理

解明の花嫁（‘Arā’is al-Bayān fī Ḥaqā’iq al-Qurān）』で、アッラーがムーサーをヒ

ドルと出会わせたのは、ムーサーが道（ṭarīqa）を極め、彼がスーフィー修行者達

（murīdīn）やタリーカの導師に尽くすことで真理を見出そうとする者たちの模範

となるためであった8。ヒドルを完全な導師になぞらえる解釈は、オスマン朝期に

はイスマイル・アンカラヴィー（İsmâ‘îl Rusûhî Anḳaravî, d. 1631）にもみられる。

例えば彼のマカーマート論の主著『求道者たちの階梯（Minhâcü’l-Fuḳarâ）』にお

いて、ヒドルとムーサーは導師に従う模範を示した人物として解釈されている9。 

 以上の点に鑑みると、スーフィズム研究においてスーフィー思想家の「倫理的・

実践的」解釈に関する研究が不足していたのはあくまでイスラーム思想研究者側

の問題であり、オスマン朝に限らずスーフィー達に広く見られていた方法なので

はないかとも考えられる。 

 

 

結論 

 本書が本邦においてオスマン朝アナトリア・スーフィズム史最大の思想家ブル

セヴィーに関する最良のモノグラフのひとつであることには疑いはない。しかし

ながら、17 世紀～18 世紀はイブン・アラビー学派が西アフリカから東南アジアま

でイスラーム文明圏の各地に広がり、各々の学問的背景や地域の語彙を駆使して

スーフィズムを説いた時代である。ブルセヴィーの思想史的位置づけはアナトリ

アだけでなく地域をまたがる広い視座で分析することが必要であるように思われ
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る。また本書のキーワードであるスーフィズムの「倫理的・実践的」アプローチ

については、本書でも紹介されていたようにブルセヴィーのタリーカの導師とし

ての側面にも焦点を当てると、より彼の特色が分かるのではないだろうか。例え

ばブルセヴィーのクルアーン解釈において紹介されていた隠遁修行（104 頁）な

どをジェルヴェティー教団の修行論・作法論などで彼がどのように論じていたの

か興味深い。 

 いずれにせよ、世界的にもオスマン朝のスーフィズム研究が活発に行われるよ

うになったのは過去 20 年の間であり、本書が本邦におけるオスマン朝スーフィ

ズム思想研究の水準を大きく引き上げる画期的な研究書であることは明白である。 
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(Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001), p. 113.  
3  劉智『五更月』呉海鷹主編『回族典蔵全書』第 26 巻、甘肅文化出版社、2008 年、1119-

1134 頁。 
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Oliver Robert Gurney, “The Annals of Ḫattušili III,” Anatolian Studies 47 (1997), 127-139. 

 
Journals/articles online: 
Ada Taggar-Cohen, “Hittite Laws and Texts,” Bible Odyssey (date of access). 

 http://www.bibleodyssey.com/places/related-articles/hittite-laws-and-texts.aspx 
 

同じ著者が 2 回以上現れる場合は、その氏名を再度フルネームで記入し

てください。 
例：Frank Moore Cross, “The Priestly Houses of Early Israel,” pp. 20-25. 

 

雑誌／シリーズの名称は略さずに記入してください。 
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  著書 

市川裕『ユダヤ教の精神構造』東京大学出版会、2004年、50頁。 
 

ロバート・N・ベラー『社会変革と宗教倫理』河合秀和訳、未来社、1973年、343頁。 
 

三木英・櫻井義秀編著『日本に生きる移民たちの宗教生活－ニューカマーのもたらす
宗教多元化』ミネルヴァ書房、2012年、215頁。 

 
堀江宗正責任編集『日本の宗教事情 国内編Ｉ』（シリーズ「いま宗教に向き合う１」）
岩波書店、2018 年、111頁。 
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調査報告－』日本海地誌調査研究会敦賀上陸ユダヤ難民足跡調査プロジェクトチーム、
2007年、35頁。 
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章（p. 55 以下）に準拠してください。ヘブライ文字については、SBL には、

Academic Style と General-Purpose Style が掲載されていますが、投稿者

の目的に応じて、どちらを用いてもかまいません（その他、コプト語、アッ

カド語、エジプト語、ウガリット語等の古代語の転写についても、SBL の

使用を推奨します）。 

 アラビア文字については、国内の投稿者は、可能な限り、大塚和夫他編『岩

波イスラーム辞典』（岩波書店）に準拠してください。海外からの投稿者に

対しては、とくに転写法を指定しませんが、アラビア語、ペルシア語、トル

コ語の転写については、可能な限り、ALA-LC（Library of Congress）に準

拠してください。 

 これらのガイドラインの入手が困難な場合は、編集委員会に連絡してくだ

さい。 

16.  原稿は刊行後 PDF ファイルにし、執筆者に提供いたします。 
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